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植 民地 期 イ ン ド ・オ リッサ にお ける社会 変 容

歴史人類学的検討 ―
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Lは じ め に

〈植民地的変容〉

本論 は,植 民地期 におけるイ ンド・オ リッサ地域社会の歴史的変容にっ いて論 じる1)。

植民地 イン ドでは,支 配者であるイギ リス人と被支配者であるイン ド人 との不均衡な力関係

を背 景 に,両 者 の あ い だ の 「植 民 地 的 差 異 の原 理/に よ る支 配 」(rule of colonial difference)

[Chatterjee 1993]を 基 盤 とす る新 しい ダ イ ナ ミズ ム が 展 開 した 。 こ の 時 期 の 社 会 変 容 は,植

民 地 的 近 代 に特 有 の 力 学 に お い て 理 解 さ れ る必 要 が あ る。 た だ し支 配 者 と被 支 配 者 の 関 係 性 を

「イ ギ リス 人 」 と 「イ ン ド人 」 ま た は 「植 民 者 」 と 「被 植 民 者 」 な ど の 単 純 な対 立 構 造 と して

と らえ,そ れ ぞ れ の カ テ ゴ リー に つ い て 内部 的 な均 質 性 が 存 在 す る と 前 提 して は な ら な い 。 当

然 な が ら,そ れ らの カ テ ゴ リー に 帰 属 す る人 た ち に も多 様 性 が 存 在 した の で あ り,多 様 な 人 々

で構 成 され る複 雑 な ネ ッ トワー クが 形 成 さ れ,さ らに そ の ネ ッ トワ ー ク の あ り方 自体 も,植 民

地 期 を通 じて大 き な変 容 を遂 げ て い っ た ので あ る[cf―Scott 1999:29―31コ 。

 近代的な植民地権力 の成立において重要なのは 「現地人が(植 民地国家に)排 除されたか包

摂されたか とい うことよりも,新 しい政治ゲームが導人され,被 植民者が政治的であると認 め

られたければ(結 局のところ)彼 らはそのゲームをするしかなか った」 ことであるとD.ス コッ

トは指摘 している[Scott 1999:45]。 そしてそのなかで 「政治的運動の領野自体が変化 し」,

「適応だけでな く抵抗でさえ も,全 面的に変容 した状況 との関係において構築されざるをえな

か った」とさらに同氏 は論ずる。 これは非常に重要な指摘である。 しか しM.K.ガ ーンディー

の例を見て もわかるように,民 族運動の側 も,適 応および抵抗の過程のなかで植民地権力がも

たらした政治ゲームのあり方自体を大 きく変容せ しめたこと2),ま たサバルタン民衆 も,そ の
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政治ゲームの再構築の過程において大きな役割を果た したことにも十分な注意を向ける必要が

ある。

 イ ンド史研究 においては,イ ンド社会への植民地化の影響にっいて,大 きく分けて2つ の見

解がある。 ひとっは植民地化による断絶的な変化を重視するものであり,も うひとっは植民地

期以前か らの連続的な発展に注 目するものである3)。これ らの見解をめ ぐる論争では,主 に市

場経済の進展や国家行政の発達に焦点が当て られ,そ れ らが社会にどのような影響を与えたか

にっいて激 しく議論が展開された。断絶性を重視する論者 たちは,近 代的な市場経済や国家行

政は外か らやってきたものであり,伝 統的な共同体を崩壊 させるものであ ったと論ずる傾向が

ある。その一方 で連続性に注目する論者 たちは,18世 紀 のイ ンドにおける政治経済の発展は

内発的な ものであり,そ れは19世 紀半ばまで続いたと主張す る。

 再検討派の歴史学者たち[Bayiy 1983;1988;Washbrook 1981;1988;1990;Stein 1985;

1989]は,市 場 や行政の発展のみを重視 し,社 会的 システムか文化的価値の働 きにっいて十分

な注意を向けていないきらいがある4)。彼 らは,当 時のイ ンドにおける活発な商業活動や社会

的流動性 あるいは政治.軍 事的ダイナ ミズムを指摘 し,前 植民地期か ら植民地期前半(19世 紀

半ばまで)に か けて政治経済的な発展が連続的にあったと主張する。 しか しそれ らの研究の問

題点は,資 本主義や行政の内発的な発展を強調するあまり,植 民地化の歴史過程におけるヨー

ロッパ とイン ドのあいだの権力作用を軽視 した上で,植 民地化 に至 る状況はイ ンド人自身がっ

くりだ した ものだ と論 じる傾向があることである。

 た と え ば ウ ォ シ ュ ブル ク は,よ く引 用 さ れ る一 節 にお い て 「植 民 地 主 義 は,資 本 主 義 の発 展

とい う南 ア ジア 自体 の歴 史 の論 理 的帰 結 で あ った」 と論 じる [Washbrook 1988:76]。 当 然

な が ら ウ ォ シ ュ ブ ル ク の議 論 は,パ ル タ ・チ ャ タ ジー や プ ラカ ー シ ュ な ど の サ バ ル タ ン ・ナ

シ ョナ リス トた ち に よ って 痛 烈 に批判 され る と ころ とな っ て い る[Chatterjee 1993:esp. Ch.

2;Prakash 1990 b]5)。 植 民 地 化 の 歴 史 過 程 に お け る ヨー ロ ッパ と イ ン ド間 の権 力 作 用 や暴 力

的側 面 を等 閑 視 して い る点 に対 して で あ る。

た しかに,ウ ォシュブルクなどの再検討派には,植 民地主義における不均衡な権力関係がイ

ンド社会に及ぼ した否定的作用を軽視する側面があることは否定できない6)。

 イ ン ド社 会 に 対 す る植 民 地 化 の 影響 を バ ラ ンス よ く理 解 す る た め に は,前 植 民 地 期 の イ ン ド

に お け る市 場 や 行 政 だ け で は な く,社 会 シス テ ム や政 治 文 化(p・iitical culture)に も注 目す る

必 要 が あ るだ ろ う。 そ うす る こ とに よ り,さ ま ざ ま な側 面 にお け る連 続 的 な 発 展 と同 時 に,断

絶 的 な変 化 も視 野 に入 れ る こ と が で き る[Chatterjee 1996 a:7]。

 この点に関す る私の仮説 は,前 植民地期にあたる近世か ら19世 紀半ばには,少 なくともオ

リッサにおいて は市場や行政の領域で連続的な発展が確かに見 られたものの,そ れは,植 民地

支配の もとで,そ れまでにあ った市場や行政制度やネットワークが支配権力によって大 きく組
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みかえ られる過程を伴 ったというものである。 と同時に社会 システムおよび政治文化の領域 に

おいては,大 きな断絶的変化があり,既 存の職分権体制や王権支配のあり方は,基 本的に植民

地化後まもな く崩壊 したと考え る。

 18世 紀か ら19世 紀前半におけるオ リッサの歴i史において,諸 要素を個別 に捉えると,再 検

討派が主張するように多 くの連続的な側面が見てとれ る。 それはたとえば商業や交易,あ るい

は行政技術などの領域において顕著である。 このことは人数的には遙かに劣勢であったイギ リ

ス人が巨大なイン ド亜大陸を250年 にわたって支配できたことと深 く関連 している。

 植民地支配において当時,イ ギ リスは,近 世インドの政治経済面 において発展の基盤を継承

かっ利用 した。たとえば前植民地期のイ ンドにおける行政技術の蓄積のおかげで,植 民地行政

によるイン ド社会(土 地や人口など)の 分類 ・数量化 ・会計 ・記録などの査察 と統御が可能 と

なった。また前植民地期における貨幣経済や市場 ・交易ネ ットワークの発達が変わらずに継続

したことが,植 民地期における商業活動の進展 と拡大をもたらしたということができる。 ただ

し商品と貨幣の動 きは,帝 国経済に合わせて大きく再編成 されていた側面 もあることは留意 し

てお く必要がある。 さらに植民地期における王権の儀礼化 ・神聖化の流れでさえ も,近 世イ ン

ドからの連続的な過程 としてとらえることができよう。 このように個別の事例をみていくと,

前植民地期か らの継続性を主張する再検討派の主張の多 くは正 しいよ うにみえる。

 しか し政治 と宗教の関係,あ るいは国家 と社会の関係というさらに大 きな枠組みに注目する

と,植 民地支配 の始 まりの時期か ら断絶的な大きな変化が生 じていた ことも,ま た事実である。

前植民地期のオ リッサにおいて国家と社会の関係を全体的に規定 していた 「供犠祭主国家 と供

犠共同体」の構造は,植 民地化とともに完全に崩壊 した。近世 クルダーにおいては,宗 教的信

愛 ・神聖王権 ・職分権体制が相互補完関係のなかで作用 していたのに対 し,植 民地支配下にお

いては,国 家 と市場 に代表される政治経済的な世俗的合理性の領域 と,ヒ ンドゥー教やカース

ト,さ らに神聖王権に代表される社会文化的な価値 と倫理 の領域 とは分断 されたのであった。

それはイギ リス人の 「合理的国家」とインド人の 「宗教的 ・ヒエラル ヒー社会」 とを排他的か

つ価値的に区別する植民地的差異の原理に基づ くものだつた[Chatterjee 1993]。 植民地国家

は近代西洋の合理性を代表 したのであり,そ れは現地社会(native society)の カ―ス トや王権

さらには宗教などによる不自由で抑圧的 ・非合理的な性格 と対比 されたのである。

 オ リッサが植民地化 された結果,っ まり植民地的差異の原理が作用 した論理的帰結 として,

クルダー王は,政 治 ・軍事的な権力を剥奪され,宗 教儀礼 の領域において ジャガンナータ寺院

の院長(superintendent)と して限定された役割を新 たに与え られた。地域社会の職分権体制

は崩壊 し,個 人が土地の私的所有権を有するようになつた。±地所有権 は納税の義務 と結びっ

き,植 民地国家の官僚制の管理下におかれた。ある意味でそれは,近 世か ら続 いている国家権

力が地域社会へと浸透 していく過程の継続であるとみることもできる。
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 しか し土地私有制の導入により,土 地利用 と人格的アイデンティティとのあいだの生モラル

的で有機的な連関はもはや失われてしまい,そ こには断絶的な側面があることに注目する必要

がある。また,職 分権の授受を通 じてつながっていた人々と王との関係は切 り離 され,王 の存

在意義は,土 地保有や日常的な仕事か ら切 り離された宗教儀礼的な領域に制限 されたのであっ

た。そこにおいて王 は,神 聖化の度合いを高めていくものの,も はや人々の日常実践と神をっ

なげる媒介者で はなくなった。土地所有および日常的な生産 ・消費活動は,植 民地国家が コン

トロールする政治経済領域 とつなが り,現 地社会 に残された社会文化領域 は,他 から分断され

た別の実践 ・言説空間を形成することとなったのである。人々の生活世界 は,植 民地下 におい

て一貫性を失 い,政 治経済領域 と社会文化領域に勞断されたのであった。

 再検討派の主張とは裏腹に,植 民地化後まもな く,そ れ以前 の政治文化的構造や社会 システ

ムには断絶的な変化が生 じたことは確かである。カース トや王権さらに信愛主義に代表 される

社会 ・宗教生活 と国家や市場の政治経済活動 との分断は,植 民地化の与えたイ ンパ ク トとして

最 も重要なもののひとっである。

 ただ しこのことは,2っ の領域がつなが りを持たな くな ったということを意味 しない。両者

が価値的に区分 されたことは,む しろそ こに,そ れらのあいだの複雑な動態が展開することを

意味 していた。

 植民地期において,社 会文化領域の存在は,帝 国にとってイン ド社会の未開性を証明 し,文

明化のための植民地統治を正当化するものであっただけでなく,社 会文化的な ヒエラルヒーを

伝統化 し固定化することは,帝 国の行政 ・経済にとって社会秩序を維持 し剰余を確保す るため

に好都合なものであった。政治経済領域と社会文化領域は,帝 国秩序のなかで,異 質性を保 ち

なが ら接合 していたのである。

 またイ ンド人にとっては,社 会文化領域が代表する共同性は,植 民地勢力の もた らした社会

的な断片化 ・個人主義化を批判する基盤としてしばしば機能 した。 それは,村 落民衆が国家や

市場 の価値 を否定す るときに依拠す るものであった。また反植民地的なナ ショナ リズムは,

ネーションという共同性の論理のもとに政治経済を従属させようとするものであったというこ

とができよう。ただ し後 に見るように,イ ンドが依拠するべき共同性の内実が何かをあ ぐって

は民衆 とエ リー トの間には齟齬があった。そ してさらには,新 たな論理と倫理のもとに共同性

を再定義 し,政 治経済の領域との創造的な媒介をもたらそうとするM.K.ガ ーンディーやR.

タゴールなどの動 きも生 まれていった。

 「在来の社会 と宗教」 と 「近代の国家 と市場」 は,こ うして植民地主義 とい うくさびによっ

て価値的に二分 され,同 時に,両 者のあいだの接合と反発そ して媒介の試みという複雑なダイ

ナ ミズムが生 まれることとな った。このような2っ の領域の微妙な関係は,イ ンド・ナショナ

リズムやオ リヤ ・ナ ショナ リズムの性格にも重大な影響を及ぼ した。
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II.ク ル ダ―王国 の崩壊 とイ ギ リス人 の到来

〈クルダー王国の衰退〉

 前植民地期イ ンドでは各地 に地方政権や小王国が展開 し,政 治的には割拠状態にあ った。イ

ギリスによるイ ンドの植民地化 は暴力の行使を伴うものであったが,植 民地化が展開す る前に

おいても,イ ン ドの諸政権は相互 に平和的な関係にあ ったわけではない。イギ リスによるイン

ドの征服 の過程 は,あ る意味では,前 植民地期イン ドにおける諸政権間の権力闘争の延長 とし

て捉えることができる。

 ただ し前植民地期イ ンドの権力闘争においては,諸 政権が支配権 を争 うための固有 の政治文

化的な枠組みが存在 し,独 自の政治 ・軍事的ダイナ ミズムが展開 していたことも事実である。

オリッサにおいてはジャガンナータ神およびガジャパティ王権が諸小王国や諸首長国をまとめ

あげる統合の中心におかれていた。ただ しこの国家神 と神聖王権の存在 によって同地方の支配

体制が固定的な ものにな っていたわけではない。オ リッサ全体を統べ るこれらの国家神 と神聖

王権 という政治文化的な観念 一 「政治神学」[Kantorowicz 1957]と 呼んで もよいだろう

  があったからこそ,オ リッサの諸王国や諸首長国は,国 家神 ジャガンナータ神および神

聖王権 ガジャパティ王権が代表するオ リッサ支配権の分 け前をより多 く獲得 しようとして,常

に周囲の諸国と競争 し,戦 争をおこなったのであった。

 イ ギ リス東 イ ン ド会 社 は,当 時 の オ リ ッサ にお け る こ う した独 自 の権 力 闘 争 の 枠 組 み の な か

に,当 初 は ひ とっ の プ レ ー ヤ ー と して 参 加 した ので あ っ たll)。 こ う した 観 点 か らは,ク ル ダ ー

地 域 に お い て,イ ギ リス人 の 到 来 は前 植 民 地 期 か らの 決 定 的 な 断 絶 を意 味 した わ け で は な か っ

た。

 しか し,植 民地化の進展 と共に徐々に植民地特有の支配形態が確立された。植民地支配 は,

前植民地期のそれとは支配体制およびイデオロギーにおいて大きく異なっていた。植民地支配

の確立により,オ リッサ固有の政治文化の枠組みは崩壊 したのである。そ して結果的 に,イ ギ

リスによる植民地支配は 「供犠祭主国家 と供犠共同体」にみ られ る国家 と社会の関係を分解 し

たといえよ う。

そ れ で は 当 時,実 際 何 が 起 こ っ た の で あ ろ うか。

1803年 の イ ギ リス東 イ ン ド会 社 に よ る オ リ ッサ 占領 の 直 前,ク ル ダ ー王 国 は 自 ら の 属 国 や

元 属 国 で あ るバ ンキ 王 国 ・ラ ンプ ル王 国 ・ナ ヤ ーガ ル 王 国 ・カ ン ダ ラパ ラ ―王 国 と戦 争 状 態 に

あ っ た[Joshi 1986]。 ク ル ダ ー王 国 の 上 位 権 力 と して は マ ラー タ ー王 国 が 存 在 した 。 一 方,

イギ リス 東 イ ン ド会 社 軍 は当 時,カ タ ッ ク に駐 在 して い た マ ラ ー タ ー軍 を 攻 撃 しよ う と して い

たの で あ り,ク ル ダ ー王 に対 して 王 国 内 に安 全 な軍 事 用 の通 路 を与 え て くれ る よ う に依 頼 した

のだ った 。 これ が イ ギ リス と ク ル ダ ― 王 との 関 係 の 始 ま りで あ る。 イ ギ リス東 イ ン ド会 社 は,
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さらに必要な軍隊や軍需品を提供するようにクルダー王に求あた。 これに対 してクルダー王は,

イギ リス東 イン ド会社 に10万 ル ピーを請求 し,さ らにイギ リス東 インド会社 の勝利後には,

かってクルダー王国がマラーター王国によって剥奪 された4つ の郡とプ リーをイギリスが返還

して くれることを期待 して同国軍 に協力 した。

 1803年 に イ ギ リス東 イ ン ド会 社 は,ク ル ダ ー王 の 貢 献 に も支 え られ,マ ラ ー タ ー王 国 支 配

下 の オ リ ッサ平 野 部 を 占領 す る こ とに成 功 した。 ク ル ダー 王 は,そ の見 返 り と して 前 述 の4っ

の 郡 と プ リー の 返 還 を 期 待 して い た。 と ころ が そ の 願 い が か な え られ る こ と は な か っ た。 そ こ

で 当 時 の ク ル ダ ー王 で あ った ム ク ンダ ・デ ポ ■世 は,宮 中 顧 問 の ジ ョ ヨ ク ル ス ノ ・ラ ジグ ル と

共 に,武 力 を も っ て4つ の郡 に対 す る支 配 権 を イ ギ リス に 対 して主 張 す る こ と を 決 意 した。 王

は,4っ の 郡 に 何 度 も人 を派 遣 し,力 尽 くで も徴 税 を行 お う と試 み,ま た イ ギ リス領 土 内 の ピ

ピ リ周 辺 の 村 落 を 数 回 に わ た っ て攻 撃 した[Toynbee 1961(1873):8]。

 イ ギ リス 東 イ ン ド会 社 は,ク ル ダー王 国 の これ らの 行 為 を 挑 発 行 為 と み な し,同 国 を 軍 事 的

に制 圧 す る こ と と し た。 周 辺 の ガ ー ンデ ィー ヤム お よ び 力 タ ック か ら軍 隊 が 呼 び寄 せ られ,ク

ル ダ ー へ の 行 軍 が 行 わ れ た。 バ ンキ王 国 や ラ ンプ ル 王 国 ・ナ ヤ ー ガ ル 王 国 ・カ ン ダ ラパ ラ ー王

国 は,ク ル ダ ー 王 国 の 周 辺 に位 置 す る属 国 や元 属 国 で あ りな が ら,当 時,ク ル ダ ー王 国 と敵 対

関 係 に あ り,イ ギ リス軍 を支 持 して軍 事 的 な援 助 を 行 っ た[Joshi 1986:12]。

 ク ル ダー 王 の 首 都 城 塞 は急 襲 さ れ,1804年12月 に 占領 さ れ た。 ム ク ン ダ ・デ ポ 皿世 は イ ギ

リス 東 イ ン ド会 社 の捕 虜 と な り,カ タ ック に 幽 閉 され た後,ベ ンガ ル 南 部 の ミ ドナ プ ル で 囚 わ

れ の 身 とな っ た。

〈歴史 と記憶における行為の意味〉

 近年のイ ンド研究の潮流の一方では,ダ ークス[Dirks 1987]や インデ ン[lnden 1986コ に

見 られ るような コロニアリズム批判およびオ リエンタリズム批判7)が盛んにな ってお り,植 民

地勢力およびそれと深 く結びついた 「本質主義的」学術認識が,い かに社会を(ゆ がめた形で)

変容せ しめたか ということが強調 される。本論における植民地政策への注目は,こ うした研究

の流れから学んだ ものである。ただ し,コ ロニア リズムやオ リエンタ リズムが近代イ ンド社会

の再編成において果た した役割を余りに強調することは,イ ンドの人々の歴史上の役割を反対

に無視す ることになり,歴 史的な行為主体性を(元)植 民地勢力側が独占するという新たなオ

リエ ンタリズムを産むことになりかねない。それはファン ・デル ・フェールが指摘するように

「自らの社会を構築するイン ド人の行為主体性 を否定 し,西 洋的言説 とイン ド的言説の微妙な

相互関係を単純化す るオ リエンタリス ト的な誤謬そのものであ る」といえよう[van der Veer

1994:21]。 行為主体性とは,自 己がその一部であるところの関係性のネ ットワークに対 して

働 きかけ,そ れを再構築することによって,自 己自身と自己が生 きる環境を変えていく能力 で
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ある。そ こにおいて行為主体は,自 己にとって重要な意味と価値を実現するために行為す るの

である。オ リエンタリズム批判は,イ ンド人の歴史的な行為主体性に注意を払 うよりも,西 洋

という認識主体にまっわる問題を論 じた ものであった。私 たちは,焦 点を西洋 の知的枠組みか

らイン ド人 自身の行為主体性に移す必要がある○

他 方,Bayly[1983;1988;1993], Washbrook[1981;1988],水 島[1990コ らの 仕 事 に お

い て は,植 民 地 側 だ けで な く確 か に イ ン ド人 側 の 行 為 も注 目 さ れ て お り,本 論 が イ ン ドの人 々

の側 の 選 択 や戦 略 に も注 目 しよ うと す るの は,そ こ に学 ん だ も の で あ る。 しか し,そ の 枠 組 み

は基 本 的 に ポ リテ ィ カ ル ・エ コ ノ ミー論 で あ り,そ こ に お け る イ ン ド人 の 側 の 行 為 主 体 性 は,

富 と権i力の 追 求 の 側 面 に限 定 さ れ る と い う限 界 が あ る8)。 こ う した 限 定 的 な視 点 か ら の 評 価 に

お い て は,イ ン ド人 が 植 民 地 状 況 お よ び そ こ にお け る 自 らの 位 置 を 文 化 的 あ る い は存 在 論 的 に

ど の よ うに 価 値 判 断 し,そ の 否 定 的 側 面 を 克 服 す るた め に い か な る行 為 を な して い っ た か と い

う こ と に対 す る視 点 が 抜 け落 ち て しま う こ とに な る。

 結局2っ の潮流が双方 ともに見落 としているポイ ントは,イ ンド人側が所与 の歴史状況をど

のように解釈 し,そ のなかに自らの存在論的意義をどう位置づけようとしたのか,と いう問題

である。これは文化 と政治の両方の領域に関わる問題であり,こ の理解のためには,具 体的な

歴史的コンテクス トにおける,イ ンド人のさまざまな視点からの意味や価値の側面 に注目 しな

ければな らない。

再検討派は,前 植民地期イン ドの在地の リーダーたちは,富 と権力を求めて争 っていたので

あり,そ こにイギ リスが参入 したのであると論ずる。 しか し,こ うした再検討派の見解は,イ

ギ リス植民地政府がイ ンド征服時にとった見解と実はきわめて類似 している。後述す るように,

イギ リスにとって,イ ンドにおける王権およびその文化的意味づけは,政 治的に利用する以外

には意味のない ものであった。権力の文化的正当性や名誉などの価値 は,そ こになかったので

はなく,イ ギ リス側が都合よく政治的にのみ解釈 したに過 ぎない。 しか し,イ ンドの行為主体

にとって,国 家権i力や王権は宗教 ・文化的な価値と切 り離す ことのできないものであった。

 地域社会の人々にとって,自 らのアイデンティティを表明する最 も適切で可能な手段 は,現

在において も儀礼と伝説である。歴史のなかの行為主体性 に注 目するわた しの観点か らは,植

民地経験 の記憶についての語 りは,彼 らの世界観 ・歴史観 とそのなかの自己のアイデ ンテ ィ

ティの主張行為 ととらえることができる。そ して,そ の背後 には,歴 史のなかで意味を解釈 し

価値を追求する行為主体 の姿がはっきりと認められるのである。 こうした観点から,植 民地勢

力による征服の歴史が,現 地の人々によっていかに意味づけられているかを検討 してみよ う。

ジャガ ンナータ神の地上 の代理であるはずのガジャパティ王の敗北 は,い かに現在に語 り継が

れているのか。

1804年 の ク ル ダ ー 王 と イ ギ リス軍 の 戦 い に つ い て は,以 下 の よ うな 口 頭 伝 承 が あ る 。 こ の
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伝説は,1992年 に採集 されたものであるが,植 民地期か ら現在 に至 るまでの歴史的な経験 と

解釈を蓄積 したものであると考え られる。それは,植 民地支配の記憶 に根ざ したポス ト植民地

的な民衆の歴史観 と政治文化を理解する一助となろう。

クルダー城塞 は,ボ ルネイ ・コルネイという双子の守護女神 によって守 られていたため,

イギ リス東イ ン ド会社はクルダー城塞をなかなか攻め落 とせなか った。そ こで,チ ョロ

ノ ・バ トナイク9)とい うある書記カース トの裏切 り者が,女 神の存在をば らし,イ ギ リス

軍 に牛の血 を塗 った砲弾で城塞を攻めるように進言 した。牛の血によって汚 された女神 は

怒 り狂い,『 妊娠 したバ ラモンの女 と妊娠 した黒い猫を供犠 として私に捧げたら,王 国は

永遠に救われ るであろう』とクルダー王 に告 げた。 しか し,王 はそのような非 ダルマ的な

行為を拒否 し,戦 場を去 った10)。

 この語 りには,ク ルダーの人々の自己についてのイメージやイギ リスによる植民地支配に対

する思 いが興味深い形で表れている。 この伝承によるとクルダー王 は,戦 争で負けたのではな

く,非 道の戦場を去 ることを選んだのである。

 この伝 説 を私 が 聞 い た の は,ク ル ダー城 塞 近 くの村 落 で 聞 き取 りを 行 って い た時 で あ った 。

村 人 が,ク ル ダ ー王 が ジ ャガ ン ナ ー タ神 の この世 の 代 理 で あ り,い か に素 晴 ら しい王 で あ っ た

か を語 るの を聞 いて,つ い 少 しい じわ るな 気 持 ち か ら,「 じゃ あ,な ぜ ク ル ダ ―王 は イ ギ リス

に負 け た の で す か?」 と質 問 した 時 に,話 して くれ た 伝 説 で あ る。

 この語 りのなかでは,ク ルダ-に おけるイギ リス支配は,ダ ルマ(宗 教 ・普遍的法則 ・倫理)

に反す る行為に基づいた ものである。反対に,戦 場を去 ることによって王はダルマに則 った正

しい道を選んだのだ とこの伝説 は示唆する。 しか しそもそ も女神はなぜそんな恐 ろしいことを

王にす るよ う命 じたのだろうか,と いう私の愚問に対する村人の答えは,女 神は王がダルマに

即 した行為を選ぶか どうか試 したのだということであった。

 ここでは,植 民地政府 の 「非 ダルマ的な政治」 とクルダー王によって示 され る 「正 しい政治

倫理」の対比という図式がみ られる。後述するが,目 的のために手段を選ばない非道な政治 と

ダルマに即 した正 しい倫理を対比する図式は,植 民地政府 に独占される 「ソ ト」の政治領域 と

被植民地者が維持する 「ウチ」の宗教的 ・霊的価値という二分法的な解釈枠組みを反映するも

のであった[Chatterjee 1993]。

 もうひとつ この伝説のなかで重要なのは,「裏切 り者」の存在である。 この伝説 の語 り手は,

農兵力―ス トのコンダヤ トに属す るひとであった。王の兵士であったコンダヤ トにとって,植

民地政府のもとで(さ らに独立政府のもとでも)徴 税官などの官吏 として職と財を得 ることの多

か った書記 カース トは,植 民地政府に力を貸す許せない利敵協力者 であった。19世 紀初頭 の
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植 民 地 オ リ ッサ に お いて 権 勢 を 誇 った チ ョロ ノ ・バ トナ イ ク の 名 は,こ う した裏 切 り者 の シ ン

ボ ル と して しば しば 現 在 で も聞 か れ る。 そ して こ う した裏 切 り者 の 存 在 に よ り,い か に イ ン ド

の あ る い は オ リ ッサ の 栄 光 あ る統 一 は失 わ れ,ま た ダ ル マ が 崩 壊 し,イ ギ リス の よ うな 外 国 人

に この 地 が 支 配 さ れ る に い た っ たか が苦 々 し く語 られ る の だ 。 そ れ は ま た しば しば,現 在 の イ

ン ドや オ リ ッサ の状 況 に対 す る不 満 の表 明 と もっ な が る。

 以下では,イ ギ リス政府 と現地の諸行為主体とにおける相互交渉のなかで このような解釈 の

枠組みが成立 して きた歴史をみていくことに しよう。

〈ジャガンナータ寺院をめ ぐる植民地政策:継 続と断絶〉

 マ ラ ー タ ー軍 と戦 う以 前 か ら,イ ギ リス東 イ ン ド会 社 は,プ リー の ジ ャ ガ ンナ ー タ寺 院 が オ

リ ッサ の 支 配 に と って 政 治 的 に 重 要 で あ る こ と に気 づ い て い た。 そ こで,ウ ェ ル ズ リー 総 督

(Governor-General of Bengal,イ ン ド現地 にお ける植民地統 治 の最 高責任者)は,マ ラ ー タ ー 軍 へ

の宣 戦 布 告 の 日 に,イ ギ リス 東 イ ン ド会 社 軍 将 兵 に対 し ジ ャ ガ ンナ ー タ寺 院 に関 す る次 の よ う

な命 令 を 下 した 。 「ジ ャ ガ ンナ ー タ(プ リー)に 到 着 した ら,パ ゴ ダ(寺 院)お よ び バ ラ モ ン と

巡 礼 者 の 宗 教 的 妄 信(religious prejudices)に た い して,十 分 な尊 重 を保 持 す る よ う に可 能 な

限 り細 心 の 注 意 を 払 う こ と。 バ ラ モ ンの身 体,儀 式 と典 礼,ま た宗 教 的 建 築 物 の神 聖 性 に っ い

て完 全 な る安 全 を 保 証 で き るよ うに守 りを つ け,そ して 自分 の 配 下 に あ る もの た ち に こ の 重 要

な 問 題 に つ い て,最 高 度 の 正 確 さ と用 心 を も つて命 令 に 従 う よ う に 厳 し く 申 し付 け る こ と」

[quoted in Kulke 1978:346]。 これ は,イ ギ リス東 イ ン ド会 社 総 督 が イ ン ドの 特 定 寺 院 に関

して 出 した 初 め て の指 令 と して 注 目 され る[Kulke 1978:346]。 東 イ ン ド会 社 は さ らに,ベ ン

ガ ル の有 名 なパ ンデ ィ ッ ト(学 者僧)に 「イ ギ リス人 の 宗 教 的 包 容 力 と臣 民 に対 す る慈 悲 心 」 を

保 証 す る手 紙 を 書 い て も らい,プ リー の主 要 な祭 司 た ち に送 っ た 匚Kulke 1978:346]。 これ に対

して プ リー の寺 院 祭 司 た ち は 「神 聖 な 寺 院 の祭 司 た ち が ジ ャガ ンナ ー タ神 に相 談 した結 果,神

は,今 後 は イ ギ リス政 府 が 彼 の 保 護 者 に な る こと を承 諾 した」 こ と を軍 が プ リーを 占領 す る直

前 に東 イ ン ド会 社 側 に 伝 え た12)。結 果 と して,イ ギ リス東 イ ン ド会 社 軍 が プ リー に行 軍 した 際

に は,地 元 か らの 抵 抗 は み られ な か った。そ れ はオ リ ッサ の 「真 の 支 配 者 」で あ る ジ ャ ガ ン ナ ー

タ神 が す で に彼 らを受 け入 れ た こ とが プ リー の寺 院 祭 司 か ら人 々 に伝 え られ て い た か らで あ る。

 イギ リス東イ ンド会社 は,ジ ャガ ンナータ神の 「承諾」 をさらに最大限に利用 し,自 らのオ

リッサ支配にっ いて周辺国の諸王の承認を得ようとした。東イン ド会社は,プ リーを征服 した

直後に周辺国の王にも手紙を送 っており,そ れらの手紙には無論 「イギ リス政府」 を 自らの

保護者 とするとい うジャガンナータ神の 「承諾」の件について も記載 してあったのであ る13)。

 当時のイギ リス人は,オ リッサの支配権 とジャガンナータ神の関係にまつわる固有の政治神

学にっいて,は っきりと認識 しており,そ の うえで ジャガ ンナータ信仰を政治的に利用 しよう
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としたわけである。プ リーの祭司たちも,イ ギ リスがジャガ ンナータ神 と関係を結ぶのを手助

けした。イギ リス人は,自 らの支配を正当化するためにオ リッサにおける最 も重要な政治的資

源であった ジャガンナータ信仰を利用 し,少 なくとも表面的には現地 の政治文化のデザインに

従ったのである。

 しか しイギ リス人 は,ジ ャガ ンナータ信仰を中心 とする政治文化の内的な論理にコミッ トし

ていたわけではなかった。オ リッサ研究の泰斗であるヘルマン ・クルケは 「キ リス ト教の政府

は,ジ ャガ ンナータ神を政治的な目的に用いていたヒンドゥー王たちの方策を踏襲 した」 とい

う[Kulke 1978:347]。 しか しこうした見方は,王 にとっての宗教をあまりに道具主義的に解

釈 し過 ぎである。前植民地期のクルダー王にとって,ジ ャガンナ―夕神 は政治的な主権を代表

するだけではなく,礼 拝や信愛の対象でもあった。それに対 してイギ リス人は,ジ ャガンナー

タ信仰 の政治的な実用性 のみに注目し,そ の宗教的な側面 にっ いては偶像崇拝に もとついた

「宗教的妄信」(上記のウェルズリー総督の言葉)と して否定 した14)。ここには植民地的な見地か

ら 「土着の宗教」 と 「合理的な政治」 とを分断 しようとす る萌芽が見て取れる。植民地支配者

の視点か らすると土着 の宗教 は,合 理的な政治のために道具的に利用されるべ き存在で しかな

かったのである。

 植民地主義の特徴のなかで最 も顕著なものは,近 代国家の政治 ・経済 と現地社会の文化 ・宗

教を価値的に分断 したことであろう。前植民地期の政治文化の論理において,王 が支配権の維

持を可能とするためには,王 国全体の社会的 ・宇宙的再生産を組織する政治儀礼的な能力を,

王が,供 犠祭主 および行政軍事の長 として有することが必要であった。王 は,自 らの軍事 ・儀

礼行為を通 じて,自 らがジャガ ンナータ神 とその土地の母なる女神から権威 と力を授か ってい

ることを,絶 えず証明 しなければならなかった。そこでは政治 ・経済 と文化 ・宗教は,王 国支

配において分かちがたいひとっの全体を形成 していたのであった。それに対 してイギ リス東 イ

ンド会社 は,政 治 ・経済 をコン トロールすることに力を尽 くし,必 要な場合には,現 地の文

化 ・宗教を政治的目的のために利用 しようとした。

III.19世 紀前半 における植民地支配の展開 とイン ド社会の伝統化

〈クルダーにおける植民地初期の行政と経済 ―植民地的王権の儀礼化 と地域社会の疲弊〉

 1804年 の敗 北 後,ク ル ダー 王 は,植 民 地 政 府 か らす べ て の 政 治 的 権i利を 剥 奪 され,領 土 を

失 った。 クル ダ ー王 国 の 領 土 は 「カス ・マハ ル」(lehas mahal)と い う政 府 直 轄 地 に な り,プ

リー県(Puri District)の な か の クル ダー 郡(Khurda Subdivision)と な っ た。 オ リ ッサ の ガ

ジ ャパ テ ィ王 権 の 伝 統 は こ こ で 途 絶 え た か の よ う に見 え た 。 しか し王 の 運 命 は,イ ギ リス の

ジ ャガ ン ナ ー タ寺 院 に対 す る政 策 転 換 に よ って,さ らに別 の道 を た ど る こ と と な る15)。
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 植 民 地 化 直 後 に は,東 イ ン ド会 社 は オ リッサ で の 自 らの地 位 を 強 化 す る 目的 で ジ ャ ガ ンナ ー

タ信 仰 を利 用 しよ う と し,マ ラー タ ー王 国 の寺 院 行 政 の あ り方 を 踏 襲 した16)。寺 院 が 所 有 す る

土地 は,カ タ ック の税 務 局(Board of Revenue)の 役 人 が 直 接 管 理 す る よ う に な った [Das

1978:143]o

 しか しイ ギ リス 人 は,寺 院 の 行 政 を管 理 しよ う とす れ ば す る ほ ど,自 らの 限 界 を 感 じ る よ う

にな っ て い っ た 。 そ もそ も非 ヒ ン ドゥー で あ るイ ギ リス人 は,寺 院 へ の入 場 を禁 止 さ れ て い た

か らで あ る 。 そ の 結 果,彼 らは,ク ル ダ ー の ガ ジ ャパ テ ィ大 王 の権 威 を復 活 させ る こ と に した 。

18o7年 に ム ク ンタ ・デ ポ1【世 を ミ ドナ プ ル か ら呼 び 戻 し[Pattanaik 1979:145,161],18og

年 の 第 四 法 規 に基 づ い て 「ジ ャ ガ ンナ ー タ寺 院 の管 理 お よ び経 理 や 運 営,そ して神 像 と 寺 院 に

属 す る 祭 司 ・役 人 ・奉 仕 者 に 対 す る監 督 権(superintendence)」 を 任 せ た の で あ っ た17)。 こ れ

に よ っ て,寺 院 の 財 政 に っ い て は イ ギ リス 政 府 が責 任 を もっ 一 方,寺 院 行 政 は今 や ジ ャ ガ ン

ナ ー タ寺 院 の 院 長(superintendent)と して 「プ リー王 」18)と な った 元 クル ダ ー王 が 担 う と い

う 「二 重 責 任 体 制 」[Das 1978]が 成 立 したの だ った 。 この 体 制 は,後 に,寺 院 に 自律 的 な歳

入 が 保 証 され る こ と とな る1864年 ま で 続 い た。

一 方
,統 治 面 に お い て は,ク ル ダー 占領 時 の 司令 官 で あ った フ レ ッチ ャ ー少 佐 が,1805年

に ク ル ダー 地 方 の 行 政 官 と して就 任 した。 彼 は,首 長 ・副 首 長 ・農 兵(パ イ コ)な どが 職 分 権

と して保 有 して い た土 地 の ほ とん ど を没 収 したQか か る職 分 は,イ ギ リス東 イ ン ド会 社 に よ っ

て 「政 治 的 」役 職 とみ な さ れ,新 しい制 度 上 は廃止 さ れ な けれ ば な らな か つた の で あ る。 これ ら

の 旧役 職 者 の一 部 は,植 民 地 政 府 に よ り徴 税 官(Sarabarakara)19)と して 任 用 さ れ た 。 そ して,

その よ うに 植 民 地 政 府 の 役 人 とな った も の の み に新 しい 免 税 地(ジ ャギ ―ル)20)が 与 え られ た。

 植民地初期の19世 紀前半,イ ギ リス東イ ンド会社にとつて地税 は重要な収入源であ った。

インドで地租   より正確 には,農 業生産物の国家徴収分   が国庫収入の大宗をなす こ

とにっいては,前 植民地期の18世 紀か ら変わることはない[中 里1998:254]。 しか し19世

紀前半のイ ンドにおいては地税の査定額が18世 紀と比べて も高い水準 に設定されていた。そ

れはイン ドか らの収入を増やすことを期待す る東インド会社の利潤追求組織 としての性格や,

当時のイギ リスの国家財政の構造 と関連 していた。東イ ンド会社 は国庫 に納付金を支払 つてい

たが,戦 争によって膨張す る財政をまかなうために国家が発行 した公債の償還 に充て られたの

であった[Brewer 1989]21)。

 さ らに そ の後,税 を 用 い る支配 者 の 所 在 が イ ン ド内 で は な くイ ギ リス へ と移 り,ま た 産 業 ・

貿 易 構 造 が 転 換 す る こ と に よ って,富 の 流 れ は大 き く変 容 し た 。17-18世 紀 に お い て は,

ヨー ロ ッパ 人 が イ ン ドか ら綿 織 物 な どを 買 い付 けて い た た め に,イ ン ドに は海 外 か ら多 量 の 銀

(地金)が 流 入 して い た[Chaudhuri 1978;Perlin!983;Prakash 2004]。 しか し,イ ギ リス 東 イ

ン ド会 社 が1757年 の プ ラ ッ シ― の戦 い で勝 利 して領 土 支 配 を 開 始 し,さ らに1765年 に は べ ン
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ガ ル の デ ィ ー ワ ー ニ ー(事 実上 の領有権)を 正 式 に獲 得 す る と,地 租 か ら得 た資 金 で 行 政 コス ト

を 賄 うば か りか輸 出 用 商 品 を購 入 す る こ とま で もが 可 能 に な り,イ ギ リスか らの 銀 の流 入 は 止

ま っ た の だ っ た[Datta 1959;Arasaratnam 1979,1995;ウ ォ ー ラ ー ス テ イ ン1997:第 三 章;

脇 村2006]。19世 紀 初 頭 に は ほ ぼ イ ン ド全 土 に イ ギ リス に よ る植 民 地 支 配 が 進 展 し,イ ギ リ

ス東 イ ン ド会 社 は地 租 か ら 巨 額 の 経 済 的 利 益 を あ げ る よ う に な っ た。19世 紀 前 半 に は イ ン ド

か ら銀 が 流 出 す る よ うに な り,貨 幣 不 足 か ら デ フ レー シ ョ ンが 生 じた。 さ ら に産 業 革 命(工 業

化)の 成 功 に よ り イ ギ リ ス綿 工 業 の 技 術 が 優 位 に 立 っ た こ と に と も な い,特 に19世 紀 初 頭 に

お け るイ ン ドの 綿 織 物 の 輸 出 は激 減 した。 この 結 果 イ ン ドに お け る綿 織 物 産 業 は大 きな 打 撃 を

受 け た22)。

 こうして19世 紀前半のイ ンドは,地 税による収奪,貨 幣不足 によるデフレーション,在 来

産業の没落などによって経済的な不況に見舞われた。そ してこの根本には,イ ギ リスがインド

に対 して植民地支配に基づ く巨額の経済的請求権(本 国費およびインド負債)を 持つようになり,

地租収入の所得移転に基づ くイ ンドか らの富の流出があったのである23)。っまり植民地支配 と

いう政治的事実 は,植 民地経済の成立を促 し,19世 紀前半 のイ ン ド経済に大 きな負の影響を

与えたのであった[ウ ォーラーステイン1997:第 三章;今 田2000;脇 村20Q6]。

 クル ダ ー地 方 の 例 を 見 て み よ う。行 政 を任 され た フ レ ッチ ャ ー は 徴 税 金 を 最 大 限 に しよ う と

試 み た 。 結 果 と し て,地 税 は 全 体 と し て1805-6年 に は114,320ル ピ ー.1813-4年 に は

114,914ル ピー,1814-5年 に は122,306ル ピー,1815―6年 に は141,845ル ピー に 引 き上 げ ら

れ た24)。税 の 高 騰 は,ク ル ダ ー の 農 民 た ち に致 命 的 な影 響 を 及 ぼ し,多 くの 農 民 は村 を捨 て て

逃 散 した○ い う まで もな く逃 散 は,新 しい 支配 者 た る植 民 地 政 府 の圧 政 に対 す る,農 民 の 抵 抗

手 段 で あ っ た。W.ト ロ ワ ー は1813年 に以 下 の よ うに記 して い る。 「明 らか に極 端 な暴 政 や 暴

力 そ して 圧 制 が 存 在 し,そ れ に よ って 非 常 に大 勢 の 耕 作 者 が 逃 散 した こ とか ら,一 時 は 豊 か

だ った こ の国 は 荒 廃 に い た っ た 。 … … そ して私 に と って 気 が か り な こ と に,こ う した体 制 は,

イ ギ リス東 イ ン ド会 社 に よ る ク ル ダー征 服 の 時 か ら始 ま っ た の で あ っ た」25)

 オ リ ッサ の 農 民 た ち の 生 活 状 況 は,地 域 の 主要 貨 幣 で あ った 貝 貨(子 安 貝,leauri)の 価 格 低

下 に よ って も さ らに悪 化 した26)。17世 紀 半 ば か ら18世 紀 に か け て,1ル ピー は お よ そ1カ バ

ノ15ポ ノか ら4カ バ ノの 貝 貨 に 交 換 さ れ て い た と い う27)。前 植 民 地 期 に お いて は オ リ ッサ 地

域 社 会 の 小 農 た ち は,農 村 市 場 の な か で 貝 貨 を用 い て 活 発 な交 換 活 動 を 繰 り広 げ て い た の で

あ っ た。 各 種 の ル ピー 銀 貨 が 流 通 す る大 口 で通 地 域 的 な 交 換 領 域 と,小 額 貨 幣 の 貝 貨 が 流 通 す

る 日常 的 な生 活 世 界 の 交 換 領 域 とが重 層 的 に 存 在 して いた 。 貨 幣 は多 元 的 に 存 在 し,ま た そ れ

に応 じた 自律 的 な交 換 領 域(spheres of exchange)も ま た多 元 的 に存 在 して い た の で あ っ た

[黒 田2oO3;Bohannan 1955,1959;Dalton 1961;Gregory 1982;Parry and Bloch 1989;

Piot 1991]Q
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 しか し植民地支配下における1809年 には税金はル ピーで納めることにな った。1811年 には

銅貨(paisa)が 導入 された こともあ り,貝 貨の価値は急激に下落 し,7カ ハ ノに対 して1ル

ピーまで下がった[De 1961 a:XXVI]。 貝貨の価格低下は,以 前か らそれを市場交換や納税

に使用 していた地域住民 に経済的な打撃を与えた。手元にあった貝貨 の価値が下がり,そ のた

め家産 は縮小 したのである。またル ピー通貨によって経済領域が統合 されたため,貝 貨による

農民たちの自律的な交換領域は失われ,銀 不足によるデフレ―ション不況の波 を農村経済 は直

接的にかぶることとなった。 さらに19世 紀に入 るとイ ンド洋交易の後背地 として綿布生産か

ら得ていた収入 も途絶えた。

 こうして クルダーの農民たちが高率の地税 に苦 しむ一方で,税 金を支払 うための貨幣は不足

し,デ フレー ションのなかで主要な農産物である米の価格は下がった。それにより農地に対す

る租税の実質額 はさらに高いものとなっただけでなく,家 産 として蓄積 していた貝貨の価値 は

大幅に下落 し,富 の蓄えも実質的に減少 した○さらに綿織物の生産 ・販売 にまつわる副収入 は

ほとんど期待できな くなっていた。 こうした状況のなかで,ク ルダーの地域社会は経済的に疲

弊 し,人 々は新体制への不満を高めていった。

〈1817年 の パ イ コ の反 乱 〉

 植 民 地 初 期 の 政 策 に よ っ て最 も大 きな 影 響 を被 っ た の は,農 兵 お よ び軍 事 役 職 者(首 長 や副

首長 など)た ち で あ った28)。 彼 らの不 満 は こ と さ ら深 刻 だ っ た。 彼 ら は,前 植 民 地 期 に お い て

は特 権 を 享 受 して い たが,イ ギ リス人 に職 分 地 を 没収 さ れ,新 た に 課 さ れ た 税 の 高 騰 に よ つて

窮 乏 状 態 に陥 っ た。 さ らに地 域 共 同 体 に お け る 「王 の 代 理 た る首 長 」 ま た 「王 の戦 士 」 と して

の 名 誉 も 奪 わ れ 屈 辱 を 味 わ つ て い た。 彼 ら の 不 満 は,1817年 の 「パ イ コ の 反 乱 」(Pdiilea

bidroha)に お い て 爆 発 した 。 この 反 乱 の指 導 者 とな っ た ボ ク シ ・ジ ョゴ ボ ン ドゥは,ク ル ダ-

王 国 の 将 軍(ba々si)で あ り,そ の権 威 は王 に次 ぐ も の で あ っ た。 しか しイ ギ リス に よ る ク ル

ダ ー征 服 の 後,ジ ョゴ ボ ン ドゥ将 軍 は,ベ ン ガ ルの ザ ミ ンダ ー ル(大 土地 所有者)に よ る詐 欺

行 為 を 受 け て先 祖 伝 来 の土 地 を失 って しま って い た。 ジ ョ ゴ ボ ン ドゥ将 軍 は イ ギ リス政 府 に対

して 土 地 の 回 復 を訴 え た が 聞 き入 れ られ なか つた[Ewer Report, para l4-22]。 こ う した

ジ ョゴ ボ ン ド ゥの窮 状 は,他 の農 兵 た ち に と って も大 き な共 感 を 呼 ぶ もの で あ っ た。

 1817年3月,バ ンプ ル で 勃 発 した反 乱 は,元 クル ダ ー王 国 の 領 土 全 体 に広 が つ た。 農 兵 た

ち を 中 心 と す る反 乱 者 た ち は,ク ル ダ ー の 役 所 群 に 火 を 放 ち,財 を 略 奪 し た。 反 乱 の 指 導 者

ジ ョ ゴ ボ ン ドゥ将 軍 は,ク ル ダ ーを は じめ ピ ピ リや レ ンバ イ な どの 地 域 を 占領 した後,農 兵 た

ち を従 え て,ジ ャガ ン ナ ー タ寺 院 の 院 長 と な って い た クル ダ ー王 が 居 住 す る,プ リー に 向 か っ

た。 反 乱 者 た ち の 目 的 は,ク ル ダ ー王 の支 配 権 を復 活 させ る こ と に あ つた。1817年4月14日,

ジ ョ ゴ ボ ン ドゥ将 軍 と農 兵 た ち は,プ リー に至 った。 「ジ ョ ゴ ボ ン ドゥ は,彼(プ リー王)と 家
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族 を ク ル ダ ― に 連 れ て行 こ う と試 み た 。 そ こで ク ル ダ ー王 と して 再 即 位 して も らお う と思 つて

の こ とで あ る 」29)。

 しか しイギ リスの圧倒的な軍事力をおそれたプ リー王が反乱者たちに協力することはな く,

反乱は直ちにイギ リス東 イン ド会社軍によって鎮圧された。1817年4月18日 には東インド会

社軍がプ リーを奪還 し,王 は捕虜 としてカタックに送 られた30)。ジョゴボンドゥ将軍は逃れ森

林に身を隠 した。 その後,長 期にわたつてゲリラ的に抵抗 したが,最 終的には1825年 初頭 に

自首 した。

 こ の反 乱 は,単 に 旧 制 度 の エ リー トた ち に よ る 「復 古 運 動 」[Kulke 1978:352;also see

Nanda 1997:23]で も,民 族 主 義 的 歴 史 家 や 現 オ リッサ 政 府 が 提 唱 す る よ う な オ リ ッサ人 の

「独 立 精 神 」 の あ らわ れ で もな か つた。 反 乱 の原 因 の ひ とっ に,ク ル ダ ― の ひ と び とが 植 民 地

政 府 の 圧 政 に耐 えか ね た こ とが あ った の は明 らか で あ る31)。 しか しそ れ だ けで は,実 際 の反 乱

が ど う して あ の よ うな 形 を と っ た の か に っ いて 説 明 をす る こ と は で き な い 。

私の考 えではこの反乱 は,前 植民地期から続 くひとびとのバ トリオティズムおよびその基底

にある政治倫理 の感覚の表出 としてとらえることができる。バ トリオティズムは,ガ ジャパ

ティ王権 とジャガンナータ神 に代表される政治倫理の観念にもとついており,イ ギ リス政府に

よる圧政は,そ の政治倫理を侵害するものであった。

 ジャガンナー タ神が祀 られ,ク ルダー王の居住 しているプ リーへと農兵たちが軍を進めて王

政復古を試みた ことは,ひ とびとが正 しい政治倫理に基づ くモ ラル ・エコノ ミーを再建 したい

という祈願のあ らわれであったと考えられる。

 こ こで い うモ ラル ・エ コノ ミー とは,E. P.ト ンプ ソ ンが定 義 す る と こ ろ の意 味 で用 いて い

る。 トンプ ソ ン は モ ラル ・エ コ ノ ミーを,「 そ れ ぞ れ の部 分 が 全 体 と関 連 し,そ れ ぞ れ の 成 員

が 自 らの 義 務 や 責 務 を認 識 して い る よ うな,ひ とつ の 世 帯 の あ る べ き組 織 」 と 定 義 して い る

[Thompson 1991:271]。 こ の定 義 は,世 帯 だ けで な く地 域 共 同 体 や 国 家 な ど の さ ま ざ ま な単

位 に共 通 して い る理 念 で あ り,近 世 クル ダ ー王 国 にお け るバ トリオ テ ィズ ムの 基 盤 とな った 供

犠 原 理 と も相 通 ず る もの で あ る。

 反乱に参加 した人 々は,イ ギ リス政府がモ ラル ・エコノ ミ―の理念を果た していないことに

対 して反旗をあげ,国 家のあるべき姿をとりもどそうとしたのであった32)。ただ しここで農兵

たちが提起 した政治倫理を,本 質主義的に過去か らの連続 として とらえるのみであってはな ら

ない。それはむ しろ,植 民地的近代 という時代のなかで新たな形で喚起された ものである。そ

れは伝統復興という形をとりはしたが,そ うした動きが醸成 される過程は,植 民地支配 とい う

状況 に直面 した民衆の新たな自己定義のプロセスと関わるものであった。

 この反乱 は直接の目的を果 たせずに終わつたが,副 次的な効果 として歴史的に重要なある転

機をもたらした33)。植民地政府 は,こ の反乱以降クルダーに対する政策を慎重に再検討するよ
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うになったのである○ さらにこの反乱は,民 衆の口承伝承や民族主義的歴史学の叙述 において,

オ リッサ人の勇気や独立の精神を証明す る輝か しい歴史的出来事 として記録 され,「パ イコの

反乱」 として名高 いものとなった。 また1827年 には 「タポンゴの反乱」が勃発 したが,こ の

反乱 も同様 に勇壮 なクルダーの歴史の1頁 として,現 在に至るまで しば しば語 りっがれている

[Joshi 1986]。 オ リッサの独立精神の象徴と して,農 兵の武芸が称揚 され るのは,こ うした反

乱の歴史があるか らである。 これらの反乱に関する歴史的エピソー ドは,現 在で も民衆のあい

だで広 く一般的 に語 られ続けており,特 にコンダヨト・カース トのひとびとは,こ れ らの反乱

を自己アイデンティティの基盤のひとっ として重要視 している。

〈土地私有制の導入 と支配カース トおよびジャジマーニー関係の成立〉

 1817年 の反乱後,イ ギ リス東イ ンド会社は,ク ルダーとオ リッサにおける植民地政策 の再

検討を迫 られた。混乱や抵抗の結果 「クルダーの一部分の人 口が激減 し,耕 地は使用されな く

なったため,徴 税が停止 された」34)。

 1817年 か ら1818年 に お い て 徴 税 は行 わ れ ず,そ の後,地 税 は全 体 と して50,000ル ピー ほ ど

まで 減 税 さ れ た35)。 っ ま り反 乱 の あ と,税 額 は1815-6年 の141,845ル ピー か らな ん と3分 の

1近 くに ま で 下 げ られ た こ と と な った 。 そ の後1836年 に さ ま ざ ま な 種 類 の土 地 に っ い て 詳 細

な測 量 や査 定 が お こ な わ れ る ま で,税 率 は増 や され なか つた 。 ま た1817年 以 前 に職 分 地 を没

収 され た首 長 や 副 首 長 な ど に は,そ の 土 地 が 返 還 され た。 さ ら に首 長 や 副 首 長 の徴 税 官 と して

の免 税 地 は 増 加 され た36)。 これ らの方 策 に は,き わ め て 現 実 的 で政 治 的 な 理 由 が あ った 。 こ の

政 策 を推 奨 した フ ォ レ ス タ ー は次 の よ う に言 う。 「(免税地 の増加 は,)公 正 の視 点 か らだ け で は

な く,彼 らを 黙 らせ,彼 らに城 塞 の警 備 を 援 助 して も ら うた め に,必 ず 相 当 な 役 に立 っ で あ ろ

う」37)。しか し,農 兵 の 免 税 地 に 関 して は,「 公 正 の視 点 か ら も政 策 の 視 点 か ら も,彼 ら の土 地

の 返 還 は必 要 で な い」 と さ れ た38)。

 1820年 代以降,植 民地政府は綿密な土地測量 と査定をおこなった。既 に触れたようにイギ

リス東イン ド会社 にとつて,地 税による収入は植民地財政 の要であ り,そ こにおいて正確な土

地の測量 と査定 は地租徴収の正当性 と効率性を確保す るために是非 とも必要であったか らであ

る。イギ リス東イ ンド会社は,さ まざまな種類の±地を分類 し,測 量 し,査 定 し,記 録す ると

いう行政作業 にパ ラノイア的 ともいえるほどのエネルギー と時間 とマ ンパ ワーを費や した

[Cohn 1987;Appadurai 1993]。

 植 民 地 政 府 は,土 地 利 用 と生 産 物 分 配 が 職 分 権 体 制 に深 く関 連 し た もの で あ った こ と を 無 視

し(あ るい はその本質 に無知 で),土 地 に対 す る権 利 を地 域 共 同 体 に お け る政 治 や 社 会 関 係 と切 り

離 した上 で,地 片 を 地 租 の 種 類 に よ って細 か く分 類 し,そ れ ぞ れ の納 税 責 任 者 を確 定 し よ う と

した[D'Souza 20o4,2006]。1820年,ク ル ダ ー郡 担 当 の副 知 事(Deputy Coliector)39)ウ ィル
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キ ンソンは,納 税 に責任を持つ耕作者を特定するために,所 有権 を証明す る地券(Patta)を

発行 した。 これによって クルダーの歴史上初めて,耕 作者 には地券が与え られ るようになり,

それ は耕作者別のライヤッ トワー リー制査定の基盤 となった40)。

 1827年,実 際の土地を測量 して様々な権益者を明 らかに した上で税 を確定す る第一回目の

測量査定(survey and settlement)が クルダー地域において本格的に始まり,そ れは1836年 に

完成 した41)。この測量査定以前 においては,植 民地政府 によって城塞郷 の徴税官に任命された

者たち(多 くは首長や会計など伝統的な役職者たち)が,そ れぞれの裁量 によって税を徴収 してい

た。 税率 は,地 域社会における慣習に任 されていたのである。 つま り1836年 の測量査定は,

クルダー地域の土地制度に非常に重大な変更をもたらしたのだ った。 この査定では統一 された

測量法が初めて導入 され,耕 作者 と査定額の確認が行われたのである。イギ リス東インド会社

は,土 地 に重層的に存在 していた権益(取 り分権)を 整理 し,そ の うちの一人 に地券を発行 し

て,実 質上の排他的所有権および納税の責任を与えたのであった。

 こうして土地は,共 同態的な社会政治関係か ら切 り離 され,個 人 の所有物になった。 これに

よって地域社会における社会関係を規定 していた職分権体制は崩壊 した。土地私有制の導入 は,

ヒエラル ヒー的社会の抑圧的な構造か ら人々を解放 し,私 的所有権iによる市場的自由をもたら

す というイギ リス政府の 自由主義的言説 によって正当化 された[Mehta 1999コ。ただし実際の

ところ植民地政策が もたらしたのは,私 的所有権によって確定された土地所有の多寡にもとつ

く社会経済的 ヒエラルヒーの実体化であった。

 ま ず1836年 の 査 定 で は,ロ ー カル ・エ リー トが 植 民 地 政 府 の 徴 税 官 と して任 用 され,そ れ

に よ り,彼 らの 地 位 が 強 化 され た。 つ ま り首 長 ・副 首 長 ・書 記 ・会 計 ・村 長 な どの 地 域 レベ ル

の元 役 職 者 た ち が徴 税 官 に選 ば れ た の で あ る。 彼 らは,耕 作 者 の地 代 を微 収 して は政 府 に支 払

い,そ の報 酬 と して 徴 税 金 額 の2o%ほ ど に あ た る給 与 地 や 現 金 給 与 を 得 た42)。 マ ニ ト リ城 塞

郷 で は,首 長(Dalabehera)・ 勘 定 役(Kauri Bhagia)・ 国 家 書 記(Kotha Kararpa)・ 在 地 書 記

(Baithi Karapa)・ 村 長 ・村 書 記 の合 計6名 が 徴 税 官 と して任 用 さ れ た 。 徴 税 官 らは,地 域 社 会

に お い て 王 権 時 代 と同 じ名 称(首 長や勘定役 等)で 呼 ば れ続 け,「 伝 統 的 」 リー ダー と して の権

威 を 保 ち続 け た 。 植 民 地 政 府 は,徴 税 官 と い う下 級 官 僚 と して の 地 位 を 彼 ら に 与 え る こ と に

よ って 彼 らの 政 治 経 済 的 特 権iを保 護 し,ま た ロ ー カ ル ・エ リー トと して の 「伝 統 的 」 地 位 を結

果 と して 公 的 に支 え たの で あ っ た。

 他 方 で イ ギ リス政 府 に よ り 「宗 教 的」 と区 分 さ れ た寄 進 地 に は,引 き続 き無 税(～ α肋 伽 ゴdaの

あ る い は減 税 特 権(tankidaγ)が 認 あ られ る こと と な った。 バ ラモ ンへ の寄 進 地(bradihmattadr)

に っ いて は 当 バ ラモ ンに よ る所 有 が認 め られ,そ れ に対 す る減 税 特 恵 も そ の ま ま残 され た 。 神

へ の 寄 進 地(debattadr)に っ い て は,管 財 人(mdiraPhatadara , marfatdar)や 世 話 人(sebaita)あ

るい は耕 作 者 の重 層 的 権 益 を 残 した ま ま,そ の 神 の 所 有 地 と して の 登 録 が な され た。 そ の後 の
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1838―1843年 の 査 定 で,神 へ の 寄 進 地 は管 財 人 が 売 買 権 を も た な い 保 有 者 と な っ た(Rate

Report part 2 para.63―80, pp.34―37)。 これ らの政 策 に よ っ て も っ と も得 を した の はバ ラ モ ン

で あ っ た43)○ 多 くの バ ラモ ンは,植 民 地 政 府 に よ り,寄 進 地 の 実 質 上 の排 他 的 土 地 保 有 権 お よ

び減 税 特 権 を受 け,19世 紀 後半 まで に は,大 土 地 所 有 者 の 階 層 の 一 部 を なす こ と とな った 。

 ゴ ロ ・マ ニ ト リ村 に お い て バ ラモ ンが 所 有 す る土地 は,1829―30年 の9.110エ ー カ ー(村 の

耕作 地全体 の2.64%)か ら1911年 に は124.048エ ー カ ー(17.26%)ま で 劇 的 に増 加 した(表1参

照)。 宗教 に は不 介 入 と い う植 民 地 政 府 の 方 針 が 実 質 的 に は宗 教 関 係 者 の 優 遇 保 護 に っ な が り,

結 果 と して バ ラモ ン は特 権 階 級 と して の地 位 を 維 持 ・拡 大 した の で あ る。

 城塞の農兵 として職分権iを与 えられていたコンダヨ トたちは,1836年 の査定 によって,農

兵 としてのすべての特権 儂 兵としての職分権および減税特権)を 奪われた。 また彼 らの元職分地

は,通 常の課税地 となり,彼 らもただの農民 と変わらぬようになった。 とはいえ,同 査定にお

ける土地所有権の確定により,農 兵だつたコンダヨトに村落の土地所有 カース トとしての立場

が保証されたことも事実 である(表 工参照)。 つまり植民地初期においてコンダヨトは,「 王の

表1 ゴロ ・マ=ト リ村 におけ るカース ト別 の土地 所有 と増加 率(1829年,1911年)

                                   単位:エ ーカー

ジ ャ ー テ ィJati
1829―30年 1911年 1829―30年 か ら1911年

  ま で の増 加 率エ ー カ ー % エ ー カ ― %

バ ラ モ ン(Brahmapa) 9-110 (2.64%) 124.048 (17.99%) 1261.67%

油  屋(Teli) 4240 (1.23%) 4L434 (6.Ol%) 877.22%

漁  師(Keuta) 0.260 (0.08%) 2.219 (0.32%) 753.46%

壷  屋(KUInbara) 3.400 (0.98%) 15.571 (2.26%) 35797%

労 務 人(Bauri) 2.220 (0.6%) 6.718 (0.97%) 202.61%

菓 子 屋(G叫ia) 12.160 (3.52%) 34.574 (5.06%) 18433%

牛 飼 い(Gaura) 22―130 (6.4%) 60.675 (8.80%) 174.18%

床  屋(Bha鱒ari) 6.450 (1.87%) 9.997 (1.45%) 54.99%

農  兵(Khapすayata) 205.570 (59,49%) 308.382 (4473%) 50.01%

鍛 冶 屋(Karnara) 12.970 (375%) 11.043 (1.60%) ―1486%

コ ン ド(Khondha) 2.230 (0.65%) 1.558 (0.26%) 一30
.13%

洗 濯 屋(Dhoba) 9.520 (2.75%) 6.468 (0.94%) 一32
.06%

占星 術 師(Jyoti$a) 1.590 (0,46%) 0.964 (0.14%) 一39
.37%―

掃 除 人(Hari) 24.320 (7.04%) 12―433 (1.80%) 一48
.88%―

ソ オ ロ(Saora) 7.890 (2.28%) 2.908 (0.42%) ―63
.14%

薯 記(K。,ap。) 21.520 (6.23%) 2.549 (037%) ―88ユ6%

大  工(Barhei) 不明 39.395 (5.71%) 不明

庭  師(Maの 不明 8.449 (1,23%) 不明

合計 345.580―(/00%) 689.385 (100%) 99.49%

出典:ユ829-30年 にか ん して は,ゴ ロ ・マ=ト リ村で収集 した貝葉文書。1911年 にかん して は,エ コ ラジャ ト ・マハ ル

  の役 所か ら収集 した土地 台帳。

注:1829-30年 のバ ラモ ンの土地所 有量の数字 は,彼 らの経済的地位 を過剰 に低 く表 して いる。 彼 らは,実 際的 には,

 奉仕 す る神 々の土地 を保 有 してい たのであ ったが,そ れ らは,こ の時期 にお いて,彼 らの名前 で は登録 され てい な

 か ったか らであ る。1911年 の数字 で は,彼 らは管財人 として神々の土地 の登録 を得 た。
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戦士」か ら,地 片の所有を社会的権力の基盤 とする 「支配カース ト」へ と変貌 したのであった。

 大工や鍛冶屋 ・洗濯屋などの共同体奉仕者の職分地にっいては 「引き続 き共同体のために奉

仕 し続 ける限 り」 という限定条件付 きで無税での所有が認め られた。共同体奉仕者が各世帯か

ら得ていた手 当の慣習は形態的には存続 したが,そ の意味は植民地期に大 きく変化 したことに

注意する必要 がある。奉仕と穀物の交換を支える社会関係の再生産の単位 は,職 分権体制に基

づ く地域共同体か ら,所 有地片を基盤 とする世帯へと変容 したのであった。 ここにおいて,奉

仕力―ス トは,も はや共同体全体 に対する奉仕をなすのではな く,手 当を支払 って くれる世帯

に対 して個別に奉仕をなすようになった。同じ仕事を していて も,そ こにおける奉仕と穀物の

交換 は,共 同体 の全体的な社会関係に埋め込 まれたものではなく,雇 い主(ジ ャジマーン)世

帯 と奉仕 カース ト世帯 との個別的な関係へ と変質 した ものであった。後 に20世 紀になって人

類学者が観察 した村落の 「ジャジマーニー ・システム」は,人 類学者が当時想定 したような伝

統的社会体制ではなく,植 民地下 において再編成されてっ くられたものであった。

〈伝統化 された力―ス ト社会〉

 イギ リス東イ ンド会社 の政策 は大きな矛盾を含んでいた○私的所有権の設定を通 じて近代的

個人や市場的 自由の確立 を進めるかたちをとりなが ら,他 方において,人 々をカース ト別に分

類 し,ヒ エラル ヒー化することで,社 会を安定 させコントロールしよ うと したのである。

 こ う した矛 盾 した 態度 は,そ もそ も植 民 地 イ ン ドの 法 律 自体 にみ られ る[Washbrook 1981:

653]。 植 民 地 イ ン ドで は,市 場 に お け る個 人 の権 利 や 自 由 を拡 大 ・保 護 す るの を 目的 とす る コ

モ ン ・ロ ー(一 般法)と,そ れ に 対 して,個 人 が 宗 教 的 ・共 同 体 的 義 務 に従 うべ き こ とを 規 定

したパ ー ソ ナ ル ・ロー(相 続 と婚姻 に関す る家族法)と が制 定 され て い た。 ま た 家 族 法 の 領 域 で

は,ヒ ン ドゥー 教 徒 は,ヒ ン ド ゥー古 典 籍 を法 源 とす る ア ン グ ロ ・ヒ ン ドゥ― 法 の も と にお か

れ,ム ス リム は イ ス ラ ― ム法(シ ャリ― ア)に も と つ くア ン グ ロ ・ム ス リム法 に従 うべ く定 め

られ た。 こ れ に よ って,法 の解 釈 者 お よ び古 典 学 者 と して の,バ ラモ ンお よ び イ ス ラー ム法 学

者(ウ ラマ ー)の 権i威 は,特 に 植 民 地 期 前 期 に お い て 増 大 し た。 さ ら に,ヒ ン ド ゥ ー の 法 典

(ダルマ シャース トラ)は,ヴ ァル ナ(四 姓vampa)に 応 じて規 範 を 定 め て い た の で,法 的 な手 続

き と して 人 々 を ヴ ァ ル ナ別 に分 類 した う え で,そ れ ぞ れ の法 規 範 を適 用 す る こ とが 必 要 に な つ

た の で あ る。 こ れ に よ っ て裁 判 所 で は,家 族 法 に 関 わ る案 件 の 場 合,当 該 者 の ジ ャー テ ィを 尋

ね た 上 で そ の ヴ ァ ル ナ 所 属 を 決 定 す る と い う,人 々 の カ ー ス ト分 類 が 公 的 に 行 わ れ た

[Chatterjee 1993,1996 b]Q

 セ キ ュ ラ リズ ム と宗 教 そ して 個 人 と カ ー ス トの,そ れ ぞ れ ど ち らを法 的 な原 理 あ る い は主 体

的 基 盤 と す るの か につ い て,こ こ に は明 らか な ダ ブ ル ・ス タ ン ダ ー ドが あ る。 表 向 き の統 治 イ

デ オ ロ ギ ー と して は,セ キ ュ ラ リズ ム を原 理 と し個 人 を法 的主 体 と す るか の よ うな体 裁 を と っ
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ていたものの,他 方 では,イ ンドの既存の社会体制を統治 に利用するために,現 地文化を尊重

するという名目を掲げて宗教 とカース トを基盤的な単位とするような行政 と司法が展開 された

のである。

 植 民 地 支 配 上 で 獲 得 さ れ た カ ー ス ト分 類 に 関 す る知 識 は,行 政 面 に お い て よ り広 い範 囲 に わ

た る 目 的 で 用 い られ た 。 た と え ば 植 民 地 期 の土 地 台 帳 に は,土 地 所 有 者 の 名 前 の 後 に ジ ャ ー

テ ィ ま た は 伝 統 的 役 職(首 長Dalabeheraや 国家書記Ko‡ha Karapaな ど)が 記 入 さ れ た。 具 体 的

な 例 を 見 て み る と ゴ ロ ・マ ニ ト リ村 に お け る1829-30年 の 土 地 台 帳(厩 伽a)の 場 合,土 地

所 有 者 の 名 前 の欄 に は 「ナ ト ・ソ ン ドラ(人 名),オ ダ ・パ イ コ(オ リヤの農兵)」 とか 「ナ ム ・

ジ ョギ ・ス リチ ョ ン ドン(人 名),会 計 」,「 ポ ドラボ ・ポ ジ ャ リ(人 名),バ ラ モ ン奉 仕 者(祭

司)」 等,名 前 と と もに 職 分 名 が 列 挙 さ れ て い る とい う具 合 で あ る。 同 じよ うに クル ダ ― 地 方

に お い て182o年 か ら発 行 され た地 券 上 に も耕 作 者 ・所 有 者 の 名 前 に加 え て ジ ャ ー テ ィ ま た は

伝 統 的 役 職 が 記 入 さ れ た 。 興 味 深 い こ と に,職 分 名 や カ ー ス ト名 が 記 され て い た た め に地 券 は,

世 帯 の伝 統 的 ス テ ― タス を 証 明 す る役 割 を も果 た した ら しい。 そ して例 え ば結 婚 に 際 して家 格

を 証 明 す る た め に,互 い に地 券 に 記 され た職 分 名 や カ ー ス ト名 を 見 せ 合 っ た よ うで あ る。 こ う

した 理 由 で 古 い地 券 を ず っ と保 管 して お く世 帯 も多 か った よ うだ ○ この よ うに 名 前 と所 属 力 ―

ス トを公 式 書 類 に共 に記 入 す る とい う慣 習 は,驚 くべ き こ と に,独 立 後 の1960年 代 の ± 地 査

定 に い た る まで 続 い た。

 前植民地期においては,あ るひとが所属す るカース トの指標 は,苗 字や婚姻関係あるいは役

職とか食事や服装などであった。地位やカース ト間には流動性があ り,共 同体や王か ら認めら

れれば新 しい職分や苗字を獲得 したり,新 たな婚姻関係を結んだり,社 会的地位が上昇 したり

することも可能であった。農民が,そ のよ うに して書記や農兵の地位を得 ることもしば しば

あった。 ソオ リ・コンダヨ トの場合のように,以 前は トライブ民 として扱われたひとびとが,

軍事的実力 と政治的権力を獲得 した結果,農 兵 としての職分を得て,新 しいカ―ス トが形成さ

れることもあった44)。しかし植民地期では,カ ース トあるいは役職 は,「 伝統的」 地位 として

地券 に記入され,い わば公的に 「固定化」されることとなったのである。

 こうして王国時代には職分権体制 と密接に結びついていた土地制度は,植 民地初期における

土地私有制度の導入によって,政 体 ・社会の全体的な再生産過程,と りわけ政治社会関係か ら

切 り離されて しまうこととなった。そして この植民地初期 において(正 確には1820―30年 代頃か

ら),土 地所有 に基づ く階層 とカース トヒェラルヒーがおおむね一致する静態的な社会構造が

存在す るようになった。

 ク ル ダ ― の例 を み る と最 上 層 部 は,植 民 地 下 で 無 税 地 を与 え られ た 徴 税 官 とバ ラモ ンに よ つ

て 構 成 さ れ,彼 ら は ロ ー カ ル ・エ リー トあ る い は 「ロ ー カ ル ・ リ ッ チ」 と な っ た[Ludden

l990:174]。 そ の次 は 「支 配 カ ース ト」 た る農 兵 カ ー ス ト(Paikas or Kharpdayatas)が 占 め,
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耕 作 地 の 大 部 分 を所 有 した45)。 そ れ らの上 位 階 層 に属 す る家 族 や カ ー ス トは,引 き続 き地 域 の

「伝 統 的 」 権 力 者 と して み な され た。 そ の 下 層 に は支 配 カ ー ス トと 「ジ ャ ジ マ ー ニ ー関 係 」 を

結 ぶ 職 能 カ ー ス ト と奉 仕 カ ー ス ト,そ して 最 下 層 部 に植 民 地 政 府 が 「窮 乏 した 労 働 階 層 」

(`poorer and labouring classes'Maddox Report)と 呼 ぶ,い わ ゆ る不 可 触 民 の 労 務 人 カ ー ス ト

(バゥ リBauris)お よ び 掃 除 人 カ-ス ト(バ リHaris)や ト ライ ブ民 の ソ オ ロお よ び コ ン ドの土 地

無 し層 が 位 置 した の で あ る。

 イギ リスの植民地政策 は,職 分権体制および 「供犠祭主国家 と供犠共同体」 の崩壊をもたら

し,そ れに取 って代わるものと してローカル ・エ リー トおよび支配カース トの 「伝統的」権威

を保証する 「一元的なカース ト・ヒエラル ヒー」を構築 した。植民地政府は,地 域社会 を支配

するたあに,植 民地期において 「伝統化」 された新 しい権力構造を利用 した。国家による地域

社会への監査権力の浸透や,個 人所有地 に対するコントロ―ルと徴税 は,近 世 の行政技術の発

展の延長 として捉えることもできる。 しか しなが ら個人 と国家の関係 は,こ の時期における土

地所有が供犠的 ・宗教的 ・共同体的価値か ら分断されることにより,も はや個人の所有地に対

す る国家による徴税 という,単 に無機的な意味合いしか持 たないものに変容 していったのであ

る。

 前植民地期の職分権体制 にもヒエラル ヒーや支配の側面がみられるが,そ れは同時に資源の

分配や全体への奉仕 という供犠的な原理 に基づいていた。 そしてその奥底には存在論的な平等

主義があった。すなわち職分権体制は,供 犠祭主および職分の付与者 としての王を媒介 として,

バ トリオテ ィズムや信愛主義 とっなが っていたのであるが,こ れは神に対 して供犠的な信愛

(bhaleti)と行為(harma)を 通 じて誰で もが平等にアプロ―チすることがで きるという 「存在

の平等」とい う価値 に依拠するものである。職分 に基づ く日常の義務は,地 域女神 と国家神

ジャガンナータへの供犠的奉仕として遂行 されていたのである。

 しか し植民地化 によって,土 地は個人の所有物となった。土地を所有することと,人 格やバ

トリオティズムあるいは信愛主義 との連関はなくなった。その代わりに,所 有する土地の規模

は,地 域社会における権力や地位の基盤 となった。地域社会 における土地所有構造 は,前 植民

地期 の職分権i体制あるいは供犠祭主 としての王権や供犠的奉仕 などの原理か ら切 り離 され,植

民地主義 とオ リエ ンタリズムとによって支持されたバ ラモ ン中心的なカース ト・ヒエラル ヒー

と結びっいて,新 たな支配構造を作 り上げたのであった。伝統的なインド社会を特徴付 けると

されて きた 「カース ト・ヒエラルヒー」・「支配 カース ト」・「ジャジマーニ-・ システム」の現

象は,植 民地期に新 しく再編成されてできあがったものだったのである○植民地国家は,中 央

集権的な行政 ・軍事機関を通 じて,新 しく伝統化された社会構造を再生産す るように導 き,農

業生産物の剰余を搾取 した。村落社会においては土地所有に基づ く経済的階層と儀礼的なカー

ス ト・ヒエラルヒーとがおおむね一致する,固 定的で伝統的な階層 ・位階構造が存在 し,そ し
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て,そ の外 部 に存 在 す る(専 制)国 家 が 上 か ら権 力 を用 い て農 業 生 産 物 の 剰 余 を搾 り取 る とい

う,オ リエ ン タ リズ ム 的 で ス テ レオ タ イ プ的 な 「伝 統 イ ン ド」46)の 像 に,ク ル ダー 地 域 の 実 体

が 最 も近 づ い た の は,お そ ら く この19世 紀 前半 の 時 期 で あ った よ う に思 わ れ る[Washbrook

1981,1988]。

IV.植 民地後期における帝国体制の成立 と社会変容

〈植民地支配体制の再編〉

 19世 紀中葉(1850―60年 代)は,イ ギ リス植民地支配体制における大 きな転換期であり,ま

たイン ド社会 にも新たなダイナ ミズムがもた らされた時期であった。 この時期を境に植民地時

代は前期 と後期に分 けることができる。

 1857年,北 イン ドと中央 イン ドの一帯で大反乱が勃発 した。 これ は当初 はスィパ ー ヒー

(セポイ)の 反乱として始まったのだが,す ぐにより広大な地域 に波及 し,民 衆の多 くを巻 き込

んでいった[長 崎1981]。 オ リッサにおける1817年 の反乱 と同様,こ の1857年 の大反乱 も,

植民地期の社会変動のなかで民衆たちが在地の 「失われた共同性」たるモラル ・エコノミーの

回復を希求する動 きであったといえよう47)。プ リー王やムガル皇帝 は,そ の伝統的な政治的共

同性の シンボル として民衆たちによって担ぎ出されたのであった[中 里1998]。 それは旧支配

層による保守的な復古運動でも民族主義運動で もなく,反 植民地的なバ トリオティズムの表れ

として とらえるべ きであろう。 この反植民地的バ トリオティズムは,過 去の権力構造の復活を

めざす保守主義的な復古運動 とは異なり,民 衆のあいだで理想化 された 「失われた共同性」を

取 り戻そうとす るユー トピア運動的な側面を有 している。 それ は 「本来の自己」を抑圧 してい

ると目される植民地勢力への反乱 という形を取る。また民族主義運動 とは異なり,失 われた共

同性 を構成するのは 「民族」ではな く,王 や皇帝を中心 としたコスモス的有機体 としての 「く

に」である。ただその 「くに」についてのイメージは 「かつてあったが失われたもの」で 「回

復されるべきもの」 という理念的なレベルにとどまった。民衆的な反植民地バ トリオティズム

は,理 想郷を 「どこか別の場所elsewhere」[Pinney i997:860]に 求めようとす る現実否定

的で千年王国運動的な性格を有 していたのである。

 中里成明が指摘す るように,皇 帝や王の復位 とい った復古主義的な政治思想 は,1857年 の

大反乱において敗北 した [中里1998:404]。 これ以降の独立運動のオフィシャルな 「顕教」

[長崎1994b]か らは旧政治体制の復活という目的は姿を消す こととなった。 しか しそれは,

19世 紀 の反乱の数々を支えていた民衆的バ トリオテ ィズムおよび 「失われた理想」にっいて

のポピュラーな想像力が重要でなくな ったことを意味 しない○オ リッサにおいては,19世 紀

末期か ら20世 紀初頭にかけて ジャガンナータ神および神聖王ガ ジャパテ ィは,オ リヤ ・ナ
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シ ョナ リズ ム の 重 要 な シ ン ボ ル と な った 。 ま た,M. K.ガ ー ンデ ィー の 運 動 に お い て も 「ラ ー

マ の 王 国 」(Rama rajya,ヴ ィシュヌ神の化身で ある ラーマが統 治す る理 想 の王 国。 ラーマーヤナで描

か れ る)と い うイ メ ー ジ が 民 衆 を 巻 き込 ん だ 民 族 主 義 運 動 に お い て 重 要 な 役 割 を 果 た して い る

[長 崎1994b;1996]。 そ して,失 わ れ た共 同 性 へ の 民 衆 の希 求 は も う ひ とっ 別 の 道 に吸 収 され

て い った 。 そ れ が他 者 排 除 的 な コ ミュナ リズ ム(宗 派 主義,自 宗教至 上主義)で あ った 。 そ こで

は ヒ ン ドゥー主 義(ヒ ン ドゥ トヴ ァ)お よ び イ ス ラー ム 主 義 が 力 を も って い く こ と に な る[長 崎

1994a;中 里1999;中 島2005 aコ。

 大反乱を経て,1858年8月 にイギリス東インド会社はイ ンド統治 の任を解かれ(正 式の解散

は1874年),イ ギ リス政府が女王の名において直接統治を行 うこととなった。1858年11月 に

は,イ ンド統治の基本方針を ビク トリア女王が宣言 し,イ ンド人の信仰や慣習や土地への権利

を尊重することなどを公表 した。その下でイ ンド総督は副 王 として植民地統治機構 たるイ

ンド政庁(イ ギリス植民地政府)を 率いることとなったのである。 別の見方をすれば,「 現地の

宗教 ・社会」 と 「近代の国家 ・市場」を二分する植民地的差異の原則は,こ のときに公式の政

策となったともいえよう。現地社会の信仰や慣習には不干渉政策をとる一方で,イ ンド支配を

支える官僚制48)および軍隊 と警察は再編 ・強化 され,厳 格な統治 と治安維持が推進 された。そ

の後1877年 には,イ ギ リス女王がイ ンド皇帝を兼任する英領イ ンド帝国が正式に成立 した。

〈グローバル化と社会変動〉

 こうした政治的な大変動を別に して も,19世 紀中葉 は,イ ン ド社会にとって決定的に重要

な時代の転換期であった。世界 とのつなが りにおける社会の変動の大 きな揺れのなかで,大 反

乱とその後の統治体制の再編が生 まれたといってもよいだろう。

 この時期の最大の変化 は,イ ンドの農村社会が,当 時の急激 に発展する世界経済に,よ り直

接的に リンクしたことであつた。 その背景には世界的な交通 ・通信革命があった。世界貿易の

運搬手段 は帆船か ら蒸気船へ と変わり,輸 送 コス トが大幅に下がった。 またスエズ運河の開通

(1869年)は イ ンドとヨーロッパの距離を大きく縮めた。イン ドの主要都市を結びっける電信

ネットワークが1855年 に完成 し,さ らにこれは1865年 にイギ リスとも結ばれた。インド内部

における鉄道建設 も,こ うした世界的な交通 ・通信革命の一環である。19世 紀後半に鉄道敷

設は急 ピッチで進み,イ ン ド各地が線路で結ばれていった。

 こ う した 交 通 ・通 信 革 命 の背 後 にあ った の は,イ ギ リス の 存 在 で あ った 。 イ ギ リス は,19

世 紀 中葉 か らヘ ゲ モ ニ ― 国 家(覇 権国)と して の地 位 を 固 め た。 っ ま り卓 越 した軍 事 力 と圧 倒

的 な経 済 力 で 世 界 規 模 の影 響 力 を 行使 し,「 ゲ ー ム の ル ― ル 」 を設 定 す る権 能 を握 った ので あ

る[秋 田2003a:2;平 田2000]。 そ の な か で イ ギ リス は,自 らの 公 式 ・非 公 式 の 「帝 国 」 を

打 ち立 て るだ け で な く [Gallagher and Robinson 1953],世 界 的 な 自由 貿 易 体 制 を 支 え る
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「国 際 公 共 財 」(「 グローバル公共財 」)を 提 供 した[秋 田2003a:6;オ ブ ラ イ エ ン2002;Kaul,

Grunberg, and Stern 1999]。 具 体 的 に は 自 由貿 易 原 理,資 金 決 済 の た め の 国 際 金 本 位 制,安

全 保 障 体 制,鉄 道 ・蒸 気 船 とい う輸 送 手 段,電 信 ネ ッ トワ ー ク と国 際 郵 便 と い う通 信 手 段 な ど

で あ る 。 交 通 ・通 信 革 命 は,こ う した 国 際 公 共 財 の整 備 過 程 の 一 環 と して 実 現 した の で あ っ た 。

 かか るヘゲモニー国家としてのイギ リスの影響力が世界を覆い,自 由主義的な世界経済 ・交

易が進展 し,世 界各地がより緊密に結び付 けられていくなかで,イ ン ドの農村社会においては

農業の商業化(農 民が自家消費や近隣の定期市で売るためではなく,遠 方の市場で売ることを目的に農

業生産を行 うようになること)が 促進 され,地 域社会は新たなダイナ ミズムを迎えることとなる。

グローバル化の時代である。

 た だ し19世 紀 後 半 に お け る世 界 経 済 の 発 達 は,必 ず し も ヨ ー ロ ッパ を 中 心 と して 他 地 域 が

従 属 す る構 造 の み を作 り 出 した わ け で は な い。 いわ ゆ る従 属 理 論 は,周 辺 の発 展 途 上 国 は 中心

た る先 進 国 との 貿 易 関 係 に お い て 自立 性 が な く先 進 国 の 経 済 的 繁 栄 に奉 仕 さ せ られ る存 在 とな

る た め,必 然 的 に 「低 開 発 の 発 展 」(development of underdevelopment)が 起 こる と論 じた

[Frank 20oO;Frank 1967コ 。 ま た ウ ォー ラ ー ス テイ ン も ヨ ― ロ ッパ 中 心 の世 界 シス テ ム の な

か で 半 周 辺 ・周 辺 の 地 域 が 従 属 的 な 分 業 体 制 に お か れ る と 論 じて い る[Wallerstein 1974,

1980,1989]。 こ れ に対 して 杉 原 薫 は,ア ジ ア に対 す る ウ ェ ス タ ンイ ンパ ク トを重 視 しな が ら

も,19世 紀 後 半 か ら20世 紀 初 頭 にか け て は世 界 経 済 の な か に お い て ア ジ ア間 貿 易 が 顕 著 な発

展 を遂 げ,か か る ア ジ ア間 貿 易 が 「世 界 シス テム か ら相 対 的 自立 性 を 獲 得 」 した こ とを 指 摘 し

た[杉 原1996a:強 調 は原 文]49)。

 植 民 地 化 か ら19世 紀 半 ば ま で の イ ン ド社 会 の変 容 は,イ ギ リス の植 民 地 主 義 とイ ン ド固 有

の発 展 の 論 理 と の 衝 突 と妥 協 の 相 互 作 用 の過 程 と して 理 解 で き る もの で あ る(申 里1998)。 し

か し19世 紀 中 葉 以 降 の イ ン ド社 会 の 変 化 は,ヘ ゲ モ ニ ー国 家 イ ギ リス を 中 心 とす る世 界 秩 序

の再 編 に 加 え て,日 本 ・中 国 ・東 南 ア ジア な ど の ア ジ ア諸 国 との 交 易 の 広 が り と い う コ ンテ ク

ス トの な か で 理 解 さ れ ね ば な らな い[杉 原1996,秋 田2003,籠 谷20oO,2003, Markovits 2000

Po)。 別 の 言 い方 を す れ ば 「陸 の帝 国 」 た る農 村 イ ン ドの 変 容 は,「 海 の 帝 国 」 た る ア ジ ア交 易

ネ ッ トワ ー ク (金融 ・情報 ・モノ ・人の動 き)と の関 係 に お い て初 め て理 解 で き る ので あ る [白

石2000]51)。

 イ ン ドに お い て は,鉄 道 や 灌 漑 な どの イ ン フ ラ整 備 の た め の投 資 が進 み,イ ギ リスか ら資 本

が 流 れ て くる よ うに な っ た。 イ ン ドは デ フ レ不 況 か ら脱 却 し,経 済 は活 性 化 した。1850年 か

ら第 一 次 世 界 大 戦 が 始 ま る ま で の 時 期 は,イ ン ドの 貿 易 額 が 大 き く増 大 した時 期 で あ る。1834

年 か ら1913年 ま で の 貿 易 額 は,年 間4-5%の 増大 率 を示 した[Roy 2006:61]。 こ の 時 期 の

イ ン ド経 済 を牽 引 した の は,綿 花 ・ジ ュ ー ト ・紅 茶 を 中 心 とす る農 作 物 の 輸 出 の伸 び で あ っ た。

1870年 か ら1914年 の あ い だ に農 業 に よ る実 質 所得 は33%増 大 して い る[Roy 2006:81]。 こ
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れがインド農村 にとっては,所 得の全体的な増加を意味 していたことは間違いない。

 しか し後 により詳 しく検討するように,植 民地的開発 と農業の商業化がイ ンド社会に与えた

影響は両義的な面 を含んでいた。 この時期は,地 域格差 と所得格差が拡大 しただけでな く,モ

ノや人や資金が活発に移動する一方で飢饉 と疾病が頻発 した時代で もあった[脇 村2002]。 こ

のなかで全体の所得だけではなく,さ まざまな地域のさまざまな階層の人々の生活の質とケイ

パ ビリティ(栄 養や健康や教育を含むさまざまな機能を選択利用できる 「潜在能力」)[Sen 1993,1999]

がいかに変容 したのかを検討す る必要があるだろう。

 ベイ リーや ウォシ=ブ ルクなどの再検討派の歴史学者 たちは,19世 紀中葉か らのイ ンド社

会の変化 を重視するが,こ の時代 に重要な社会変化があったとい う指摘 自体 は正 しい。 しか し

このことは,再 検討派が主張す るように,前 植民地期か ら19世 紀前半 にかけては連続的発展

があったということを直ちには意味しない。前節でみたように,植 民地初期 においても,支 配

体制および社会 システムを大 きく組み替えるような重大な社会変容が起 こっていたのであり,

19世 紀中葉 における変容 は,植 民地イン ドにおける二番 目の重大 な社会変化 として理解す る

べ きである。っまり植民地化 に伴 うイン ド社会の変容については,連 続か断絶かではなく,植

民地初期と19世 紀中葉 との二段階の変化があったと理解す るのが適切であろう[中 里1999]。

〈植民地的な財政と権力と知   帝国秩序と民族誌的国家〉

 19世 紀 後 半 の イ ギ リス政 府 は,統 治 対 象 で あ る現 地 社 会 を,非 常 に 注 意 深 く観 察 し分 析 し

た。19世 紀 前 半 に は,植 民 地 統 治 の た め の エ ネ ル ギ ー は主 に土 地 の測 量 査 定 に 注 が れ た の で

あ った が,19世 紀 後 半 か ら は む し ろ,イ ン ドの人 々 を さ ま ざ ま な集 団 に 分 類 し,数 え,描 写

す る とい う民 族 誌 的 ・統 計 的 な 現 地 社 会 の 把 握 に 向 け られ た。 ダ ー ク ス が い う 「民 族 誌 的 国

家 」(ethnographic state)の 誕 生 で あ る[Dirks 2005]。

 地租徴税国家か ら民族誌的国家へというイ ンド内政の方針転換の背景 には,1857年 の大反

乱を経て,高 い地租収人を獲得する植民地支配によって直接的な経済的利益を得 ることよりも,

植民地の人 々を知 り,帝 国支配に協力的で信頼できる人々とそうでない人を選別することに

よってイン ド植民地の治安を維持すること,ま たインド兵の協力を得なが らイギ リス帝国の全

体的な構造を支え続 けることにイギ リス政府の政策の焦点が移 ったことがある[Dirks 2005]。

 実 際,1809―10年 に は植 民 地 政 府 の歳 入 の うち推 定80―95%を 地 税 が 占 め て い た と い わ れ

るが,1855年 に は55.5%に,そ して1920―30年 に は20%に 下 落 した 。 代 わ り に1920年 代 に

は所 得 税 ・物 品 税 ・関 税 が 歳 入 の50%以 上 を 占め る よ う に な って い た[Roy 2006:317-321]。

他 方,イ ギ リス は世 界 の安 全 保 障 の た め に海 外 派 兵 を 拡 大 して い った が,そ れ を支 え た の は イ

ン ド兵 の存 在 で あ っ た[Bose 2006:Ch.4;秋 田2000;2003 b;2003 a;2003 c]。19世 紀 最 後

の4半 世 紀 に お い て,イ ン ド軍 は イ ギ リス 帝 国 の も と で ア フ ガ ン(1878-80年),エ ジ プ ト
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(1882年),ス ー ダ ン(1885-86年),エ ジ プ ト(1896年),シ ッキ ム(1888年),中 国(1895年,1900―

1901年),南 ア フ リカ(1899―1900年)へ と出 兵 したが,こ れ らの 費 用 の ほ とん ど は イ ン ド政 庁

が担 っ た の で あ った[長 崎1999:229]。 ま た イ ン ド政 庁 は イ ギ リス に対 して,本 国 費(イ ン

ド統治 の た めの費用)と イ ン ド負 債(イ ン ドで の支 出に かか るロ ン ドン起債 の債 権 の元利)の 支 払 い

の た め に 巨 額 の送 金 を行 つ て い た[長 崎1999:231-233,240・ 一・245;中 里1998:287-290]。

こ う した送 金 を可 能 に した の は イ ン ドか ら他 国 へ の第 一 次 産 品 の輸 出 に よ る黒 字 で あ っ た が,

イギ リス の 方 は これ で 自 らの 貿 易 赤 字 を埋 め た の で あ る。 これ が多 角 的貿 易 決 済 機 構 と呼 ば れ

る もの で あ り,イ ギ リス 帝 国 の 国 際 収 支 を支 え る仕 組 み で あ っ た[長 崎1999:231,244-245]。

19世 紀 後 半 か ら20世 紀 初 頭 に か けて イ ギ リスが 植 民 地 イ ン ドを 必 要 と した の は,イ ン ドか ら

の 収 入 に よ っ て帝 国 の経 済 を 支 え る と同 時 に イ ン ド軍 に よ って 「イ ギ リス に よ る平 和 」 を 維 持

す るた め で あ った 。 ま さ し くイ ン ドは イ ギ リス帝 国 に と って の 要 で あ り 「王 冠 の 宝 石 」 で

あ つ た。

 英 領 イ ン ド軍 に お い て は,帝 国 に 患 実 な る兵 を集 め る た め に,大 反 乱 の 際 に イ ギ リス側 に忠

実 で あ った パ ン ジ ャー ブ の シー ク教 徒 や ネパ ー ル の グ ル カ兵 を 「尚 武 の 民 」(martial races)と

カテ ゴ リー 付 け て優 先 的 に採 用 しつ つ,協 力 して反 乱 を 起 こ さ な い よ うに,イ ン ド兵 の 部 隊 を

カ ー ス トや 宗 教 別 に編 成 す る とい う分 割 統 治 策 を採 用 した[Arnold 1984;Omissi 1991,1994;

Streets 2GO4;藤 井2003:115-129]。 ま た イ ギ リス に 反 抗 的 な人 々 に っ い て は,法 的 に 「犯

罪 的 トライ ブ」(criminal・tribes)と 名 づ け て,厳 格 な 統 制 の 対 象 と し た[Arnold l984;

Radhakrishna 2001;藤 井2003:130-137コ51)。

 こ う した 人 口 分 類 の 背 景 に あ っ た の が,イ ン ド社 会 に っ い て の植 民 地 的 な 知 の 発 展 で あ る

[Cohn!968;藤 井2003:第3章]。 「イ ン ドの地 誌 を 作 成 しよ う とす る最 初 の 総 力 あ げ て の 試

み 」[Cohn l987:232]で あ る と評 価 さ れ るWalter Hamilton[1990(1820)]の 『ヒ ン ド ゥ

ス タ ンお よ び近 隣 諸 国 の 地 理 的 ・統 計 的 ・歴 史 的 描 写 』 は1820年 に 出版 され た。 そ の2年 後

の1822年 に は,オ リ ッサ の 本 格 的 な地 誌 で あ るA.Sterling[1904]の 『オ リ ッサ 本 ± ま た は

カ タ ック の(地 理 的 ・統 計的 ・歴史 的)描 写 』 が 出版 さ れ た 。 こ う した 初 期 の地 誌 を 皮 切 り と し

て,ig世 紀 半 ばか ら は,行 政 報 告,土 地 査 定 報 告,国 勢 調 査 報 告, rカ ― ス トと トラ イ ブ』 シ

リー ズが さ ま ざ まな 地 域 に つ い て多 数 出 版 され た[e.g. Sherri 1974;Ibbetson 1987;Crooke

lg74-1975;Risley 1891;Thurston 1987]。 これ らは,イ ン ド社 会 に対 す る知 的 か っ 実 践 的

な コ ン トロ ー ル を獲 得 し よ うと す る植 民 地 主 義 的 で オ リエ ンタ リス ト的 な 営 み の一 環 で あ る と

いえ よ う[Cohn 1987;Inden 1986,1990;Breckenridge and Veer 1993]。 サ イ ー ドが 指 摘 す

る と お り 「修 辞 的 に 言 え ば,オ リエ ン タ リズ ムは絶 対 的 に 解 剖 的 で 列 挙 的 で あ る○ そ の語 彙 を

用 い る こ と は,オ リエ ン トな る もの を 管 理 で き る部 分 に分 解 し描 写 す る営 み を な す こ と で あ

る」[Said 1978:72]Q
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 1871年 に は全 国 レベ ル の 国 勢 調 査 が 初 め て お こ なわ れ た が,そ こ に は イ ギ リス人 の 行 政 官

た ち が イ ン ド社 会 を 対 象 化 し分 類 し よ う とす る 「知=権 力 」 へ の 強 い 意 欲 が み て とれ る[cf.

Foucault 1978;1980;1991;Said 1978;1993]。 植 民 地 的 な 人 口 統 治 の 一 環 と して,イ ン ド人

は,人 種 と宗 教 お よ び カ ー ス トご と に分 類 さ れ数 え られ た[Carrol l978;Cohn 1987;Bayly

1988;Bayly 1999;Appadurai 1993;Dirks 2001;三 瀬2000;小 牧2003;藤 井2003コ 。 さ らに

1911年 の 国勢 調 査 で は,諸 カ ー ス ト集 団 は ヒエ ラル ヒー順 に並 べ られ て 発 表 さ れ た○

 宗 教 と カ ― ス トは,民 族 誌 的 国 家 の知=権i力 に と って イ ン ド的 な秩 序 を代 表 す る公式 の キ ー

ワ ー ドと な った 。 植 民 地 政 府 は人 々を 宗 教 と カ ー ス トに分 類 す る こ と に よ って,彼 らの ア イ デ

ンテ ィ テ ィ を集 団 所 属 へ と結 び つ け固定 化 した。 こ う した 分 類 は,植 民 地 支 配 者 が 被 支 配者 を

計 算 可 能 な 対 象(object)と し て コ ン ト ロ ー ル す る た め に 必 要 で あ っ た[Cohn 1987;

Appadurai 1993]。 宗 教 や カ ー ス トの成 員 を 数 え る こ とは,そ れ ぞ れ の 集 団 の あ い だ に は っ き

り と し た境 界 線 を 引 く こ と で あ り,あ る集 団 の内 部 は均 質 で あ る こ と を前 提 す る こと に よ って

可 能 に な る[藤 井2003コ 。

 イ ン ド社 会 の 人 口 を,宗 教 や カ ー ス トを単 位 と して 数 え られ る諸 範 疇 の 集 合 と して 把 握 し統

御 しよ う とす る植 民 地 行 政 の あ りか た は,結 果 と して イ ン ドの 人 々 の カ ー ス トや 宗 教 へ の帰 属

意 識 を 高 め 集 団 行 為 を 誘 発 す る こ と とな った [Dirks 2005]。19世 紀 後 半 か ら は,多 くの宗

教 ・宗 派 団 体[van der Veer 2001]や カ ース ト団 体[Carro11978]が 形 成 され,宗 教 や カ ー

ス トを単 位 と した 中 間 集 団 の活 動 が 活 発 化 した。

 宗教 ・宗派団体の政治的重要性は,1909年 のモーリー=ミ ント改革52)で宗教 コ ミュニテ ィ

別の議席配分に基づ く分離選挙制度が導入されてさらに高ま った。20世 紀初頭 には,ム ス リ

ム ・リーグ(ユ906年 設立)・ ヒン ドゥー大協会(1915年 設立)・民 族 奉 仕 団(RSS)

(1925年設立)の ような,帰 属宗教別の政治団体や社会運動団体が立て続 けに結成された。また

同 じ頃,復 古主義的 ヒンドゥー改革団体であるアー リヤ ・サマージ協会などが,ム ス リムに改

宗 した トライブ民や 「不可触民」の ヒンドゥーへの再改宗運動を展開 した53)。これには明らか

に集団成員の数に応 じた資源分配 の主張を行 う 「人口のポリティクス」が関わっている。失わ

れた共同性の復古 と自己アイデ ンティティ確立への希求心の少な くとも一端は,植 民地的な社

会編成の力学のなかで政治的に対立化 した宗教的帰属意識へと水路付けられ,宗 派主義的で他

者排他的な集団形成に向かったのだった。

 カース トという範躊を公式の枠組みとして用いようとする植民地政策に対応 して,イ ンド社

会側はカース ト団体(卿 飽a餉 の を形成 していった[Carrol l978]。 カース ト団体 とは,カ ー

ス ト的紐帯を基盤 として自発的に結成 されたアソシエーションであり,自 らの力一ス ト集団の

社会経済的な地位向上を目指す ものであった。それは,植 民地政府がカース ト別に社会的位置

づけや自治的権能や就職 ・教育の機会を与えたことに対す る,イ ン ド社会側か らの反応 ・対応
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として形成 されたといえよう。その活動のなかには,国 勢調査において公式に定められた自集

団のカース ト・ヒエラル ヒー上の位階を上昇 させるための陳情 も含まれていた。

 こうしてそれぞれの宗教やカース トは,は っきりとした境界 と属性をもつ集団として植民地

政府 によって同定 され,そ れに対応する形でイン ド人側 も自らの宗教やカ―ス トにもとつ く実

体的な集団形成を行 ったのである。イギ リス政府 は,イ ン ド社会の宗教や伝統的慣習に対 して

不干渉政策をとり,カ ース トに関す る事項 については 「カース ト自治」に任せた[小 谷1994;

小谷 ・吉村 ・栗屋1994;吉 村1994]。 これはリベラリズムの原則に基づいたものというよ りも,

明らかに,イ ンド社会の自律的な秩序形成作用を国家統治 に利用 しようとする意図に基づ くも

のであった。イン ド社会の民族誌的客体化 と自律的秩序形成作用を通 じた人口の統御 という政

策 は,実 際には不干渉 どころかインド社会に大 きな影響を及ぼ したのである[Dirks 2001]。

〈ジャガンナータ寺院と儀礼王の自律化〉

 植 民 地 期 後 期 の イ ギ リス植 民 地 政 府 に よ る現 地 の宗 教 ・慣 習 へ の 不 干 渉 の原 則 は,オ リ ッサ

にお け る寺 院 政 策 に も大 き な影 響 を 与 え た 。1817年 の パ イ コの 反 乱 後,反 乱 者 との 結 託 を 疑

わ れ た クル ダ ー王 で あ っ た が,そ の 後 の歴 史 的展 開 に お い て そ の地 位 は,低 下 す る こ と な く,

む しろ反 対 に強 化 さ れ る こ と とな っ た。 そ れ は,1840年 代 頃 か ら植 民 地 政 府 が,社 会 ・宗 教

領 域 を イ ン ド人 に 任 せ る と い う不 干 渉 政 策 を,ジ ャ ガ ン ナ ― タ寺 院 に も適 用 し始 め,1858年

の 政 策 転 換 後 に は,完 全 に独 立 の 財 政 権 を与 え る こ と に した か らで あ っ た。 そ の 背 景 と して は,

す で に19世 紀 の 前 半 か ら,イ ギ リス で キ リス ト教 勢 力(主 に福 音主 義 の宣教 師evangelists)を

中 心 と して,イ ギ リス植 民 地 政 府 は イ ン ドの 「偶 像 崇 拝 」 との 関 係 を 断 ち切 るべ き で あ る と い

う世 論 の 要 求 が 高 ま って い た こ とが 重 要 で あ る。 イ ギ リス植 民 地 政 府 は ジ ャ ガ ンナ ー タ寺 院 の

財 政 の 面 倒 を 見 て い た の で あ るが,当 寺 院 は 「偶 像 崇 拝 」 の 拠 点 と して イ ギ リス で も名 高 く

[Nair 1998;Laurie 2000;Patnaik and Patnaik 2003],キ リス ト教 勢 力 は そ う した 「邪 教 」

と イ ギ リス政 府 が 関 係 す る こ とを 嫌 つ た ので あ った[Kulke 1978;Mubayi 2005]。

 これは,国 家 と寺院(教 会)の 分離という政教分離の原則が,ジ ャガンナ―タ寺院行政にっ

いて も適用された ことを意味する。ただ しこうした政教分離主義の動 きは,し ば しば想定され

るように19世 紀的な科学的合理主義の徹底 によって起 こったのではな く,む しろ,キ リス ト

教勢力が国家政策に影響をあたえるほどの公共的なプ レゼンスを もったことによって生 じたの

であった。っま り,科 学的合理主義ではなく,キ リス ト教 という宗教の影響力が,ヒ ン ドゥー

寺院および神聖王を植民地国家から自律化させたのである。 これによって,ジ ャガ ンナータ寺

院とプ リー王は,植 民地国家およびキ リス ト教 とは区別 されるところの現地社会の文化 ・宗教

を代表するという,別 の形での公共的プ レゼンスをイン ドにおいて確立することとなった。 こ

れは特 に後のオ リヤ ・ナショナ リズムや反植民地的なバ トリオティズムの展開において大 きな
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意味を持っ こととなる。19世 紀の世界において,政 教分離主義 と宗教の公共性 は対立 したの

ではなく,む しろ相互影響的 ・相互補完的な形で成立 したのである[van der Veer 2001]54)。

 1843年 に は,イ ギ リス東 イ ン ド会 社 か ら ジ ャガ ンナ ー タ寺 院 を 財 政 的 に 自 律 さ せ る動 きが

始 ま っ た。 この 年 に 植 民 地 当 局 は,ラ ハ ング郡 とチ ョウ ビス ク ン ド郡 お よ び レ ンバ イ郡 に点 在

す る ソ テ イ シ ・ハ ザ リ ・マ ハ ル(字 義 は 「二万七千 の領 土」)の 徴 税 権 を ジ ャ ガ ンナ ー タ寺 院 に返

却 した 。 こ れ は17,420ル ピー の歳 入 を 提 供 す る土 地 で,も と も と は マ ラ ー タ ー 政 府 に よ って

寺 院 に与 え られ た領 土 で あ っ た が,そ の 後,イ ギ リス 東 イ ン ド会 社 に よ って 没 収 され 管 理 さ れ

て い た もの で あ る。 さ ら に イ ン ド政 庁 は,「1858年 の証 書 」 に よ っ て歳 入16,827ル ピ ー の土 地

の徴 税 権 を,ま た 「1863年 の贈 与 の 証 書 」 に よ って 歳 入6,804ル ビ― の土 地 の 徴 税 権 を,国 家

直轄 地 か ら寺 院 に付 与 した 。 こ れ らの 土 地 は,エ コ ラ ジ ャ ト ・マ ハ ル(“ekharajat” はア ラ ビァ

語起 源で歳 出の意味)と 呼 ばれ た。 エ コ ラ ジ ャ ト ・マハ ル は,タ ポ ン ゴ郡 に あ る全 て の村 落 と ラ

メ ス ウ ォル 郡 の34村(後 に は73村 に分割 され た)の 合 計i56村,67,520エ ー カ ー に よ って構 成

され た(地 図1を 参 照)56)。 ソ テ イ シ ・ハ ザ リ ・マハ ル と エ コ ラ ジ ャ ト ・マ ハ ル は,ジ ャ ガ ン

ナ ― タ寺 院 の 自律 的 な財 政 基 盤 を 支 え る こと とな った の で あ る。

 1863年 の証書には,次 のような記述がある。「上記の領土の譲渡後,(イ ンド)政 庁は直接的

であれ,間 接的であれ,ジ ャガンナ―夕寺院の役人 ・管理 ・歳入などと一切関係を絶っ。 クル

ダー王が院長 として寺院の歳入 と行政に関 して一切の責任を持っこと」57)。っ まり植民地政府

とジャガ ンナータ寺院のあいだの経済的 ・行政的関係 は一切断ち切 られ,ク ルダー王(プ リー

王)が 院長 として,寺 院および寺院の土地にっいて経済的 ・行政的に独立 した権限を享受する

ことになったのである58)。

 植民地支配下のプ リー王権 は,ソ テイシ ・ハザ リ・マハルとエコラジャ ト・マハルの徴税権

を得ることによって財政的にサポー トされただけではな く,王 権の宗教 ・儀礼的営みを存続 さ

せる領土的基盤 を獲得 した。逆説的ではあるが,国 家 と寺院の分離 とい う政教分離の原則 に

よって,プ リー王は寺院の院長として実質上の領土を与えられ,そ の儀礼王と しての地位を強

化 したのであった。 しか し同時に,植 民地化の過程のなかで,王 の権能は新 しく境界付けられ

た宗教 ・儀礼領域のなかに限定されるようになったことも注意 しておく必要がある59)。

 エコラジャト・マハルという新 しい植民地的王±においては,王 の後援の下で儀礼が盛大に

おこなわれるようになった。 マニ トリ城塞はエコラジャト・マハルの一部 とな ったことにより,

王やその役人たちをパ トロンとしてラーマチ ャンディー女神祭祀が活発におこなわれるように

なった。そ こにおいて信愛主義やバ トリオティズム,な らびに全体への奉仕 という供犠的倫理

の諸側面 は,政 治経済領域か ら排他的に区別された社会文化領域において,維 持 されるように

なったのである。

ジ ャガ ンナ ― 夕神 との 関 係 を 強 化 した プ リー王 は,オ リ ッサ の ガ ジ ャパ テ ィ大 王 と して の地
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地 図1 エ コ ラ ジ ャ ト ・マ ハ ル(資 料:Maddox Report)

位 を維 持 した か の よ うに み え る が,実 際 の と ころ,植 民 地 支 配 下 の プ リー王 権 の あ り方 は,政

治 的 支配 権 を欠 い た儀 礼 的 王 権 の誕 生 を示 す もの で あ った。 植 民 地 的 近 代 にお いて,合 理 的 国

家 と宗 教 的社 会 の2つ の領 域 は 区分 され,プ リー王 と ジ ャガ ンナ ― 夕寺 院 は宗 教 的 社 会 の 領 域

に お け る プ レゼ ンス を公 的 に保 証 さ れ た ので あ っ た。 こ う した状 況 の なか で,ガ ジ ャパ テ ィ王

の 神 聖 化 ・儀 礼 化 は さ らに 進 む こ と と な る。 プ リー 王 は植 民 地 期 に 「歩 く ヴ ィ シ ュ ヌ神 」

(calanti Vi§pu)と ま で呼 ば れ るよ うに な った [Kulke 1978]。 さ らに プ リ―王 は,ジ ャガ ン

ナ ー タ寺 院 に お け る 自 らの 儀 礼 的 権 能 を政 治 的 に最 大 限 に利 用 し,寺 院 で の 特 権 を オ リ ッサ の

(元)諸 王 に 戦 略 的 に分 与 す る こ と に よ っ て,宗 教 的 社 会 に お け る 自 らの権 威 を高 め よ う と し

た[Kuike 1993]。

〈農業の商業化と地域社会の変容   学説史的検討〉

 19世 紀後半から20世 紀初頭までにおいて,農 業の商業化はインド農村にどのような影響を

及ぼ したのだろうか。

古い通説的見解では,農 業の商業化と共に階層分解が起こり,土 地所有が富農や商人 ・金貸

しに集中する一方で,多 くの耕作者が負債によって土地を失い農業労働者に転落 したと考えら
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れ て きた[Patel 1952;Kumar 1968]。 こ う した見 方 は,収 奪 的 で 破 壊 的 な 植 民 地 体 制 の 側 面

を 強 調 す るR.C.ダ ッ トに代 表 さ れ る民 族 主 義 的 な古 典 的 見 解 を,大 き な流 れ と して 引 き継 ぐ

もの で あ る[Dutt 1969]60)。

 これ に 対 して1970年 代 に お い て は,そ れ まで の見 方 の見 直 しが 盛 ん に 行 わ れ る よ う に な っ

た。 ダ ル マ ・ク マ ― ル は,土 地 所 有 の 不 平 等 は,イ ン ド農 村 に お い て 前 植 民 地 期 か ら存 在 した

もの で あ り,19世 紀 に 進 展 した とは言 え ず,農 業 労 働 者 の 比 率 も増 大 して は い な い と主 張 し

た [Kumar 1975]。 ま た ライ た ち も農 村 構 造 に は 「継 続 の ダ イ ナ ミク ス」 が 働 いて い た と主

張 す る[Ray and Ray 1973]。 さ らに1885年 か ら1947年 に か けて は 「非 農 民 化 の 過 程 」(pro―

cess of depeasantization)が あ っ た と い うB. B.チ ョウ ドゥ リで さ え,そ れ は 「農 民 経 済 の基 本

的 な 構 造 に変 化 を 及 ぼ さ な か った 」 と論 ず る [Chaudhuri 1975:164―5;quoted in Bose

1993:98]。 よ り近 年 に お い て も シュ ミ ッ ト ・グハ や トム リ ンソ ン ら は,農 村 階 層 構 造 は19世

紀 を 通 じて 質 的 に 変 化 しな か った とい う見 解 を示 して い る [Guha l985:196;Tomlinson

1993;66]。

 資本主義の浸透に伴い共同体的な農村が崩壊 して階層分解するといったような古い通説的な

イメージは,現 在ほぼ完全に否定 されている。そもそ も前植民地期のイン ド農村社会 にも階層

性 と市場性が同時にあったことは間違いない。 しかし植民地期 において農村の構造に質的な変

化がなかったという結論を出すのにも問題がありそうだ。

 柳澤悠[1991]は,緻 密なデータ分析を通 じて,19世 紀中葉から20世 紀初頭のタミル地方

においては,2つ の変動が同時に進行 したと主張する。第一の変化は,高 カース トの土地所有

が減少 しいわゆる不可触民などの低カース トが零細地片を入手するようになつたことである。

第二の変化は,大 土地所有者の成長と小農の負債の増大による農業労働者への没落である。後

者は現象的には通説的見解に沿 うものであるが,こ れが前者の変化 と同時に進行 したことか ら,

全体 としては2つ の動 きが相殺 されて顕著な変化がなかったように見えるのだと柳澤は説明す

る61)。柳澤は,こ れまでの議論において十分には注目されて こなか った第一の変化,す なわち

下層民の自立への動 きの重要性を強調する。第一の変化が可能にな ったのは,柳 澤によると,

農業生産の集約化,下 層民の出稼ぎ,高 カース トの都市移住 という要因があったか らである。

19世 紀の タミル地方においては,水 路灌漑および井戸灌漑 により灌漑地面積が増大 したこと

によって,二 毛(期)作 が盛んとなり,肥 料使用 も増えた。 こうした集約化によって大規模経

営の優位性 は低下 し,生 産者の農業への積極的な関与がより必要 とされるようになった。一方,

土地所有者の高力―ス トは都市移住により農業への関心を弱あていった。さ らに出稼 ぎが広が

るなかで,労 働者の流動性が高まり,下 層民の自立的意識が高 まった結果,農 業における雇用

労働力の確保が困難 にな った。 このなかで土地所有者 は自分の土地 を下層民の小規模小作経営

に委ねたり,土 地を売却 したりしたのであった[柳 澤1991:158;柳 澤1994:233-237]。
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 柳澤の研究 は高いレベルの実証に支え られてお り,タ ミル地方において こうした状況があっ

たことにっ いて疑いの余地はない。ただ し当然ではあるが,こ こに描かれたような状況はただ

ちにイ ンドの他地域 に一般化できるものでもない。論理的に考えて も,農 業集約化 と移住の機

会が生態的 ・地理的に限定されていた地域においては,第 一の変化を支える条件が成立 しない

のであり,そ の場合 は自ず と第二の変化の側面がより表面化することになるだろう。農業の商

業化に必要な資本 と土地 と労働力の確保.使 用のあり方は,そ の地域によって歴史的に規定 さ

れた社会政治関係や利用可能な資源,そ して技術力に依存 している。 ロッブが指摘す るとおり,

「生産様式 は特定の文化的 ・技術的要因のなかで進展す るので,い わゆる商業化のあ りよ うは

場合 ごとに異なる」 のだ[Robb 1992:109]○

 農業の商業化のあ り方を検討す るにあたっては,対 象地域の生態 ・地理 ・技術 ・作物 ・社会

関係などの要素を視野に入れる必要がある。植民地後期のインド農村の変容 にっいては,地 域

(と時代)に よってまちまちの姿が研究者によって伝え られている。特に農業の商業化による階

層格差 の広 が りおよ び下層民の窮乏 化あ るいは自立 化の程度   いわ ゆる 「非 農民化」

(depeasantization)を め ぐる論争 も含めて   にっいては容易に一般化で きない。 こうした

地域的なバ リエー ションを説明するうえで も,そ れぞれの所与の条件を視野に入れて考察する

ことが必要である。

〈階層構造と社会変動〉

 オ リ ッサ ・クル ダ ー の 農 村 に お け る植 民 地 期 の社 会 変 動 に つ いて,ゴ ロ ・マ ニ ト リ村 を 中 心

に検 討 して み よ う。

 ま ず オ リ ッサ に お い て も,い わ ゆ る農 業 の 商 業 化 が 広 範 に 見 られ た こ と は 聞 違 い な い。 オ

リッ サ に お い て は,19世 紀 中 葉 か らの 農 産 物 市 場 ・交 易 の 進 展 に よ り,米 な ど の 余 剰 作 物 が

後 背 地 か ら都 市 部 に流 れ,さ らに海 路 を っ う じて 他 地 域 に 輸 出 さ れ た62)。19世 紀 後 半 に は,

穀 物 の 商 品 化 の進 展 に よ り米 穀 の価 格 が 上 昇 した63)。 イ ン ド全 体 で も19世 紀 中 葉 か ら1920年

に至 る ま で,農 産 物 の価 格 は お お よ そ 一 貫 して上 昇 して い る。 そ の 一 方 で そ の 間,生 産 コ ス ト

はほ とん ど上 が らな か っ た[Tomlinson 1993:61-2]。 これ が農 村 経 済 に利 益 を もた ら した

こ と は確 実 で あ る[Roy 2006:81]。

 こうした動 きの背景 として重要なのが,植 民地政府が土地に対する売買権iを導入 したことに

よって耕作地が商品化 したことである。クルダーで は,1836年 の査定 により耕作者に土地 の

所有権が与えられてか ら,耕 作地の売買は自然発生的にす ぐに行われるようになったのだが,

1874年 に植民地政府 も私的所有地の売買権iにっいて後追い的に正式認可 した64)。それは私的

で譲渡可能な所有物を法的に成立させ,土 地所有の流動性を促進す ることとなった。 これに

よって耕作地の市場価値は上昇 し,土 地取引件数 も大幅に増加 した65)。19世 紀末か らの地価

―31



人  文  学  報

上昇 と売買件数の増大は,オ リッサだけでな く全国的な現象であった[Roy 2006二145]。 土

地の売買権の設定 は,農 業の商業化およびその世界経済とのっながりの拡大を推進する,植 民

地政府の経済政策の一環であつたと理解できる[Stein 1992:17]。

 農村への資本主義の浸透によって,地 域社会にいかなる変化が起 こったのか にっいては,既

に触れたように議論が分かれるところである。商品化 された耕作地にっいて,古 い通説では金

貸 しや都市の富裕層が晴買 していたと考え られていたが,そ れは事実と異なる。耕作地の売買

は,農 村社会内で行われたようである。また土地についての権利(耕 作権 ・所有権)の 移転は,

年間,全 地価の1-2%だ った らしい[Roy 2006:145-146]66)。 ただ しこれを多いと見るか少

ないと見 るかは解釈 によるだろう。売買による土地所有者の変動が急激 なものではなかった こ

とは確認できるが,こ の割合で数十年にわたって売買がなされたのな らば,か なりの量の土地

の所有者が変わ ったはずである。

 T.ロ イは,一 般的に言 って植民地期 に土地所有の不平等が進展 したとはいえないと結論付

ける [Roy 2006二155]。 しか しゴロ ・マニ トリ村 における資源分配の歴史を検討すると,ま

ず指摘 しておかなければな らないのは  制度が異 なるため単純な比較 は難 しいが  不

平等 は,18世 紀(1776―1777年)と 比べて19世 紀前半(1829年)の 植民地前期 に広がったと言

えそうなことである(表19,21,22を 比べよ)。18世 紀において も資源分配に大 きな不平等があ

ることは明 らかだが,下 層民世帯 も零細地片(正 確に言うと職分権の土地分)を 所有 していた

(表19)。 しか し1829年 においては38%も の世帯が水田を もたない土地無 し層 に没落 している

のが目を惹 く(表4)。 ただ し畑地(綿 畑)を 計算に入れると,土 地無 し層の割合は15.79%に

下がる。 これに対 して,1993年 においては,土 地無 し層は23.89%で ある。19世 紀前半から

2o世 紀末までに土地所有上の不平等が進展 したといえるか どうかは微妙である。水田だけを

考えると土地無 し層 の割合 はむ しろ減少 しているのであるが,畑 地 も計算 に入れると増大 して

いる。 不平等の程度はあま り変わらなかったと言 ってもよいか もしれない。 なお19世 紀中葉

よりクルダーにおいて畑地(綿 畑)は ほぼ消滅 している。

 従来の議論 においては,デ ータの入手可能性の問題 もあり,植 民地期内において土地所有の

不平等が拡大 したかどうかが議論の焦点 となっていたが,植 民地支配の影響全体を評価するた

めには植民地化以前 の時期をも視野に入れて議論する必要があるだろう。 ゴロ ・マニ トリ村で

19世 紀前半において不平等が拡大 したのは,!8世 紀の前植民地期には耕作権や様々な取 り分

権など一片の±地の上に重層的に存在 していた諸権利が,土 地私有制 によって一人の土地所有

者 に集中された結果であろう。 その帰結 として,少 なくとも法的には土地(の 生産物)に 対す

る権利を剥奪された多 くの世帯がある。っまりこれは制度変容 による不平等の拡大である。

 19世 紀前半以降を全体 として考えた場合,植 民地期を通 じて土地所有の不平等が進展 した

とは言えないという先ほどのロイの指摘は,基 本的にゴロ ・マニ トリ村 にもあてはまると言 っ
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て よ い か も しれ な い [Roy 2006:155]。 た だ し土 地 所 有 上 の 不 平 等 が 進 展 しな か っ た と い う

こ と は,ロ イ 自身 も指 摘 す る とお り,土 地 所 有 のパ タ ー ンに変 化 が な か った こ とを 意 味 す る わ

けで は な く,ま た収 人 に お け る 不 平 等 が 拡 大 しな か っ た と い う こ と を 意 味 す る わ け で も な い

[Roy 2006:156]Q

 ゴ ロ ・マ ニ ト リ村 につ い て,1829年 か ら1911年 の 間 の カ ー ス ト別 の 土 地 所 有 状 況 の 変 化 を

み る と(表1),油 屋(877.22%),漁 師(753.46%),壺 屋(357.97%),菓 子 屋(184.33%),牛 飼 い

(174.18%),バ ラモ ン(1,261―67%)な ど の所 有 地 が 大 き く増 加 した こ と が分 か る。 バ ラモ ンの 所

有 地 の増 大 は も っ ぱ ら制 度 上 の変 化(そ れまで神の名で登録 され ていた土地 が管財 人で あるバ ラモ ン

の名 に おいて登録 され るよ うにな った)に よ る もの で あ り,そ の 他 の所 有 地 を 拡 大 した集 団 は商 業

に従 事 して い た カ ー ス トで あ る こ とが わ か る○ これ らの集 団 は農 業 の 商 業 化 に よ って利 益 を得

て,土 地 を 取 得 した と考 え られ る。

 農業の商業化 によって富を成 した もののなかには,新 興富裕層を形成するもの も出てきた。

新興富裕層の経済的地位が上昇すると同時に,時 代の変化に乗 り遅れた伝統的支配層の経済的

地位 は下落 した。 コンダ ヨト・カ―ス トの土地所有率は,1828-1830年 か ら1911年 の間に

59.49%か ら42.92%ま で低下 している(表1参 照)。旧支配層の土地所有が漸減す るという現

象 はイン ド全体でみ られるものであ り [Roy 2006:156],こ れは植民地時代前半において一

旦 は固定化 された階層構造が,植 民地後期に揺 らいでいったことを示す ものである。

 マ ニ ト リ城 塞 郷 に お い て は,新 興 富 裕 層 は,経 済 的 地 位 の変 化 を受 けて 古 い ロー カル ェ リ―

トに代 わ って 植 民 地 政 府 の 徴 税 官 の地 位 に就 くよ うに な っ た。 植 民 地 初 期 の ゴ ロ ・マ ニ ト リ村

で 徴 税 宮 を 務 め た の は,首 長 ・勘 定 役 ・国 家 書 記 ・在 地 書 記 と い う王 権 時 代 の 役 職 者 世 帯 で

あ っ た。 勘 定 役 と国 家 書 記,お よ び 在 地 書 記 とで合 計57エ ー カ ー の 給 与 地 を 所 有 して い た が,

1878年 ご ろ に彼 らは 役 職 を 剥 奪 され て い る。 徴 税 金 を き ち ん と納 め な か っ た た め と伝 え られ

る。 これ に 関 連 して,ゴ ロ ・マ ニ ト リ村 にお け る書 記 カ ー ス トの所 有 地 は,1828 一 1830年 か

ら1911年 の 間 に6.23%か ら0―35%に 減 少 した 俵1参 照)。 旧 ロ ー カ ル エ リー トの没 落 の 事 例

で あ る 。 首 長 世 帯 は,徴 税 官 と して47.828エ ー カ ー の 給 与 地 を 所 有 し 旧家 の ロ ー カ ル ・ リ ッ

チ と して 旺 盛 を 誇 って い た が,1929年 に徴 税 官 の 役 職 と土 地 を 剥 奪 さ れ た 。 こ ち ら は あ ま り

の権 勢 振 り に王 の 不 興 を 買 っ た と伝 え られ て い る。 首 長 の 家 族 は そ の後 イ ギ リス に移 住 し た。

 この頃のクルダーにおいて,徴 税官の空きポス トは競売 によって売 られるようになった。そ

こで新 しく徴税官の役職を獲得 したのは,商 業化の波に乗 ることに成功 した新興富裕層たちで

あった。 ゴロ ・マニ トリ村の徴税官の役職を競売で購入 したのは,新 興富裕層の書記カース ト

5人,コ ンダヨト2人,菓 子屋1人,油 屋1人 であった。彼 ら新興富裕層 は,徴 税官の役職 を

獲得す ることによ り,そ の手当てとして給与地のほか徴税金の約20%を 受 け取 り,さ らに

ラーマチャンディ―女神祭祀における特権を含む地域社会での社会 ・儀礼的権威をも獲得 した
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のである。なお地域社会の富裕層や支配層にたい して経済的特権を与えた り役人 としての地位

を与えたりすることは,植 民地政府の政策 として しば しば行われたことであった[Stein 1992:

17]。富裕層や支配層 は植民地政府とのっなが りをもつことによ って地域社会での権威を高め,

一方,植 民地政府 は彼 らを取 り込むことによって地域社会への影響力を持 とうとしたのであっ

た [Yang 1989]。 ただ しジャガンナ―夕寺院が徴税権をもつエコラジャ ト・マハルにおいて

徴税官を任命 したのは寺院の院長のプ リー王であった。 ここでは新興富裕層は,王 権 とのっな

が りを得ることによ つて,自 らの地域社会での儀礼的権威をも獲得 したのであった。

〈小農および下層民の 「非農民化」〉

 19世 紀 末 ま で に は,農 業 の 商 業 化 の 進 展 と と も に貨 幣 に よ る取 引 が 農 村 に浸 透 し,農 民 が

金 貸 し 吻a觴 勿)に 依 存 す る よ うに な っ た結 果,零 細 農 民 の 多 く は負 債 を 抱 え る こ と に な っ

た[Bose 1993:87]。 金 を 貸 した の は 町 の 金 貸 しで は な く,多 くの 場 合,地 域 社 会 の富 農 や 中

農 で あ っ た ら しい[Stein 1992:16;Bose 1986:5]。 負 債 を抱 え た零 細 農 民 は,耕 作 地 を富

農 な ど に売 り渡 す 場 合 もあ っ た が,引 き続 き耕 作 を行 って 借 金 を 返 し続 け る場 合 が よ り多 か っ

た。 あ る い は,土 地 所 有 権 を 渡 して分 益 小 作 人 とな り,引 き続 き同 じ土 地 で耕 作 を続 け る場 合

も多 数 あ った と い う。 た だ しそ の 場合,土 地 所 有 者 に渡 す 生 産 物 の割 合 は よ り高 くな らざ る を

え な か っ た[Prakash l992 b:23;Chaudhuri 1975]67)。 いず れ に せ よ農 民 の 小 規 模 所 有 の体

制 は,商 業 化 に よ って も崩 壊 させ られ る こ と な く維 持 され た資 金 の貸 付 は,余 剰 収 奪 の 周 到 な

メ カ ニ ズ ム と して機 能 した 。 そ れ は単 な る搾 取 で は な く,商 業 的 農 業 を 農 民 の あ い だ に 育 て そ

こか ら収 奪 す る仕 組 み で あ っ た。 こ う した 仕 組 み の成 立 は,イ ン ド農 村 が 世 界 的 な資 本 主 義 と

結 び っ く過 程 で もあ っ た[Bose 1993;also see Bose 1986:chs 4&5;prakash lgg2 b:

23]。 っ ま り植 民 地 イ ン ドに お け る 「非 農 民 化 」 は,農 民 が 土 地 を 失 って い く過 程 で あ るよ り

も,む しろ 借 金 や小 作 料 を通 じて 小 農 が 商 業 世 界 に取 り込 まれ て い くプ ロ セ ス で あ った とい え

よ う [Prakash 1992 b:23;Bose l986:chs 4 arld 5]。

 この な か で,た とえ ば柳 澤[1991]の 調 査 地 で あ る南 イ ン ド 「湿 潤 」 地 域 に お け る よ うに,

灌 漑 が 発 展 して 農 業 の 集 約 化 に成 功 した場 所 で は,商 業化 に伴 う小 農 や下 層 民 の 自立 化 の傾 向

が み られ る よ うで あ る68)。 自立 化 と は,市 場 経 済 に お いて 各 農 民 世 帯 が 自立 的 な プ レー ヤ ー と

して 利 益 を 追 求 す る こ と で あ る と理 解 で き よ う。 こ う した 農 民 の 自立 化 の 過 程 は,南 イ ン ド

「乾 燥 」 畑 作 地 帯 か ら も報 告 さ れ て い る[Robert 1983コ69)。 こ れ に 対 して,小 農 や 下 層 民 は富

農 との 支 配 ・従 属 関 係 に と り こ ま れ て い った との 報 告 も数 多 い [Washbrook 1976:73―7;

Banaji 1992;Mukherjee 1985:51―1o4;Bose 1986:30-31;Chaudhuri 1975;Guha 1985;

Prakash 1990 a:111-37;cf. Prakash 1992 b:25]。

農民の自立化 と従属化の2っ のベク トルは,複 雑に交差 していたと考えられる。富農や中農
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は市 場 経 済 で 自立 的 プ レ ー ヤ ー と して 行 為 す る際 に,し ば しば小 農 や 下 層 民 を 従 属 化 して利 用

しよ う と し た。 他 方,小 農 や下 層 民 は,自 らの 自立 化 の た め に そ う した 支 配 ・従 属 関係 に は抵

抗 しよ う と した の で あ っ た。 こ こ に お け る支 配 と抵 抗 の モ テ ィー フ は,地 域 ご とに さ ま ざ ま な

バ リエ ー シ ョ ンを 持 って 展 開 され た の で あ るが,そ の 具 体 的 な現 れ は地 域 ご と の所 与 の 生 態 ・

社 会 ・経 済 的 な 条 件 に よ って 大 き く異 な った よ うで あ る[Yang l989;Washbrook 1976:73-

77,90-93;柳 澤1991:第5章]。 ウ ォ シ ュ ブ ル ク は次 の よ う に言 う。 「19世 紀 後 半 に お け る資

本主 義 の さ らな る浸 透 が ど の よ う に生 産 手 段 と生 産 関 係 に 影 響 を与 え た か に つ いて は,『 分 配 』

の(し たが って,さ らに階級 の)あ り方 が重 要 で あ った。権 利 と資 源 の 既 存 の分 配 状 況,そ して そ

れ を 守 る能 力 の 有 無 が,資 本 が 『発 展 』 を もた らす 可 能 性 を構 成 した の で あ る」[Washbrook

1994:161]。 っ ま り そ れ ぞ れ の 階 層 の 支 配 と抵 抗 の 力 は,所 与 の 階 層 構 造 お よ び資 金 獲 得 可 能

性 そ して 開 拓 可 能 な土 地 の有 無 を 始 め,水 利 ・人 口構 成 ・社 会 慣 習 な ど の 様 々 な 条 件 に 応 じ,

そ れ に よ り自 立 と従 属 の ベ ク トル の働 き方 も多 様 に異 な っ た の で あ る。

 ゴロ ・マニ トリ村を見 る限 り,土 地無 し層の増大は商業化 にともなうプロレタリア化 による

ものではなく,植 民地前期の土地私有制の導入に伴って起 こつたものであ る(表19,21,22を

比べよ)。 その後,19世 紀中葉か らの農業の商業化に伴い,富 裕層 はすでに存在 していた土地

無 し層を安価な農業労働者 として使用することで利益を伸 ば した。 また このなかで商業機会

をよりよく利用することに成功 し新興富裕層として出現する層 も現れた。 しか し同時に,没 落

す る旧支配層 も多かった。農作物の市場売却により資本 を獲得する一方で安価な農業労働者

を利用 す る農業経 営 は,農 村起業 家 による事業 の重要 な部 分 を 占めて いた と思 われ る

[Tomlinson 1993:66]。 このなかで土地無 し層は富裕層の利用 と搾取の対象 となり,彼 らの

窮乏状態は多 くの場合固定化 されたのであった [cf. Mohapatra 1990:50;Pati 1993:14-

17]。

 土 地 無 しの 貧 民 は,年 季 契 約 の債 務 農 業 労 働 者(んa晦)と して 働 き,「 年 毎 に 雇 わ れ,物 納

の 日当 で 支 払 」 を 受 け た70)。 つ ま り1年 中拘 束 され な が ら,対 価 と して の労 賃 は,働 い た 分 の

み に対 して 穀 物 だ け しか も らえ な か った わ け で あ る71)。 ゴ ロ ・マ ニ ト リ村 に お い て,ソ オ ロ

(ト ラ イ ブ民)の 所 有 地 は,1828―30年 か ら1911年 に か け て,7.890エ ― カ ー か ら2.908エ ー

カ ー に 減 少 して い る72)。ま た,1828-30年 に は い わ ゆ る 不 可 触 民 と して は か な り多 くの 耕 作

地(24.32エ ー カー)を 有 して い た 掃 除 人 カ ー ス ト(バ リ)も,職 分 権 に基 づ く地 位 保 証 が な く

な り,被 差 別 的 位 置 づ け を 持 つ と い う不 利 な 条 件 の なか で他 の 村 人 と経 済 的 競 合 を せ ざ る を 得

な か っ た結 果,1911年 に は そ の 所 有 地 量 が半 減 す る(12.433エ ーカー)。 彼 らに は,土 地 持 ち の

高 カ ー ス トの 債 務 農 業 労 働 者 と して働 く以 外 に村 内 に留 ま るた め の選 択 肢 はな か った で あ ろ う。

これ に対 して 労 務 人 カ ー ス ト(バ ウ リ,い わ ゆる不可 触民)の 土 地 所 有 は,2.220エ ー カ ー か ら

6.718エ ー カ ― に増 大 して い る。 こ れ は 低 カ ー ス トで も商 業 化 の 時 代 に 経 済 状 況 が 改 善 で き た
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例として注目され る。

 19世 紀後半か ら20世 紀初頭にかけて,農 業の商業化の流れに乗 ることがで きた富裕層は,

土地無 し層を農業労働者と して雇用 したり,ま た借金や小作料を通 じて小農を従属的な立場に

おいたりして,農 業 ビジネスを展開 したようである。他方,小 農や下層民 も自らの零細経営の

拡大 に努めたことは間違 いな く,労 務人カース トのように所有地 を増大 させた例 も見 られる。

こうした農業 の商業化の過程をつ うじて,農 業労働者や小農の多 くが経済社会的に従属的な立

場に置かれていったのであった。 ロイは,「農村イ ンドにおいては,貸 付,商 業,不 平等,そ

して(経 済的)成 長のあいだには,正 の相関関係があつた」 と指摘す る[Roy 2006:166]。 経

済成長 とともに実質的な不平等も進展 していたと考えてよいだろう。経済成長率とは裏腹の,

この時期における高い死亡率によって も,こ れは推測される。

 ただしこうした資本主義の浸透によって,農 村社会の基本的な構造が変わ ったわけではなさ

そうである[Chaudhuri 1975]。 む しろ農業の商業化 は,植 民地初期において構築 された階層

構造 に変化を少 しずっ入れ込みなが ら,再 生産する方向に向か ったといえよう [Roy 2006:

154]。 つま り古 い通説的見解 とは異なり,資 本主義および農業の商業化は,共 同体を崩壊させ

たというよ りも,む しろ植民地初期に構策された支配 ・従属関係を強化 した場合がしば しばで

あ り,そ のなかで商業 に適性を持っ新興富裕層が支配的立場を築いて いったのである。 ピ―

ター ・ロッブが指摘す るごとく,「商業化 はこの(富 者と貧者の)相 互依存関係を増大 させた」

のであり,「 資本 は,農 業労働者を新たに従属させ土地を奪 ったのではな く,彼 らの奉仕状態

を強化 したのである」[Robb 1992:112,116,カ ッコ内は田辺 による補足]。

 柳澤(1996)は,植 民地期の南 インドにおいて,い わゆる不可触民などの下層民には新 しく

土地所有の機会が与 えられたため,耕 作地を得て自営農民 となる傾向がみ られたと論ず る。 し

か し植民地期のオ リッサ ・クルダー地方では,低 カース トの窮乏状態 は,例 外 は見 られるもの

の,多 くの場合む しろ固定化されたようである。 これは地域の生態 ・技術 ・社会 ・経済的な条

件の違いによるものであろう。 いずれにせよ,「 植民地支配」 や 「近代」が下層民にとって解

放的だったのかそれとも抑圧的だったのかというような二分法的な思考は避けなければならな

い。異なる コンテキス トではあるが,ラ タ ・マニが鋭 く指摘す るとお り,「植民地的近代は

噺 たな)諸 機会が生 じる構造をっ くりだ したと同時に,そ れ独 自の論理における差別と抑圧を

始めた」のであり[Mani l998:6]73),そ こにおける支配 と抵抗の諸相 は地域のコンテクス ト

に応 じてさまざまであった。

〈生態の変化と支配 ・従属構造の強化〉

 オ リッサにおいて低カース ト・下層民の状況は,植 民地化 と同時に進んだ自然破壊による生

態的変化によってもさらに悪化 した。 イギ リス植民地政府 は,植 民地初期の1830年 代か ら,

一36―



植 民地期 イ ン ド・オ リッサにお ける社会 変容(田 辺)

森林を耕作地と して開墾することを奨励 し,森 林の自由な使用を許 した。永久耕作地の開墾 に

よって課税地を増や して国家財政が潤 うことを狙 ったのである74)。しか し実際には,そ れよ り

も,む しろ森林の伐採 と他地域への材木 ・竹 ・薪の売却,そ して無制限な焼畑耕作の拡大が生

じることとなった。材木の売却は,言 うまでもなく,植 民地経済 とのっなが りのなかで材木の

商品価値が増大 した ことと関連 している。その結果1870年 代までに,ク ルダー地域の森林 は,

そのほとん どが失 われるという壊滅的な状況 になった75)。す ると1871年 に,今 度 は森林の回

復 という目的のため,焼 畑耕作が基本的に禁止 され ることになった76)。さらに1880年 には,

クルダ―の非査定地 の全てが保護森林としての指定を受 けて森林省の管轄 に置かれることとな

り,森 林 と荒蕪地の使用 には厳 しい限定が付 けられることとなった77)。

 土地を生産物毎に区分 した表5を 見 ると明 らかなように,1911年 のゴロ ・マニ トリ村 にお

いては,以 前まで焼畑で耕作されていたシコクビエはほとんどなくな り,棉 花に至 ってはゼロ

となっている。 クルダ―においては現在に至るまで,畑 は 「綿畑」(toild)の 名前で呼ばれて

いるのだが,18世 紀 においては,そ こで栽培 された棉花およびその生産物である綿糸 ・綿布

は農村経済の重要な一部をなしていたのである。また棉花の前年に焼畑で栽培 されていたシコ

クビエなどの雑穀 も,特 に低カース トや貧民の食料 として重要であつた。 ところがイギ リスの

工業化により,イ ンド社会 でいわゆる 「非工業化」が進展 して綿布産業 は衰えた78)。これ に

よって農民たちの副収入の一部がまちがいなく失われ,特 に低 カース トおよび女性は経済的な

打撃を受 けたのであ った。 尚,棉 花栽培が不要となったために,19世 紀後半以降には焼畑 自

体があまり用いられなくなったのである。

 19世 紀初頭のクルダ―地方において焼畑は,水 田所有の不平等を緩和す る作用 もあ った と

考え られる(表2,表3,表4,図1)。 低カース ト・貧民にとって焼畑で作 られる棉花 および

雑穀の経済的意義 は重要であった。 しか し,19世 紀後半には焼畑がほとんどなくなったため,

生きてい くためには水田耕作地での生産物に頼 らざるを得 なくなり,水 田地の所有上の不平等

が社会の支配 ・従属関係 に直接,反 映されることとなった。特に トライブ民のソオロやいわゆ

る不可触民の掃除人カース トは,森 林での採集狩猟や焼畑耕作 とい う生産手段を失い,債 務農

業労働者(宛a侮)と して土地所有者に従属する度合 いが強まったと考え られる79)。

〈新興富裕層と伝統的権威体系のすり合わせ〉

 19世 紀 後 半 に は,共 同 体 奉 仕 職 分 地 は私 的所 有 地 と され て い っ た。 これ は植 民 地 政 府 が,

実 際 に共 同 体 に対 す る奉 仕 を行 つて いな い奉 仕 者 の 職 分 地(舵 切 に つ いて,通 常 の課 税 地 の

扱 い で 彼 らの 所 有 地 と す る こ と を認 め た た め で あ る。 ク ル ダ ー地 域 全 体 の1836年 の 査 定 に お

いて501.585097エ ー カ ー 存 在 して い た 職 分 地 は80),1886年 の査 定 で は87.169エ ー カ ― に81),

さ らに1897-8年 の 査 定 で は60エ ー カ ー に 過 ぎな くな る82)。 しか も,そ れ らの 職 分 地 も当 代
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表2 ゴロ ・マ ニ トリ村 にお ける土地 所有パ タ― ン 水 田の み(1829～30年)
単位'世 帯数

表3 ゴ ロ 。マ ニ ト リ村 に お け る土 地 所 有 パ ター ン 水 田 と焼 畑 の合計(1829年 ～30)

                 単位 世帯数

エ ― カ ー 0 0〈 α≦1 1〈 α≦2 2<α ≦3 3〈 α≦4 4<α ≦6 6<α 合 言十
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表4 ゴ ロ ・マ ニ トリ村 に お け る 世帯 ご とo)i=地 所 有 パ タ― ン(1829～30年, 1993{卜)

  単位 二田帯数

エ ― カ ―

1829―30壬 手

水 田地 の み ∴幡∴鐺
2・ α≦3 3― α≦4 4<α ≦6  6<α

寸 『―1「二 丐 ― 「1・[「 ――
(10.53%)  (4.39%)  (8.770・6)  (18.420b) 簾一

蹴 鄲 専 噂 ・・9・←1婀 螺%・!蝣%・嘩 噪!
水【!l地のみ ―」―⊆塾 〔〕)(19.66(塑 婁堕1壟2」 」1_」

表5 ゴ ロ ・マ ニ ト リ村 に お け る⊥ 地 利 用(1911年) 単 位:エ ― カー

噺 颪[蘇 と珂 腿地・
地    住宅地

冢と裏庭   田――  龝 殳
          (焼畑)

綿花   野 菜畑  果樹園

(焼畑)

5796890

(100%)

4017180

(6930%)

901085

(1554%)

24206

(042%)

768005

(1325%)

 0721

(00124%)

 0

(0%)

3383

(038%)

82307

(913%)

出 典:エ コ ラ シ ャ ト ・マ ハ ルの 役 所 か ら収 集 した ヒ地 台 帳

単 位:工 ― 力 ―

4o.00%

35.00%

30―00%

25.00%

20―00%

15.00%

10―00%

5,00%

o.00%

 0   0<α ≦1  1<α ≦2 2<α ≦3 3〈α≦4 4〈α≦6   6

図1 1829―30年 と1993年 に お け る世 帯 ご と のE地 所 有 ハ タ一 ン(グ ラ フ)

限 りの 無 税地(加 碗ayα σαg捌 で あ り,次 代 が相 続 す る際 に は通 常 の耕 作 地 と して 登録 さ れ る

こ とに な って い た。 つ ま り20世 紀 初 頭 頃 まで に は,共 同 体 奉仕 職 分 地 伽'mは 全 て な くな る

こ と とな った の で あ る。 こ こに お い て奉 仕 力 ― ス トは共 同 体 へ の 奉仕 者 と して の 痕 跡 を ほ ぼ全

て捨 て 去 り,雇 い主 世 帯 との ジ ャ ジマ ー ニ ー的 交 換 関 係 が 新 しい伝 統 的 紐 帯 と して の 意 味 を帯

び る こ と とな った ので あ る。

 か くして植 民 地 後 期 に 至 る と,王 権 時 代 の 役 職 者や 職 能 カ ー ス ト ・奉 仕 力 ― ス トが 得 て いた

無 税 耕 作 地(ゴ 卿rあ るいは 鰡 の の 多 くは 姿 を消 す こ と とな った。 地 域 社 会 の 「伝 統 」 的 な地
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位 と役割(そ れも上記で見たように植民地初期に再編成されたものであったのだが)に 対応 した土地

制度 として残 ったのは,「 宗教」 的と分類された寄進地 と徴税官の給与地,お よび無税居住地

(mindha,〃z吻 の の諸制度のみとなったのである。 こうして植民地初期 には対応 していた土地

所有階層 と 「伝統的」権威構造 とは,植 民地後期において徐々に乖離 していく。新興富裕層の

台頭や旧支配階層の特権 の消滅により,経 済的地位 と伝統的役割に基づいた儀礼的地位との乖

離が進んだ。

 そこで解決が必要 とな った問題 は,い かに してこの社会変容 に対応 し秩序を維持するかで

あった。伝統的な権威 と新 しい権力者たちのあいだに生 じた矛盾を解消す ることが社会的に必

要 となったのである。植民地イ ンドにおいては,人 々が新 しく獲得 した富を権i威に転換する方

法 はいくっかあった。 ひとっは土地を購入 しザ ミンダ―ル(地 主)に なること,も うひとっは

教育を受 けて植民地政府のなかで地位を得ることであった。 エコラジャ ト・マハル(ジ ャガン

ナ―タ寺院に徴税権が与えられた土地)に おいては,新 興富裕層が,そ れまで首長.会 計役 ・書記

などの伝統的特権階層が 占めていた徴税官の地位を,競 売を通 じて購入することが許された。

これにより,獲 得 した富を ジャガンナータ寺院の役職 という特権的地位に変えることができる

ようになったのである。 こうして地域の名望家たる徴税官 という 「伝統」 は継続 し,新 興富裕

層の参入により地域社会の権威体制は新 しい経済的基盤を獲得 した。エコラジャ ト・マハル内

の共同体儀礼 は,植 民地支配下 において,儀 礼化 された王権 と新旧支配層のバ トロネージのも

と,新 たに構築された地位 ・特権 ・秩序のヒエラル ヒーを象徴す る機会 として盛大 に行われる

ようになった。 こうしたメカニズムを通 じて,農 業の商業化のなかでの社会経済的な変化は,

伝統化された階層構造と名誉と特権の体系へ と吸収 された。 これが19世 紀後半か ら20世 紀初

頭までに働いた 「継続のダイナ ミクス」[Ray and Ray l973]の 一っの側面であった。 ここ

において,「 伝統的社会構造の基本的性質を再生産させ る方向性を持っベク トルもまた,依 然

として機能 していた」 のであった[今 田2000:269]。 この時代には農業の商業化 にともなっ

て財を成 したものと没落 した ものとが明 らかに存在 したのだが,ク ルダーにおける植民地的な

寺院行政 と王権の存在は,そ れを伝統的な支配とヒエラル ヒーの体系へと翻訳 しなおす機能を

有 していたのである。

〈農業の商業化における機会と リスク〉

 19世 紀中葉か ら20世 紀初頭にかけての農業の商業化の時代は,一 方において社会経済的な

動態とモビリティの機会を促進 したことは間違いない。農民が直面 した リスクは高かったが,

農村経済全体 は窮乏化 したというよりもむ しろ緩やかな発展を遂げたというべ きであり,そ の

なかで経済的に潤 った世帯 も間違いなく存在 した。こうした農業経済の発展によって都市にお

ける中間層の発達 も支え られた。19世 紀後半は経済的にはあまり恵 まれなかったオ リッサの
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ような地方 において も,カ タックやバラソールなどの都市 において中間層が出現 した時代で

あった。

 ただ しクルダー地方のように農村の階層構造が強力な形で存在 し,し か も農業集約化 や移住

の機会が生態的 ・地理的な環境によって限 られていた地域   そ してそうした地域はイ ン ド

全体 において決 して少な くなかった  においては,農 業の商業化はむ しろ富農層 に対す る

下層民の従属と奉仕的立場を強化 したようである。 こうした地域では,植 民地期 において,下

層民が階層構造 自体を変えるほどの抵抗を為すことも可能ではなか った。 こうした地域 で下層

民が自立化を図 るには,資 源分配 に関わる階層構造を変え ることが必要であ ったのだが,そ れ

は農業の商業化 という力だけでは実現 しなかつた。 この地域で大きな変容 の力が階層構造 およ

び資源分配 に対 して加え られるのは,1990年 代に至 るまで待たな くてはな らなかったのだ。

変化は,市 場経済だ けではなく,政 治および社会の力が合わさることによ り初めて可能 となっ

たのである。

 さて19世 紀 後 半 か ら20世 紀 初 頭 の グ ロ ー バ リゼ ー シ ョ ン は一 般 的 に言 って イ ン ドに経 済 発

展 を もた ら した が,そ れ は地 域 格 差 ・所 得 格 差 を増 大 させ た だ け で な く,生 活 ・生 存 上 の さ ま

ざ ま な リス ク を民 衆 に もた ら した 。19世 紀 後 半 か ら20世 紀 前 半 に か け て は,イ ン ドに お い て

飢 饉 と疫 病 が 頻 発 した 時 期 で あ っ た。 この た め1871年 か ら1921年 の イ ン ドの 人 口 成 長 率 は

0.39%に 過 ぎ な い[Visaria and Visaria 1982:table 5.8]83)。 脇 村 孝 平[20G2]に よ る と,飢

饉 と疫 病 の多 発 は,農 村 の 下 層 民 に お け る食料 「エ ンタ イ トル メ ン ト」84)(特 定 の社 会的 ・制 度

的文脈 のなか であ る資 源 にア クセ スで きる 「権 原」)の 低 下 お よ び植 民 地 的 開 発 に と もな う 「疾 病 環

境 の悪 化 」(感 染 症 に罹患 す る可能 性を高め るような環境 の変化)と 密 接 に か か わ っ て い る。 植 民 地

的 開 発 の 時 代 に お い て モ ノ と人 と資 金 とが活 発 に動 く よ うに な り経 済 的 な 活 性 化 が 起 こ る一 方,

人 間 の 生 命 ・生 活 の 質[quality of life, Sen 1993]は 必 ず し も高 ま ら なか っ た の で あ る [脇

村2002]85)。

 この時期のオ リッサ ・クルダー地域における農村の下層民 にっいていえば,ケ イパ ビリテ ィ

(選択利用できるさまざまな機能)と いう次元で生活水準は明 らかに低下 したというべ きである。

農業労働者や小農や職人 は負債を抱えたままのその日暮 らしの状況であり,彼 らの生活上 のエ

ンタイ トルメン トは職分権体制 によってある程度の資源分配が保証 されていた18世 紀 と比べ

ても明 らか に悪化 していた。1866年 の旱魃 による大飢饉の際には,オ リッサ沿岸部 の人 口の

3分 の1に 当たる100万 人もの死者が出たとされている[脇 村2002:29]86)。
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V.植 民地期における差異 と同一性 の文化的ポ リティクス

〈オ リヤ ・ナ ショナリズムの台頭 と発展〉

 1866年 は,オ リ ッサ の 歴 史 に お い て 転 機 の 年 と な っ た。 こ の年 の 大 飢 饉 に よ って 植 民 地 国

家 の 無 力 さ や 冷 淡 さが 暴 露 され,ま た社 会 状 況 の 改善 の 必 要 性 も認 識 さ れ る よ うに な り,社 会

政 治 的 改 革 の動 きが 始 ま っ た の で あ る[Mohapatra 1990:48;Mishra 1979;Pattnaik 1980;

Mohanty 1982;杉 本2007:38―43]。

 同 年8月 に カ タ ック 印 刷 会 社(Cuttack Printing Company)が 設 立 され る と,急 遽 創 刊 さ れ

た週 刊 誌 ウ トコ ロ ・デ ィ ピカ(Utkala Dipika,「 オ リッサの光」)が 大 飢 饉 に っ い て 報 じた。 ま た

オ リヤ語 向 上 協 会(Utkala BhaSa Unnati Bidhayini Sabha)が11月 に 設 立 され た こ とを 始 め と

し,そ の 後,開 発 ・教 育 ・社 会 改 革 の た め の活 動 を促 進 す る有 志 の 市 民 団 体 が 数 多 く設 立 され

た87)。 こ う した 動 き はオ リ ッサ に お け る公共 圏 の 成 立 を示 す も の で あ り,中 間 層 に お け る近 代

オ リ ッサ 人 と して の 意 識 の あ らわ れ を示 す もので あ った[Dash 1978:364;杉 本2007:第2

章]88)。

 さらに同 じ時期には,学 校教育がオ リヤ語で行われ るべきか,ま たはベ ンガル語で行われる

べきかにっいての議論が盛んにな り,主 にオ リヤ知識人 とベ ンガル知識人の間に論争が起 き

た89)。論争の背景には,オ リヤ語圏内におけるベ ンガル人の支配的地位に対する憤りがあった。

植民地期においては,沿 岸部オ リッサに多 くのベ ンガル人地主が出現 した。 また行政や教育機

関において もベ ンガル人が優勢であったgo)。

 1866年 以降の社会的危機によって,ま たオ リッサ人 としてはベ ンガル人に対抗する意味で

自分 たちの集合的利益を守る必要が生 じた結果,オ リッサの知識人の間にはオ リッサ人 として

のアイデンティテ ィが芽生えた。それは言語問題を端緒 とし,オ リッサ地域の自治を求めるオ

リヤ ・ナショナ リズムにまで発展 した。オ リヤ語圏は,植 民地政府によってベ ンガル管区 ・マ

ドラス管区 ・中央管区に分断されていたので,オ リヤ語圏をひとっの行政体に統合 しようとす

る動 きが出てきたのである。

 これ らの市 民 団体 の活 動 は,1882年 に は カ タ ック の 「オ リ ッサ協 会 」(Utka!a Sabha)の 設

立 に 発 展 した[Mohapatra l990:91-92](杉 本2002:第 二章)91)。 さ ら に1903年 に は 「オ リ ッ

サ統 一 会 議 」(Utkala Sammilani)が 設 立 さ れ,オ リヤ ・ナ シ ョナ リズ ム の全 体 的 な組 織 化 の

始 ま り と な っ た [Mohapatra 1990:74;杉 本2007:第 三 章]。 オ リ ッサ統 一 会 議 は,そ の 後

1920年 ま で,オ リ ッサ の 自治 権 獲i得運 動 の 中心 的 組 織 と して そ の 活 動 を 展 開 した 。

 1903年 に イ ン ド政 庁 が ベ ンガ ル の分 割 を 提 案 す る と,そ れ に 反 対 す る イ ン ドの ナ シ ョナ リ

ズ ム 運 動 が,ベ ン ガ ル を 中 心 に 活 発 化 した。1905―1908年,反 分 割 運 動 は ス ワ デ ー シ運 動

(国産 品 愛用 運 動)に 発 展 した 。 ベ ンガ ル知 識 人 を 中 心 と す る そ の 運 動 に対 して,オ リヤ ・ナ
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シ ョナ リス トた ち は両 義 的 な態 度 を 示 した[Mohapatra 1990:111-114;杉 本2007:第 三 章]。

分 割 の 提 案 はオ リヤ 語 圏 の 融 合 に と って 有 利 な提 案 も含 ん で い た の で,オ リヤ ・ナ シ ョナ リス

トた ち は植 民 地 政 府 に よ る分 割 提 案 を 支 持 した 。 そ して これ に よ り,ベ ン ガ ル の ナ シ ョナ リス

トた ち と の協 力 は 不 可 能 に な った 。 そ の時 期 に は 国民 会 議 派 の 指 導 者 た ち の 要 請 が あ っ た に も

か か わ らず,オ リ ッサ協 会 とオ リ ッサ 統 一 会 議 は,国 民 会 議 派 との 公 的 な 関 係 を 結 ぶ こ と を拒

否 した 。 しか しそ の 一 方 で,反 植 民 地 感 情 や 国産 品愛 用,そ して 国 民 教 育 な ど の 側 面 に お い て

は,ス ワ デ ー シ運 動 に共 感 して い た。 こ の 頃 ま で に オ リヤ ・ナ シ ョナ リス トた ち は,ベ ン ガ ル

の イ ン ド ・ナ シ ョナ リス トた ち と反 植 民 地 意 識 を分 か ち合 う よ うに な って い た の だ が,オ リヤ

知 識 人 とベ ンガ ル 知 識 人 は,利 害 関 係 の違 い か らそ れ ぞ れ異 な る政 治 的 戦 略 を と っ た の で あ っ

た 。 そ う した な か20世 紀 初 頭 に植 民 地 政 府 と ベ ンガ ル の イ ン ド ・ナ シ ョ ナ リス トの 対 立 が 深

ま る と,オ リヤ ・ナ シ ョナ リス トは,ど ち らを 支 持 す る こ とが オ リ ッサ に と って よ り良 い の か

にっ い て の 選 択 が 困 難 な 立 場 にお か れ る こ とに な った 。 こ う した両 義 的 立 場 は,植 民 地 支 配 に

お いて も初 期 の イ ン ド ・ナ シ ョナ リズ ム に お い て も,オ リヤ 知 識 人 た ち が 周 辺 的 で 従 属 的 な地

位 に お か れ て い た こ とか ら生 じた ので あ った[杉 本2007コ 。

〈ナショナリズムの限界:反 植民地的立場の矛盾〉

 オ リ ッサ に お け る エ リ― ト層 に と って,植 民 地 化 に よ って もた ら さ れ た 進 歩 や 合 理 性 の 概 念

に基 づ い た公 共 圏 は,ナ シ ョナ リス ト的 な議 論 を 育 て る言 説 空 間 を 提 供 す る もの で あ っ た[杉

本2oO7:第 二 章]92)。 教 育 を受 け た エ リ― ト層 の場 合 は,植 民 地 主 義 の 教 導 的 な プ ロ ジ ェ ク ト

を通 じて 技 術 ・合 理 的 精 神 を ほ ぼ 内面 化 した が [Anderson 1991;Bhabha 1994;Pinney

1995,1997],そ う した世 界 観 は民 衆 の 間 で 一 般 的 に受 け入 れ られ た もの で は な か った 。

 植民地下において民衆は,二 重の意味で公共領域への参加を否定 されていた。まず,彼 らは

被植民地者 として国家政治へ参加する権利をもたず,さ らに高い教育を受けていなか ったため

にエ リー トによるナ ショナ リス ト運動にも十全には参加できなかった93)。それは植民地期 にお

ける価値的な分断構造の問題で もあった。っまり,公 共領域には主 として中産階級が参加す る

という階級構造の問題だけではなく94),近 代的合理性の言説空間と伝統的倫理のそれが相容れ

ないものであったのである。カヴィラ―ジは 「中産階級の領域 とサバルタン階級の言説 のあい

だには,隣 人的な コミュニケーション断絶状態があった」 と指摘するが[Kaviraj 1994:53],

これはオ リッサにおいてもあてはまる。

 これまで見て きたようにイギ リス植民地政府 は,試 行錯誤の後,国 家政治の領域 と現地社会

の領域を排他的に区別 した。国家政治については植民地政府が直接的に携わ り,現 地の文化 ・

宗教 の領域 にっいては不介入政策に基づいてインド人に託 した。被植民地者は,植 民地 的に再

定義 された 「現地社会の文化 ・宗教」の領域においてのみ,十 全な主体 としての活動を認 め ら
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れ た わ け で あ る。 そ こに お い て,イ ン ド人 の人 格(パ ―ソ ンフ ッ ド)や ア イ デ ン テ ィテ ィは,宗

教 ・カ ― ス ト ・王 権 とい う非 政 治 的 とみ な さ れ た 領 域 に お い て の み 意 味 を 持 っ も の と さ れ た。

エ リー ト ・ナ シ ョナ リス トた ち の 運 動 は,「 現 地 民 」 の主 体 性 や ア イ デ ンテ ィテ ィを 社 会 ・文

化 領 域 に の み 閉 じ込 め よ う とす る植 民 地 的 な境 界 付 け の試 み に対 す る抵 抗 で あ り,自 分 た ち の

た め の 公 共 領 域 を 創 造 す る試 み で あ っ た とい え よ う。

 そこで興味深いのは,イ ギ リス植民地政府が国家領域の外部 として非政治的な現地社会の領

域に位置づ けた宗教 や王権 こそが,ま さに反植民地的な文化的アイデ ンティティの基礎を民衆

のレベルにおいて提供 したことである。民衆の,特 にカ―ス ト・ヒン ドゥーと呼ばれる人たち

の 「真正」なアイデ ンティティは,植 民地期を通 じて伝統化され理念化された宗教や王権との

関係において形成 されたのである。そ して,宗 教や王権 と自分たちとの実存的なっながりは,

自らの くに(バ トリ)へ の愛着,す なわちバ トリオティズムを育てるもので もあった95)。反植

民地運動 における政治 ・文化的 コミットメントを支え,民 衆の政治的なアイデ ンティティや倫

理観に基盤を与えたのはこのバ トリオティズムであったといえよう。

 こ れ に 対 して エ リー ト ・ナ シ ョナ リス トた ち は,ネ ― シ ョ ン統 合 の象 徴 と して 用 い る こ とが

で き,か つ イ ン ド国 民 が 共 有 で き る 「国 民 文 化 」 を形 成 し よ う と試 み た。 そ して そ の ネ ― シ ョ

ンの 文 化 的 な主 権 と ア イ デ ンテ ィテ ィの基 礎 を,イ ン ド文 明 が 誇 る文 化 的 ―精 神 的 な領 域 に お

こ うと した[Chatterjee 1993]。 こ う した試 み は,ネ ー シ ョ ンの均 質 的 な 「空 間 」 の 広 が りを

前 提 と した もの で あ った が,そ れ は,民 衆 の考 え る 「くに」(バ トリ)の あ り方 と は大 き く異 な

る も の で あ った 。 伝 統 イ ン ドの くに は,王 と神 との 関 係 に お い て 特 定 の宇 宙 論 的 ・存 在 論 的 な

ア イ デ ンテ ィテ ィを そ れ ぞ れ の 成 員 に あ た え る 「場 所 」 で あ っ た。

 ベ イ リー は 「近 代 が な した の は,こ う して 現 出 しつ つ あ っ た(バ トリオテ ィズム的な)諸 ア イ

デ ンテ ィテ ィを変 容 さ せ て 再 度 の 方 向 付 け を行 う こ とで あ り,そ れ らを 無 か ら発 明 した こ とで

はな い」 と正 し く指 摘 す る(Bayly 1998:3,カ ッコ内の ことば は田辺 によ る補足)。 た だ しバ ト リオ

テ ィ ズ ム に っ い て は,近 世 か ら植 民 地 期 にか け て連 続 的 に発 展 し た側 面 と,同 時 に,植 民 地 化

に よ っ て変 化 した 側 面 が あ っ た こ と に注 目す るべ きで あ る。 ベ イ リー は,近 世 バ トリオ テ ィ ズ

ムか ら近 代 ナ シ ョナ リズ ム は連 続 的 に発 展 した と考 え て い る よ うだ が,そ れ は あ ま りに議 論 を

単 純 化 して い る。 さ らに,植 民 地 イ ン ドにお け る民 衆 バ ト リオ テ ィ ズ ム と エ リ― ト ・ナ シ ョナ

リズ ム の あ いだ に は大 きな 隔 た りが あ っ た こ と に も十 分 注 意 す る必 要 が あ る。

 ナ ショナ リズムの理論的基礎 となった リベラル ・デモクラシーの理念は西洋か らイ ンドに

入 ったものである。植民地期 において,そ の理念が保証す るはずの自由と権利はイギ リス人市

民のみのもので,イ ンド人には与えられなかった。植民者イギ リス人 と被植民者イ ンド人を価

値的に差異付 ける 「植民地的差異の原理/に よる支配」[Chatterjee 1993]の なかで,「 在来

の伝統」と 「外来の近代」は価値的な分断状況におかれ,民 衆のバ トリオティズムとエ リー ト
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の派 生 的 ナ シ ョナ リズ ム も断 絶 状 態 に あ った。 こ う し たバ ト リオ テ ィズ ム とナ シ ョナ リズ ム の

隔 た りは,ポ ス ト植 民 地 期 の イ ン ドに ま で持 ち 越 され,国 民 統 合 にか か わ る重 大 な 問題 を は ら

み つ づ け る こ と とな る。

 植 民 地 化 に よ って,土 地 所 有 を 含 む 基 本 的 な 政 治経 済 構 造 は,技 術 的 合 理 性 の 原 理 の も と に

再編 成 さ れ た こ と に よ り,人 々 の 日常 的 な生 産 活 動 は,彼 らの 実 存 的 ア イ デ ン テ ィテ ィ を 支 え

る地 域 共 同体 ・王 権 ・宗 教 の 諸制 度 か ら排 他 的 に区別 さ れ る よ う に な った 。 そ の 状 況 の 中 で,

植 民 地 的 な 政 治 経 済 領 域 と は区 別 さ れ た 「伝 統 的」 な社 会 ・宗 教 活 動 や シ ン ボ ル は,民 衆 に

と っ て 「失 わ れ た 理 想 の 世 界 」 を代 表 す る もの とな った 。 そ の よ うな傾 向 は,19世 紀 後 半 に

お け る農 業 の 商 業 化 に よ る農 民 の 経 済 的窮 乏 化 や 社 会 変 化 の な か で い っそ う強 化 さ れ た 。 農 村

にお け る経 済 的 ダ イ ナ ミズ ム は社 会 秩 序 の喪 失 と関連 付 け られ,在 来 の 歴 史 観 にお け る末 世 の

「争 い の 時 代(々a`Uπga)」 の特 徴 と して 捉 え られ た96)。 植 民 地 化 状 況 に お け るバ トリオ テ ィズ

ム は,そ の よ うな 「終 末 論 的 」[Mohapatra 1990]な 考 え 方 と と もに 育 ち,そ れ は 植 民 地 的

に 定 義 さ れ た 科 学 的 で 合 理 的 思 考 に よ る 「リア ル」 に は 納 ま ら な い 「ど こ か 別 の 場 所

(elsewhere)」[Pinney 1997:860]に その 理 念 の実 現 を 求 め る よ う に な った 。 結 果 と して,民

衆 的 な バ ト リオ テ ィ ズ ム は,均 質 で 空 虚 な 「そ の あ い だ(meanwhile)」[Anderson 1991]の

時 空 間 を 共 有 す る エ リー ト ・ナ シ ョナ リズ ム と は大 き く異 な る立 場 を と る こ と に な った 。

 こ こで い う 「そ の あ い だ 」 と は,ア ン ダー ソ ンの い う 「想 像 の 共 同体 」 と して の ネ ー シ ョ ン

に お い て,同 じネ ー シ ョ ンの 空 間 を共 有 す る人 た ちが,出 版 資 本 主 義 を 通 じて 同 じよ う な 出 版

物 を読 み,同 じよ うな 話 題 と生 活 パ ター ンを共 有 して い る,と お 互 い に 想 像 で き る状 況 を 指 す 。

そ の 空 間 は均 質 的 で 同 じよ う な情 報 と思 考 が い きわ た って お り,ひ と っ の ネ ― シ ョ ンに お い て

共 通 の トピ ッ クが つ く られ る の だ。 近 代 ネ ー シ ョ ンに お け る こ う した均 質 的 な 「空 間 」 の 想 像

の あ り方 は,民 衆 の バ ト リオ テ ィズ ム に お け る固 有 の 「場 所 」 に関 わ る ア イ デ ンテ ィテ ィ構 築

の あ り方 と大 き く異 な る もの で あ る。

 こ う した状 況 を反 映 して,イ ン ドに お け る反 植 民 地 運 動 は,二 面 的 な 性 格 を もっ こ と と な っ

た。 民 族 運 動 は,イ ギ リス人 な ど の外 との コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンの た め に は 自 由民 主 主 義 や 進 歩

主義 の言 説 を そ の 「顕 教 」的枠 組 み と して 取 り入 れ た が,他 方 にお い て,民 衆 の動 員 の た め に王

権 や 宗 教 の イ デ ィオ ム を 「密 教 」的枠 組 み と して 用 い る こ と に な っ た の で あ る[長 崎1994b]97)。

全 イ ン ドレベ ル に お い て は,「 ラ ー マ の王 国 」(Rama吻ya,ラ ― マは ラー マ―ヤナの主人 公。 ヴ ィ

シュヌの化身 で あ り,王 都 ア ヨ―ディヤ―に理想 の王国をっ くった)と い う イ デ ィ オ ム に よ っ て,M .

K.ガ ー ン デ ィー は理 想 の イ ン ド ・ネ ー シ ョ ンと い うイ メ ー ジを 民 衆 に 喚 起 す る こ と に 成 功 し

た。 こ の イ デ ィ オ ム か ら人 々 が 想 起 した イ メ ー ジの 中 身 は,カ ー ス トや 階 級 あ る い は ジ ェ ン

ダ ー な ど に よ って 様 々 に 異 な って い た で あ ろ う。 しか し,こ う し た王 権 ・神 話 ・宗 教 に か か わ

る 「密 教 的 」 イ デ ィ オ ム の 使 用 に よ って こそ,反 植 民 地 運 動 に 多 様 な人 々 を動 員 す る こ と に 成
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功 したのは事実で ある。オ リッサにおいては,後 述す るようにジャガ ンナータ神 とガジャパ

ティ王権が 「取 り戻すべ き理想の過去」の象徴 として,反 植民地運動に大きな役割を果たすこ

とになる。

 イン ド人の反植民地運動 は,植 民地主義が導入 した政治ゲームの枠組みに大 きな影響を受 け

ていた [Scott 1999:45]。 これは単にエ リー ト・ナショナ リス トたちが取 り入れた自由主義

的政治の諸言説が植民地的教育の産物であったからだけではない。民衆的なバ トリオティズム

が反植民地的な自己アイデ ンティティの拠 り所 とした文化的伝統のイディオムも,文 化 ・宗教

的な 「伝統」 と政治経済的な 「近代」を対立させる植民地的二分法に影響 されたものであった。

そして民衆的なバ トリオティズムは,文 化 ・宗教的な伝統 の価値評価を,植 民地主義的な言説

枠組みか ら転倒 させた。 それは,前 近代的で否定され るべきものではな く,植 民地化によって

実現を妨 げられている 「本来の 自己」であると主張 したのである。ただ し民衆的バ トリオティ

ズムを理解す るにあたってはその近世か らの連続的発展を視野に入れ る必要がある。ゲームの

ルールを植民地主義が一方的に決めたわけではない。むしろ起 こったのは,ゲ ームのルール自

体をめぐる争いや交渉であった。

 植 民 地 状 況 と い う新 た な コ ン テ ク ス トの 中 で 前 植 民 地 期 か ら連 続 的 に 発 展 して き た民 衆 的 バ

トリオ テ ィ ズ ム は,反 近 代 的 な 「ど こか 別 の 場 所 」 を 希 求 す る と い う新 た な特 徴 を 帯 び る よ う

にな る。 民 衆 的 バ ト リオ テ ィズ ム は,反 植 民 地 と い う側 面 で は エ リー ト ・ナ シ ョナ リズ ム と意

識 を 共 有 しなが ら も,宗 教 や 王 権 に代 表 され る文 化 的 価 値 を理 想 化 す る こ と に よ って,エ リー

ト ・ナ シ ョナ リズ ム の世 俗 主 義 的 合 理 性 とい う側 面 で は相 容 れ な い こ と に な る。 こ う して イ ン

ド人 の反 植 民 地 運 動 に お いて は,エ リー トの 技 術 ・合 理 的(techno―rational)な 政 治理 念 と民

衆 の 宗 教 ・実 存 的(religio-ontological)な 文 化 ア イ デ ンテ ィテ ィ と が 矛 盾 しな が ら共 存 して い

た の で あ る。

〈ジ ャガ ン ナ ー タ神,バ トリオ テ ィズム,オ リヤ ・ナ シ ョナ リズ ム〉

 オ リッサの反植民地運動 にお けるエ リー トと民衆の連帯 は,1870年 代 か らのプ リー王 と

ジャガンナータ寺院をめぐる諸事件を通 じて可能になった。 ジャガンナータ神およびその地上

の代理人であ りガジャパティ王権の伝統を代表す るプ リー王は,宗 教 ・儀礼的な意味だけでは

な く,オ リヤ ・アイデンティティを保証 し代表する重要な政治的シンボル性を有 していた98)。

しか しこれか ら述べる諸事件 は,そ れらの強力なシンボルがナショナ リズムに対 しては両義的

で複雑な位置にあったことも示 している。反植民地運動の進展を全体的に理解するためには,

公共領域におけるエ リー トの活動だけではな く,民 衆の 「感情の共同体」 にも注 目する必要が

あるのである[Ray 2003]。

1878年 に デ ィ ビ ョ シ ン ・デ ポ王 が 殺 人 罪 に問 わ れ ア ン ダ マ ン 島 に 流 刑 と な る と い う事 件 に
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よ って,プ リー王 の ジ ャガ ンナ ー タ寺 院 の 管 轄 権 は公 的 な 問 題 と な っ た [Mukherjee 1977:

342―360;杉 本2007:120―122]。 この 事 件 は週 刊 誌 『ウ トコ ロ ・デ ィ ピカ(オ リッサ の光)」 を

含 む オ リ ッサ の新 聞 に取 り上 げ られ た。 オ リ ッサ の民 衆 は政 府 の や りか た に 不 満 を表 した 。 民

衆 に と っ て 王 は,イ ギ リス 植 民 地 政 府 の政 略 の 犠 牲 者 で あ る と映 っ た の で あ る[Mukherjee

l977;Dash l978]。 さ ら に1880年 代 前 半 に は,イ ギ リス 当局 は,プ リー寺 院 法 案 を 通 じて 政

府 に よ る ジ ャガ ンナ ー タ寺 院 へ の 管 理 を強 化 し,ガ ジ ャパ テ ィ王 の 権 限 を制 限 しよ う と した。

各地 で は,そ れ に 対 して 大 規 模 な反 対 運 動 が起 こ った 。 こ う して オ リヤ ・ナ シ ョナ リス ト運 動

は,民 衆 の支 持 と参 加 とを 得 て い くこ と に な る[Mohanty 1982:44-45;Dash 1978;Bayly

1998:73-74;杉 本2007:120・ 一・127]。

 さらに1886年 から1887年 のプ リー寺院訴訟では,幼 少のムク ンド・デポ王の保護者であり

祖母であるラニ ・スル ジョモニ ・パタマハデイは,ジ ャガ ンナータ寺院の管理 ・監督を委員会

に託するべ きだ というイ ンド政庁の提案に対 して異議 を唱えたが,そ の際に も,プ リーやカ

タックで,民 衆による反政府の抗議集会が行われた。政府 に対する抗議 は,メ ディアを通 じて

も展開された。 この事件は,最 終的に政府が幼少の王に対 して寺院の管理権を認めることに

よって決着がっ き,民 衆 はそれを大いに喜んだ。 これ らの運動においては,ガ ジャパ ティ王権

やジャガンナータ神は,反 植民地的民族運動の象徴的中心 として機能 したのである。

 プ リー 寺 院 訴 訟 は,オ リ ッサ の エ リー ト ・ナ シ ョナ リス トた ち が,ガ ジ ャパ テ ィ王 権 や ジ ャ

ガ ンナ ー タ神 を 民 族 運 動 の た め の シ ンボ ル と して積 極 的 に 用 い始 め る き っか け とな っ た 。1880

年 代 前 半 ま で は,エ リー ト ・ナ シ ョナ リス トた ち は,メ デ ィ ア に お い て は 「進 歩 的 」 な 公 共 哲

学 に よ る立 場 を 貫 き,ジ ャ ガ ンナ ー タ寺 院 の 運 営 の 改 革 に 関 して は 中 立 的 ・客 観 的 な 立 場 を

保 っ て きた 。 しか しプ リー寺 院 訴 訟 事 件 の際 に は,政 府 に対 す る批 判 の高 ま りの な か,ガ ジ ャ

パ テ ィ王 の 側 を 支 持 す る よ うに な る。 オ リ ッサ の エ リー ト ・ナ シ ョナ リス トの活 動 は,そ れ ま

で は行 政 ・教 育 ・社 会 改 革 ・文 学 な どの 領 域 に限 られ て い た の だが,当 事 件 を通 じて,民 衆 的

なバ ト リオ テ ィ ズ ム の感 情 や心 性 の 力 の 意 味 を意 識 す る よ う に な った の で あ る。

 プリー寺院訴訟事件 は,民 衆的なバ トリオティズムとオ リヤ ・ナショナ リズムをっな ぐ重要

な役割を果たした。GN.ダ スが主張するように 「オ リヤ語の復活などを始めとする他の諸問

題は,教 育 を受 け,社 会 に声を上 げる心得のある都市階級 に影響を及 ぼ した。…… しか しプ

リー寺院訴訟事件は,何 千人 もの無言の民衆を,オ リヤ ・ナショナ リズムに巻き込んだ」 ので

あった[Dash 1978:368]。 プリー寺院訴訟事件が,都 市部のエ リー トを超える広い範囲の民

衆の支持を味方 に公共的な抗議運動 にっなが ったことは重要である。1880年 代の諸事件 は,

ジャガンナータ信仰 とプ リー王が,共 通の場のシンボルとして民衆の間で大 きなカを持っこと

を明 らかに した。前植民地期から植民地期にかけて ジャガンナータ神 とガジャパティ王は,政

治文化的に重要な シンボルとして機能 し,オ リヤ ・バ トリオティズムの中心的な存在であり続
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け た の で あ っ た99)。

 ただ し教育を受 けたエ リー ト層 と民衆の間には,ガ ジャパティ王権 とジャガンナータ神が持

っ意味にっいての理解に相違があったことにも注 目す る必要がある。プ リー寺院訴訟事件の際

は,エ リー トと民衆 は協力的な関係にあったとはいえ,ガ ジャパティ王 とジャガ ンナータ神を

中心 とするひとっのオリヤ ・ナショナ リズムが成立 したわけではなか った。

 エ リー ト・ナ ショナリス トの言説枠組みは,あ くまで進歩主義的な公共哲学にもとつ くもの

であった。彼 らは,自 由主義的な政教分離の視点から,植 民地政府によるジャガンナータ寺院

への関与 を批判 した。政府か らの干渉に反対するオ リヤ ・ナショナ リス トたちの主張 は,あ る

意味で,現 地人の宗教には不介入であるべきという植民地的原理の模倣で あつた。ただ し違い

としては,植 民地的視点は現地人の宗教的 シンボルを 「他者化」するものであるのに対 し,ナ

ショナ リス トたちはガジャパティ王権や ジャガンナータ信仰を 「自分たちのもの」 として政府

の介入か ら守 り,結 果的にそれらのシンボルと自己を文化的に同一化 したのであった。

 ガ ジ ャパ テ ィ王 権 や ジ ャガ ンナ ー タ神 を オ リヤ ・ナ シ ョナ リズ ム の シ ン ボル と して使 用 す る

こ と に は ジ レ ン マ が 伴 っ た。 杉 本 浄 は,プ リ―寺 院 訴 訟 を め ぐ る動 き が,オ リ ッサ統 合 運 動 の

強 化 に そ の ま ま 反 映 され た と は い い が た い と い う重 要 な指 摘 を して い る [杉本2007:127]。

ナ シ ョナ リス ト言 説 が 依 拠 す る 自 由主 義 お よ び進 歩 主 義 と,ジ ャ ガ ン ナ ー タ寺 院 や ガ ジ ャパ

テ ィ王権 と い う シ ン ボ ル の 「封 建 的」 で 「宗 教 的 」 な性 格 の あ い だ に は,論 理 的 な一 貫 性 が な

か った か らで あ る。 この 矛 盾 の た め に,エ リー ト ・ナ シ ョナ リス トた ち は,そ れ らの シ ン ボル

を オ リヤ ・ナ シ ョナ リズ ム の象 徴 と して 用 い る こ と につ き1880年 代 前 半 ま で 躊 躇 した[杉 本

2007:126―127]。 しか し,188o年 代 後 半 に ジ ャガ ンナ ー タ寺 院 の 問 題 が 公 的 な 性 格 を帯 び,

民 衆 運 動 が 発 生 した後,オ リヤ ・ナ シ ョナ リス トた ち は ガ ジ ャパ テ ィ王 権 や ジ ャ ガ ンナ ー タ神

が 多 数 の 人 々 を 動 員 し,オ リ ッサ の文 化 的 ア イ デ ンテ ィテ ィを 主 張 す る た め の 強 力 な 政 治 的 資

源 で あ る こ と に 気 づ いた の で あ った。 オ リヤ ・ナ シ ョナ リ ズ ム は,ガ ジ ャパ テ ィ王権 と ジ ャガ

ンナ ー タ神 の 宗 教 的 あ る い は 封 建 的 な 意 味 合 いを 抑 制 し,オ リヤ ・ア イ デ ンテ ィ テ ィを 代 表 す

る重 要 な 「文 化 的 」 シ ンボ ル と して利 用 した ので あ る。 この動 向 は 現 在 ま で も続 い て い る。

 しか し民衆にとって,ガ ジャパ ティ王権や ジャガンナータ神は単 にオ リッサ ・ネーションを

代表するシンボルではなか った。彼らにとって王やジャガンナータ神は,自 らの身体=人 格 と

の個別特殊的な関係 において意味を有 したのである。っまり,エ リー ト・ナショナ リス トが王

や ジャガ ンナー タ神を共通の国民的アイデンティティの シンボルとして利用 したのに対 し,民

衆にとっては王と神 は信愛 と奉仕の対象であ り,人 々はそれ らとの関係において自らの身体=

人格の固有の地位 ・役割と存在論的価値を宇宙的全体のなかで確認 していたのである。バ トリ

オティズムと呼ばれる人々の土地やくにへの愛着は,彼 らの固有のアイデ ンティティを保証す

る宗教や王権 という文化的イディオムをっうじて生成 していたのであった。反植民地的心性 の
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少なくとも一部は,そ のようなバ トリオティズムに基づいていた。植民地期オ リッサの民衆に

とって,ガ ジャパテ ィ王権やジャガンナ―タ神は 「取 り戻すべき失われた理想」である自 らの

政治 ・文化的価値や反植民地心性のシンボルとして機能 したのである。

 た だ しこ こで 付 け加 え て お き た い の は,ジ ャガ ンナ ー タ寺 院 の評 価 に つ いて は,民 衆 の あ い

だで も分 か れ る部 分 が あ っ た と い う こ とで あ る。 特 に 低 カ ー ス トの あ い だ で は,ジ ャガ ンナ ー

タ寺 院 の カ ー ス ト差 別 的 な 保 守 性 に っ い て 批 判 が 高 ま って いた 。 被 差 別 者 た ち は,「 不 可 触 民 」

の入 場 を 拒 む 寺 院 の 封 建 的 な 態 度 に 憤 りを 感 じて い た 。1881年 に,平 等 主 義 的 で 反 偶 像 崇 拝

的 な宗 教 理 念 を もっ モ ヒ マ ・ ドル モ(mahimdi dharma)loo)の メ ンバ ー た ち が ジ ャ ガ ン ナ ー タ寺

院 に侵 入 し,神 像 を と りだ して燃 や そ う と試 み た。 そ の際 に暴 力 的 な 衝 突 が お こ り,メ ンバ ー

の ひ と りが 死 亡 した[Eschmann 1978:376;Banerjee-Dube 2001;杉 本2007:122―127]。

ま た1938年 に はM.K.ガ ー ンデ ィ ―が ハ リジ ャ ン(い わ ゆる 「不可 触民 」)た ち と と も に寺 院 に

入 ろ う と試 み た が失 敗 し た。

 被差別の側 としては,ジ ャガンナータ寺院の制度すべてを自らの伝統 として受 け入れること

はで きなかったのである。 この問題 に関するD.メ ノンの指摘は正 しい。 彼によると,「 ヒン

ドゥ―の伝統」において排除され虐げられる対象だった低力―ス トは 「存在論的 ジレンマ」に

陥ったというのである[Menon 1997]。 被差別民は,自 らをヒンドゥーとして位置づけると,

同時に ヒン ドゥ―的なカース ト差別を受 け入れることになって しまうというジレンマである。

しか し低カース ト民が伝統を捨て自由主義的な進歩主義を取 り入れて も,だ か らといってそう

したジレンマが解消す るわけではない。自らの歴史を否定することは存在論的な問題の解決に

はならないか らである。 ここでは彼 らが,自 らが属すると考える伝統の内容や形式をむ しろ再

構築 し再定義 したその行為主体性に注 目する必要がある。

仏 教 改 宗 を 率 い た ア ン ベ ー ドカ ル か ら現 在 の オ リ ッ サ村 落 の 低 カ ー ス トま で,過 去 と現 在 の

関係 を 定 義 しな お す こ と に よ つて 自 らの ア イ デ ンテ ィ テ ィを再 構 築 し よ う とす る被 差 別 民 の試

み は いっ な る時 代 に お い て もみ られ る。 た とえ ば ア ン ベ ー ドカ ル は,確 か に カ ー ス ト ・ヒ ェ ラ

ル ヒ ー と そ れ を正 当 化 す る ヒ ン ドゥー 教 を 捨 て よ う と した もの の,仏 教 徒 と して 自 ら を位 置 づ

け る こ と に よ りイ ン ドの 歴 史 と伝 統 の な か に 自 らの 名 誉 あ る地 位 を 求 め よ う と した こ と は 注 目

され る [山 崎1994]。 ま た後 述 す る よ うに,現 代 オ リ ッサ村 落 の 低 カ ー ス トは 自 ら の カ ― ス

ト ・ア イ デ ンテ ィ テ ィを 捨 て る の で は な く,む しろ そ の 位 置 づ けや 他 との 関 係 性 を変 え る こ と

によ り,自 らの権 益 と名 誉 を確 保 しよ う と試 み て い る。 そ こで は伝 統 の 定 義 を め ぐ る文 化 的 ポ

リテ ィ ク ス が 展 開 さ れ る のだ 。

〈反植民地的連帯とポス ト植民地の課題〉

 さてエ リー トの合理主義 ・自由主義 と民衆のバ トリオティズムとの乖離があることを強調 し
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て き た が,エ リー トの側 に,イ ン ドの 伝 統 文 化 を 自 らで 再 定 義 し,人 々 に よ り広 く受 け入 れ ら

れ る ネ ー シ ョ ンの姿 を提 示 し構 築 しよ うとす る動 きが あ っ た こ と も重 要 で あ る。

 パ ル タ ・チ ャ タ ジ ー は,ゲ ル ナ-や ア ン ダ ー ソ ンの ナ シ ョナ リズ ム論 に対 しlo1),「 ア ジア ・

ア フ リカ の ナ シ ョナ リス ト的 想 像 にお いて も つ と も強 力 で も っ と も創 造 的 な結 果 は,近 代 西 洋

に よ って 普 及 させ られ た ナ シ ョナ リス ト社 会 の 『規 格 的 』 形 態 と の 同 一 性 で は な く,む しろ差

異 に も とつ い て い る」 と論 ず る[Chatterjee 1993:5]。 チ ャ タ ジ ー は,非 西 洋 諸 国 の ナ シ ョ

ナ リズ ム は近 代 西 洋 の そ れ を そ の ま ま真 似 した の で は な く,む しろ そ れ と差 異 化 す る こ と で,

創 造 的 な 結 果 を 生 み 出 した と い うの で あ る。 これ は重 要 な 指 摘 で あ る。 た だ し ボ ー ス と ジ ャ ラ

ル が 指 摘 す る ご と く,チ ャ タ ジ ー は,「 イ ン ド」 の ナ シ ョナ リズ ム の 固 有 な 形 態 に着 目す る あ

ま り,近 代 イ ン ドの 内 部 に お いて,さ ま ざ ま に異 な る ナ シ ョナ リズ ム の 諸 形 態 が あ った こ と を

軽 視 しが ち で あ る102)。

 伝 統 と近 代,イ ン ドと ヨー ロ ッパ,エ リ― トとサ バ ル タ ンを あ ま り に対 比 的 に と らえ て しま

う こ と は,「 反 植 民 地 的近 代 に お い て 活 気 に満 ち た文 化 や 政 治 を作 る た め に 展 開 され て い た 創

造 的 な努 力 を,よ り生 き生 き と した もの に して い た論 争 」 の 数 々 を,見 え な く して しま う こ と

に な る[Bose and Jala11998:90]。 イ ン ドの 諸 思 想 家 は,新 た な ネ ー シ ョ ンを構 想 す る に あ

た っ て,自 らの 政 治 文 化 の伝 統 と 西洋 由 来 の 国 家 理 念 との 差 異 に 意 識 的 で あ っ た だ け で な く,

両 者 の よ り高 次 な統 合 を め ざ して い た こ と に も注 意 しな けれ ば な らな い 。 そ う した動 きは,19

世 紀 前 半 か らの さ ま ざ ま な社 会 宗 教 的 改革 に お け る近 代 的 な イ ン ド文 明 復 興 の 試 み に み られ る。

た と え ば,宗 教 社 会 改革 運 動 団 体 ブ ラ フモ ・サ マ ー ジの ラー ジ ャー ・ラー ム モ ーハ ン ・ロ― イ

(ラ ジャ ・ラム モホ ン ・ラエ,合 理 主 義的 な立場 か らの ヒン ドゥー教 改革 を 目指 す),聖 人 ラー マ ク リ

シ ュ ナ(普 遍主義 的 な霊性 を体験 に よ って示 す)と そ の弟 子 ヴ ィ ヴ ェ ー カ ー ナ ンダ(宗 教団体 ラーマ

ク リシュナ ・ミッシ ョンを創設 して社 会奉仕 活動 と霊性 を媒介 した運 動 を推 進)あ る い は ラ ビ ン ドラ

ナ ー ト ・タ ゴー ル(ロ ビ ンドロナ ト ・タクル,西 洋的教養 とイ ン ド的霊性 の伝統 を媒介 した文学で ア ジ

ァ初 の ノー ベル賞 受賞)な どが あ げ られ よ う[長 崎1999:285-286]。

 外 来 の 理 念 と 自文 化 と の高 次 な 統 合 を 目指 す こ う した19世 紀 来 の 系 譜 を 引 き継 い で,20世

紀 前 半 に は,エ リー トに よ って 育 まれ た ナ シ ョナ リズ ム の概 念 や 制 度 と,民 衆 の 間 の 政 治 倫 理

の 精 神 を っ な げ よ う とす る さ ま ざ ま な試 み が 展 開 され た。 そ れ らの 試 み の代 表 と して,オ リ ッ

サ で は ゴ ポ ボ ン ドゥ ・ダ ス [1877-1928]を,全 国 レベ ル で はM.K.ガ ― ンデ ィ ー [1869―

1948]を 挙 げ る こ と が で き よ う。 ゴポ ボ ン ド ゥ ・ダ ス は,農 村 地 域 にお い て 教 育 や 開 発 に携 わ

り,ま た 奉 仕 活 動 に従 事 す る こ と を通 じて ナ シ ョナ リス ト運 動 と一 般 民 衆 とを つ な ぐ試 み を し

た 。 彼 は,農 村 の 共 同 性 の 倫 理 を ナ シ ョ ナ リズ ム の 基 盤 と しよ う と し た の で あ っ た[杉 本

2007:201コ ゴ ポ ボ ン ドゥは近 代 オ リッサ の 父 と呼 ば れ,「 ウ トコ ロ モ ニ」(Utkalamani,「 オ リッ

サの珠玉 」)と の称 号 が あ る。 現 地 の伝 統 的 な心 性 や 価 値 観 と近 代 の政 治 ・文 化 的 観 念 とを っ な
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げ る試 み は,エ リー トと民 衆 とで は異 な って いた 「国 民 で あ る こ と」 に 関 す る 意 識 を つ な げ る

試 み で もあ った 。 そ れ は ま た,伝 統 文 化 と近 代 政 治 の 両 者 の 再 定 義 を 行 う過 程 で もあ る。 伝 統

文化 は民 主 的 価 値 に応 じて変 わ る必 要 が あ っ た し,ま た近 代 政 治 は民 衆 に と って 文 化 倫 理 的 に

正 当 な もの とな る必 要 が あ った 。 ナ シ ョナ リス ト運 動 は,民 衆 の身 体 化 さ れ た 政 治 倫 理 観 と反

植 民 地 的 論 理 を1っ に 結 ぶ こ と に よ っ て始 め て 民 衆 の 支 持 を得 る こ と が で き た と い え よ う。

1920年 代 か ら30年 代 に お い て,ガ ー ンデ ィー の 運 動 が 広 範 な 支 持 を 獲 得 し得 た の は,エ リー

トと民 衆 そ して 派 生 的 ナ シ ョナ リズ ム と現 地 の 政 治 倫 理 観 とを っ な げ る こ と に成 功 した か らで

あ っ た[長 崎1996]。 ガ ー ンデ ィー の 「言 説 は(エ リ― トと民衆の)2っ の 側 の あ い だ に あ る溝

を 架 橋 す る こ と に 成 功 し,2っ の 側 の 価 値 ・目的 ・世 界 認 識 を お 互 い に理 解 で き る よ う に し

た」 の で あ った[Kaviraj 1991:85](カ ッコ内の言葉 は田辺 に よる補 足)。 た だ 残 念 な こ と に,こ

う した架 橋 は一 時 的 な もの に と ど ま り,両 者 の対 立 と矛 盾 の媒 介 とい う課 題 は ポ ス ト植 民 地 期

に まで もち こさ れ る こ と とな る[Haynes 1992]。

 20世 紀 初 頭 の オ リ ッサ に お いて は,多 岐 に わ た る政 治 社 会 的 活 動 を通 じて,都 市 部 の 知 識

層 と新 しい 政 治 勢 力 と して台 頭 して き た農 村 部 の民 衆 と の あ い だ に新 しいつ な が りが で き る よ

う に な つた[Mohapatra 1990:117;Pati 1993;Pati 2001, ch.4]。1910年 ご ろ に な る と,オ

リ ッサ の エ リー トの 間 で 植 民 地 政 府 に対 す る不 満 が高 ま った こ と に加 え,諸 地 方 に 対 す る国 民

会 議 派 の 態 度 も変 化 し地 方 特 有 の要 求 に耳 を傾 け るよ うに な って き た。 こ の結 果,オ リヤ ・ナ

シ ョナ リス ト運 動 と イ ン ド ・ナ シ ョナ リス ト運 動 の融 合 も徐 々 に成 立 す る よ う に な っ た。 都 市

部 の 知 識 層 と農 村 の 民 衆 お よ び イ ン ド植 民 地 の 中 心 と周 辺 の 協 力 関 係 は,非 協 力 運 動(1920―

1922)や 非 暴 力 運 動(1930―1934)の よ う な ガ ー ンデ ィ ー主 導 の イ ン ド全 国 レベ ル の民 衆 運 動 の

成 功 に お い て 頂 点 を 極 め だ03)。

 なお1920年 代以降のイ ンドにおいては,農 業の経済的重要性は相対的に低下 した。 農業の

伸びの衰えは,耕 作地の枯渇 と貿易需要の低下に由来する[Roy 2006:90]。 生産性が上が ら

なかった原因には,イ ギ リスの財政悪化による公共投資の減少 もあるが,決 定的だ つたのは土

地の希少性であった。 この時代は人日が増加 し,地 質や水利の上でより条件の悪 い土地 を耕作

せざるを得なくなった。 この結果,労 働は増加 して も,収 穫逓減により生産性はあが らなかっ

たのである[Roy 2006:112]。 次第 に農村経済は悪化 し,土 地無 し層が増大 した[Roy 2006:

92]。 その一方で,イ ンド系資本による工業化が進展 したことは注 目され る。結果的に,農 村

経済が停滞する一方で,都 市の中間層は成長を遂げていった [長崎 ユ999:335―354;脇 村

2006:158-163,177-183]。

 イ ン ド政 庁 は,1909年 の モ ー リー ・ ミ ン ト改 革 お よ び1919年 の モ ン タ ギ ュ ー ・チ ェ ム ズ

フ ァ ド改 革,さ らに1935年 の イ ン ド統 治 法 を 通 じて 選 挙 制 度 を 導 入 し,イ ン ド人 に地 方 の 自

治権 を与 え て い っ た。 これ は イ ン ドに お け る デ モ ク ラ シー の 漸 次 的 な 発 展 の 基 礎 を 作 っ た もの
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と して評 価 で き る。 特 に,1937年 以 降 は,選 挙 で 選 ば れ た州 議 会 の 多 数 派 が 州 政 府 を組 織 し

た の で あ り,イ ン ド人 自身 が 州 政 府 を 握 っ た。 財 産 を基 盤 に した 制 限 選 挙 で は あ った が,選 挙

権 は,3,500万 人 の イ ン ド人 へ と拡 大 され た[長 崎1999:357]。 た だ し こ こ に お い て 問 題 で

あ っ た の は,1909年 以 来 の 分 離 選 挙 方 式 に よ って,宗 教 や カ ー ス トの 政 治 化 が 現 象 と して 生

じた こ と で あ る。 これ は後 に 分離 独 立 や ア イ デ ンテ ィテ ィ ・ポ リテ ィ ク ス に っ な が った とい え

よ う [長 崎2002:16;Dirks 2001;Bayly 1999]。 ま た 地 方 自 治 を担 っ た 中 間 層 は,独 立 後 の

政 治 に お い て も指 導 的 立 場 に 立 ち,そ の多 くは ナ シ ョナ リズ ム ・セ キ ュ ラ リズ ム ・デ モ ク ラ

シ ー と い うイ ン ドの基 本 的 理 念 を 堅 持 す る役 割 を 果 た した が,都 市 エ リー トと農 村 民 衆 の あ い

だ の ギ ャ ップ は埋 め られ な い ま ま で あ っ た[長 崎2002:17]。

 州 自治の拡大 の流れのなかで,1936年 にオ リッサは州 と して独立 を果 た し,オ リヤ ・ナ

ショナ リズムの本来の目的は達成された。オ リッサにおいても州政府が作 られ,地 方自治が実

現 した。また1947年 にはインドは独立 を達成 し,政 治的な主権を獲得 した。

 ただ しそれは,イ ンドという国民国家が,首 尾一貫 した政治 ・文化的体制を確立 したことを

意味 しなかった。 ここで問題 にしているのは,イ ンド国内における多数の言語,文 化,宗 教の

存在ではな く,イ ン ドという新 しい国民国家が依拠する自由民主主義およびセキュラリズムの

政治理念と,バ トリオティズムが依 って立っ民衆の文化的価値 とのあいだに現存 し続けた基本

的な矛盾である。

 オ リ ッサ で の1880年 代 後 半 の ジ ャ ガ ンナ ー タ寺 院 訴訟 事 件 や,全 国 レベ ル で の1920-30年

代 の民 衆 ナ シ ョナ リス ト運 動 に お いて み られ たエ リー トと民 衆,お よ び ナ シ ョナ リス ト言 説 と

バ ト リオ テ ィ ズ ム言 説 の 連 帯 と媒 介 の成 功 は,一 時 的 で は あ っ たが,非 常 に 重 要 な 意 味 を 持 っ

て い た 。 イ ン ドに お け る反 植 民 地 運 動 の展 開 は,常 に エ リー ト と民 衆 の相 互 関 係 にお い て 理 解

され な け れ ば な らな い[Pati 1993:246]。

 ま ず,サ バ ル タ ン研 究 が 明 らか に した よ う に,ナ シ ョナ リス ト運 動 に お け る エ リー トの 中 心

性 を前 提 と す る こ と はで き な い。 しか し,他 方 で,ポ テ ィが サ バ ル タ ン研 究 の い くつ か を批 判

す る よ うに,「 ナ シ ョナ リズ ム の二 面 性 」 っ ま り 「エ リー ト ・ナ シ ョナ リズ ム」 と 「サ バ ル タ

ン ・ナ シ ョ ナ リズ ム」 が 独 立 的 に 並 行 して 存 在 した か の よ うに 論 ず るの も適 切 で は な い104)。

反 植 民 地 運 動 は,エ リー トと民 衆 の相 互 協 力 や 連 帯 を もた ら した こ と に十 分 な 注 意 を 向 け る必

要 が あ る。

 ただ しだか らといって,合 理性 と自由の価値に基づいたエ リー トの進歩主義やナショナ リズ

ムの枠組みと,宗 教 ・実存的な価値 と倫理に もとつ くサバルタンのバ トリオティズムの枠組み

とが調和的な融合を成 し遂げたわけでは決 してないことも事実である。両者の価値的な分断に

は植民地的二分法が関わ っており,こ の2っ の枠組みは,最 終的に融合 されないまま,独 立後

のポス ト植民地期にまで引 き継がれたのであった。
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 近代国家の 「政治経済的合理性」と現地社会の 「社会宗教的慣習」 とい う植民地的な価値断

絶は,独 立後のイ ンド国家にも苦悩と困難をもたらし続けている。エ リー トが支持す る外来の

政治理念や制度 と,民 衆が もっ在来の文化的価値 とを架橋することは,ポ ス ト植民地期のイ ン

ドにおいても重要な課題 として残 ったのである。

V.結 論

 植民地支配の始 まりとともに近世オ リッサの 「供犠祭主国家と供犠共同体」の構造は壊され,

地域社会 は大 きく変容 した。職分権体制と王権 ・ジャガンナータ信仰か らな つていたオ リッサ

のコスモス的全体は崩壊 し,そ の非政治化され儀礼化 された断片的な形態が残 された。村人た

ちは,共 同体儀礼や儀礼的王権 という,日 常的な生産活動からは切 り離 された限定 された領域

において,自 らの伝統的アイデンティティを追求 しなければならなくなった。 ただ しこうした

儀礼や宗教の領域 は,供 犠原理や存在の平等の価値 といった伝統的な文化資源を保全す る場 と

して重要な役割 も果た した。

 一方,土 地私有制 と徴税制の導入によって,農 業 という日常的な生産活動 は国家および市場

と結 び付け られていった。私有制の成立 により,土 地の上に成立 していた重層的な権利 はひと

っの所有権へ と整理 され,多 数の土地無 し世帯が出現することになった。地域 の階層構造 にっ

いては,そ れまで複雑な全体的構造を成 していたものが,土 地所有と儀礼的特権にもとついた

支配 とヒェラル ヒーの構造に還元されたもの として継続 した。 これによって植民地初期に,儀

礼的 ヒエラルヒ―と土地所有階層構造が一致する 「一元的なカース ト・ヒエラル ヒー」が形成

された。前植民地期において人々は,女 神や ジャガンナータ神 との固有でか けがえのない関係

をっ うじて自己の存在論的価値を確認 していたのであったが,そ うした従来の政治文化 システ

ムは,植 民地化 によつて ヒエラルヒーと支配の構造へ と矮小化 されたのであった。ただ しイ ン

ド農村の社会経済生活において,ヒ エラル ヒーと支配だけが全てをおおいっ くしていたのかと

いえばそんな ことはない。職分権体制にみ られた供犠原理や他者の存在を尊重するとい う存在

論的平等性の価値は,ジ ャジマーニー関係 におけるモラル ・エコノミー的配慮や共同体儀礼 に

おける供犠的な分業 ・分配の仕組みにおいて維持されたことは重要である。インド社会 に固有

の社会関係や価値 は,異 なるコンテクスの中で異なる形をとりながらも継続的な発展を遂げた

のである。

 植民地期 における第二の社会変化 は,19世 紀中葉か らの農業 の商業化 によってもた らされ

た。農村経済がある程度発展するなかで,富 を獲i得する新興富裕層が出現する一方,貧 しい農

民たちは借金に苦 しみ農業労働者 として富農に従属化 した。19世 紀前半 に成立 した一元的な

カース ト・ヒエラル ヒーの階層構造は基本的に存続 したものの,新 興富裕層が特権階級 に新た
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に入 り,旧 支配層のなかには没落するものも出てきた。

 植民地期 にお ける社会変化は基本的に2つ の時期に分けて理解す ることがで きるだろう。最

初の変化は,植 民地化直後に起 こった ものであり,コ スモス的全体の崩壊 と一元的なカース

ト・ヒエラル ヒーの成立がそこにはあった。再検討派の歴史学者たちは,前 植民地期か ら植民

地期にかけての社会構造の連続性を強調するが,彼 らの視点は,バ ラモ ンやローカルエリー ト

中心の支配構造の連続性に限 られて向けられている。 ナショナ リス ト的歴史家たちが主張する

とおり,植 民地化 は,イ ン ド社会 に劇的な変化を及ぼ した側面があることは否定できない。ま

た再検討派 とナショナ リス ト派のどち らもが見落としているのは,供 犠原理や存在論的平等性

の価値 にっいての,近 世から植民地期にかけての連続性 にある。近世におけるようなその全体

性は,植 民地期において崩壊 したが,共 同体儀礼,ジ ャジマーニー関係,宗 教的言説 というさ

まざまな断片において,そ うした供犠的 ・平等主義的工一 トスは存続 したのである。二番目の

変化 は,19世 紀半 ばの農業の商業化によって もたらされた ものであ り,そ こにおいて農村社

会の市場経済化 と新 たな支配 ・従属関係が進展 した。再検討派の歴史学者が,植 民地化の影響

は19世 紀半ばにはじめて農村社会に及んだと論ず るとき,そ れは植民地 イン ド社会における

第二の変化 にっいて論 じているのである。

 反植民地運動に関 しては,エ リー ト・ナショナ リズムと民衆的バ トリオティズムの相違 と連

携に注 目す ることが重要である。エ リ― 卜・ナショナ リズムは,主 な理念的枠組み として公共

的合理性や進歩主義の言説に依拠 した。オ リヤ ・ナショナ リス ト運動は,プ リー寺院訴訟事件

の際のように時には宗教や王権をシンボルとして利用 したが,エ リー トたちにとつてそれらは

民族文化を代表するものとして人々のあいだで広 く共有 されるべきものであった。他方民衆に

とっては,ガ ジャパ ティ王権や ジャガンナータ神は,宇 宙的全体のなかで人 々に固有の位置お

よびアイデ ンティティを与える存在論的中心を意味 した。その中心 は,自 らの行為 を供犠的に

捧げる奉仕 と信愛の対象でもあった。

 植民地化 によって宗教や王権 の領域は政治経済や土地所有体制か ら切 り離 され,ガ ジャパ

ティ王権やジャガンナータ神 は人々の日常的な行為に宇宙論的意味づけを保証す るものではな

くなっていた。代わりにガジャパティ王権や ジャガンナータ神 は,特 に農村部の民衆にとつて,

植民地的近代によって失われた 「取 り戻すべき理想の過去」を象徴するようになった。だが,

民衆のバ トリオティズム的想像のなかで理想化された宗教や王権に代表される文化的倫理は,

エ リー ト・ナ ショナ リズムの公共的合理性 とは相容れないものだった。全国的な民衆参加を含

む反植民地運動の高 まりの中で,1920―30年 代には一時的に,エ リー ト・ナショナ リズムとサ

バルタンのバ トリオティズムは連携 し,手 を結ぶことに成功する。 しか しそれは両者の完全な

結合を意味するわけではなかった。エ リ― トの技術 ・合理的な政治理念 と民衆の宗教 ・実存的

なアイデンティティとを架橋するという課題 は,ポ ス ト植民地期へ と持 ち越 されたのであった。
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注

1) 本論 を まとめ るにあた って,杉 原薫 先生,長 崎暢子先 生,脇 村孝平先 生,春 日直樹先生,藤 倉

達 郎氏 は草稿 をお読 み くだ さり,貴 重 な ご批判 とア ドバ イスを くだ さ った。 その後大 幅な追加 訂

正 を した原稿 を,京 都大学人 文科学研 究所 共同研 究班 「複数文化接 触領域 の人 文学」 で発 表 す る

機 会 をいた だいた際 には,田 中雅一先 生,藤 井正 人先生,奥 山直司先生,稲 葉穣 氏,杉 原 薫先生

か ら貴重 な コメ ン トをいただいた。記 して深 くお礼を 申 し上 げます。

2)M.K― ガ ー ンデ ィーが相手 の枠組 みに乗 ることな く,い か に自 らの枠組 み において政治 ゲ ーム

 を再定義 して い ったか にっいて は,長 崎[1996]の 優 れた論考 があ る。

3)近 世 イ ン ドの性 格 と そ の植 民 地 化 に よ る変容 を め ぐる 問 題 に っ い て は,中 里[1999]の 秀 逸 な

 ま と め が あ る。 ま た ア ラ ヴ ィ[Alavi 2002]や マ ー シ ャル[Marshall 2003]も 参 考 に な る。 最

近 の議論 で は,植 民地化 におけ る 「連続 か断絶か とい う二分 法 に根 ざ した対立」 にっ いて不満が

み られ,植 民地 期 の歴 史 的変容 を よ り微 綯 にみ よ う とす る動 きが生 ま れて きて いる[Barrow

and Haynes 2004]。 本論 で は連続 か断絶かではな く,植 民地化 の初期 と19世 紀 半ば の両 方 を重

 要 な 変 革 期 と と らえ る。 この視 点 は中 里 匚1999]か ら学 ん だ も の で あ る。

4) た だ しパ ー リ ン は例 外 で あ る[Perlin l985;1993;1994]。

5) こ の 問題 につ い て は さ らにO'Hanlon and Washbrook〔 工992]とPrakash[1992 a]の あ い

 だ で 議 論 が 交 わ さ れ て い る。

6)再 検 討 論 に対 す る批 判 と して は,ク ム ク ム ・チ ャ タ ジー[Chatterjee 1996 a],ス シル ・チ ョ

 ウ ド リ―[Chaudhury 1995コ, M.ア タ ル ・ア リ[Ali 1986]な ど も参 照 の こ と。

7) 「オ リエ ン タ リズ ム」 な る言 葉 を 批 判 的 な意 味 合 いで 普 及 させ た サ イ ー ド[Said l978]に よれ

ば,「 オ リエ ンタ ワズ ム」 と は次 の よ う な もの で あ る 。1)一 般 的 に は 「オ リエ ン トに つ い て 教

え た り,書 い た り,研 究 した りす る人 は,そ の人 が 人 類 学 者 ・歴 史 学 者 ・哲 学 者 の い ず れ で あ れ

… … オ リエ ンタ リス トで あ る が ,彼 らの 行 うこ と が オ リエ ン タ リズ ム で あ る」[Said l978:2]。

2)だ が,よ り広 い 意 味 に お い て は 「オ リエ ンタ リズ ム と は,オ リエ ン トと(多 くの場 合)オ ク シ

デ ン トとの 間 の存 在 論 的 ・認 識 論 的 相 違 を前 提 と す る思 考 の様 式 で あ る」。 ヨー ロ ッパ 人 は 「オ

リエ ン ト」 に っ い て,自 己 と対 照 的 な姿 を 持 っ 「他 者 」 と して述 べ て き た の で あ る[Said 1978:

2-3]。3)さ らに は,オ リエ ン タ リズ ム と は,「 オ リエ ン トを 扱 うた め の集 団 的 な制 度 で あ り

… … 簡 単 に い う と,オ リエ ン トを 支 配 し再 構 造 化 しそ れ に対 して 権 威 を 持 っ た め の 西 洋 的 様 式 で

あ る」[Said 1978:3]。 オ リエ ン タ リズ ム批 判 は,こ れ ま で の オ リエ ン ト認 識 が 西 洋 と オ リ エ

ン トと の異 質 性 を前 提 とす る だ け で な く,オ リエ ン トを 支 配 す るた め の学 術=政 治 的 な枠 組 み と

して も機 能 して い た こ と を問 題 と した の で あ った 。 イ ン ド認 識 を め ぐる オ リエ ン タ リズ ム 批 判 に

っ い て は,イ ンデ ン[Inden 1986,!990],ア フマ ッ ド[Ahmad 1991],ブ レ ッケ ン リ ッ ジ と フ ァ

ン ・デ ル ・フ ェ ー ル[Breckenridge and Veer 1993]を 参 照 。 ヨー ロ ッパ に お け る イ ン ド認 識

の 発 展 の歴 史 にっ い て は シ ュ ワ ブ[Schwab l984コ が 詳 しい 。 ま た長 田[2002]も 参 照 の こ と 。

オ リエ ン タ リズ ム批 判 に対 す る批 判 に つ い て は,リ チ ャ ー ドソ ン[Richardson 2000コ を参 照 。

8) 例 えば イ ン ドの植 民地 化 につ いて,水 島は 「18世紀 の南 イ ン ドの植 民 地化 は,こ の よ うな

 (自 らの権 益 の維持 ・拡大 のため にヨー ロ ッパ勢 力 の庇護 を求 めよ うとす る)在 地 の リーダーの

 選 択の産物 で あ った といえ る」[1990:396](括 弧 内の説 明 は田辺 による)と 論 じて い るが,こ

 うした説 明 は,す でに触れた ウォ シュブル クの議 論 と同様,植 民地 化 にお ける権力 の不 均衡 な働

 きとい う側面 をあま りに軽視 してい るといわ ざるを得 ない。

9) クル ダ ー の 人 々 は,今 日 に至 って も,チ ョロノ ・バ トナ イ ク の子 孫 た ち が,い か に ず るが しこ
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く金 を もうけてい るかにつ いて,し ば しば話題 にす る。 イギ リス人行 政官 エ ワーの報告書 には,

主 要 な 徴 税 官 の ひ と りの 「チ ュ ル ン ・バ トナ イ ク」 が 登 場 す る。 彼 の 前 で は,他 の徴 税 官 は 「ほ

とん ど た だ の道 具 に過 ぎな か っ た」 とい う [Ewer Report, para.196, p.69]。 これ は,人 々 の

オ ー ラ ル ・ヒ ス ト リー で 語 られ る バ トナ イ ク と同 一 人 物 で あ ろ う。 チ ョ ロ ノ ・バ トナ イ ク は,

1817年2月 に,元 王国 将軍 ジョゴボ ン ドゥを,マ ラ― ター との同盟 によ る国家 反逆罪 で逮捕す

るよ うにと,警 察 をけ しか けた。3月 に は,ジ ョゴボ ン ドゥの指導 の もと 「パ イ コの反乱」(後

述)が 勃発 したのだが,そ の際,バ トナイクは,居 住村 で殺 され た。 コ ミッシ ョナーのB.ト マ

ス の報 告書 によ ると,そ の際 助 け ようとする村 人 は誰 もいなか った とい う[De 1962:15,35]。

チ ョロノ ・バ トナイクが,ボ ルネイ ・コル ネイの女 神につ いての秘密 を イギ リス人 にば ら したと

い う伝 説 は,厳 密 な意 味で正 しい歴史 的事実 を伝 えてい る もの とはいえな いが,実 際 に存 在 した

植民地 政府 との協 力者 一 「裏 切 り者 」  にっ いて の,集 合 的な記 憶 を伝 え るものであ る。

な お,イ ギ リス による征 服時 に,イ ン ド人側 に裏切 り者 が いた とい うモ テ ィ― フは,イ ン ドの さ

まざまな場所 にお いて聞かれ る,た いへん ポ ピュ ラーな もの であ る。

10)こ の 伝 説(オ ー ラル ・ヒス ト リー)は,ク ル ダ ―城 塞 の 周 辺 村 で1992年 に 聞 き取 り した もの

 で あ る 。基 本 的 に は 同様 だ が,よ り簡 単 で 短 いバ ― ジ ョ ンが,Orisdira Deba Debi『 オ リッサ の 神

と女 神 』[Mohanty 1980]に 採 集 さ れ て い る。 ま た,19世 紀 前 半 の貝 葉 文 書 を 編 纂 したPhiri4gi

Kali Bhdirata『 外 国 人 ・戦 争 ・イ ン ド』 匚Joshi l986]に は,「 フ レ ッ チ ャー は,牝 牛 の頭 を 落 と

し,牝 牛の血 をつ けたふたっ の爆弾 を投 げた。 クルダー王の ヒン ドゥー兵 士 たち は,驚 いて退 却

した」 とあ る。 これ は,歴 史 的出来事 が あ ったその時代 によ り近 いオ一 ラル ・ヒス トリーのバー

ジ ョンと して興味深 い。 こ うした原型 に,伝 説 のさまざ まな定型 的パ ター ン,そ して,守 護女 神,

王権,ダ ルマ,植 民地政 府 な どに対 す る考 えと解釈 が付 け加 わ って,だ んだ ん と現在 のよ うな形

にな って い ったので あろ う。

11)イ ギ リス東 イ ン ド会社 は,も と もとは貿易会社 と して1600年 に設立 され たが,18世 紀半 ばか

 ら1858年 に実質 的 に廃止 される まで,イ ギ リスによ るイ ン ド植民 地支 配 を軍 事 ・行政面 も含 め

 て担 つて いた。

12) Melville to Governor General,11 September 18e3, Parliamentary Papers,1845/664:77

 [quoted in Kulke 1978:346コ.

13) Melville to the Governor General 19 Sep.1803, Secret and Political Consultations:1

 March 1804, No.14. IOL[quoted in Mukherjee l977:34;Kulke 1978:347].

14) コ ミ ッ シ ョナ ― の ハ ー コ ー トの次 の 言 葉 に も,そ う した 態 度 を み て と る こ と が で き る。 「貴 重

 な カ タ ック州 (オ リ ッサ)を 獲 得 す る と い う課 題 に っ い て 考 え る と きに は い っ で も,ジ ャガ ン

 ナ ー タ 寺 院 保 有 の 重 要 性 を 強 調 す る必 要 が あ る。政 治 的 な 視 点 か ら は,そ の 価 値 は計 り知 れ な

 い」。John Melville to Shawe,11 July I804, Wellesley Papers, Add. Ms.,13611[quoted in

 Kulke I978:347, emphasis by Kulke]

15) ジ ャ ガ ンナ ー タ寺 院 の 歴 史 に っ い て は,Eschmann, A., H. Kulke&G. C, Tripathi[1978]

 お よ びMubayi[2005]が 詳 しい。 な おMubayi[2005]に っ い て は,私 の書 評[Tanabe 2007]

 も ご参 照 い た だ き た い 。

16)た だ 唯 一 の 例 外 は,1803年 に廃 止 さ れ た巡 礼 税 で あ る。た だ し これ も1806年 に は再 導 入 さ れ た。

17) Section 2, Regulation IV 1809[quoted in Laurie 2000:76].

18)正 確 に は,ク ル ダ 一王 は これ 以 降 公 式 文 書 に は,「 ク ル ダ― 王 あ る い は プ リ―王 」 と して 記 載

され る こと とな った。 王の公称 が法 的に 「プ リー王」 と定 め られ たの は,独 立後 に ジャガ ンナー
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 タ寺 院 法(1954年)が 成 立 して か らで あ る。

19) こ の徴 税 官(Sarabarakara)と い う制 度 は,イ ギ リス に よ って,こ の 地 域 に導 入 さ れ た もの

 で ある[Ewer Report, para.177]。

20) イギ リス政府 は,前 植 民地 期 の職分 権i体制 のメカニ ズムを理 解せ ず,そ の 「土地 分」 を免税 地

 で ある と考 えたの であ った。 しか し第一章 で述べ た ごと く,土 地分 は,そ の土地 の生産物 か ら一

定 の割合 を受 け取 る権利(耕 作権 は,本 人が有 して いた り,別 の ものが有 して いた り して いた)

であ り,免 税地 とは異 な った。免税地(ジ ャギ一 ル)は,国 家 レベ ルの大 臣や将軍 な どのみ に与

え られて いた。 地域社会 レベル の徴税 官 に与え られ た免 税地 は,植 民地 期 にな って導 入 され た も

ので あ る。

21) これ は証券 ・債券 の保 有が中流層 を中心 に浸透 した 「投資社 会」 の成立 とも関連 して い る[坂

 本2005]。

22) た だ しイ ン ドの 綿 織 物 産 業 は,植 民 地 期 にお い て 壊 滅 した わ け で は な く,少 な く と も そ の 一 部

 は新 しい 環 境 に適 応 して生 き残 っ た[Simnlons 1985;Harnetty 1991;RQy 1999]。

23) イ ン ドか らイギ リスへ は主 に貿易 を通 じて 「送金 」(商 品 によ る所得 移転)が 行 われ た。18世

 紀 まで はイ ン ドか らの主要 な輸 出品 は綿 織物 で あ ったが,19世 紀 に はイ ン ドか ら藍 ・生 糸 ・ア

 ヘ ン ・綿 花が輸 出 され るよ うに なった。前 二者は ヨー ロッパ に向け られ,後 二 者 は中 国に 向け ら

 れた。 イ ン ドか らの アヘ ン輸 出 は,イ ギ リスが中 国か ら輸 入す る茶 の決 済 に用 い られ たので あ り,

三 角 貿 易 の 一 環 を な す が,そ れ は イ ン ドか ら イ ギ リス へ の 植 民 地 所 得 の 移 転 と い う意 味 合 い も

あ っ た[Chaudhuri 1983;Sugihara 2005;ウ ォ ー ラー ス テ イ ン1997:第 三 章;今 田20oO;脇 村

2006;中 里1998]。

24) Rate Report, part I, para.8―11.

25)W.Trower, Collector of Cuttack to G. Warde, Secretary to the Member, Board of

 Revenue, dated 12. ll―1813匚quoted in De 1961 a:8]

26)Ewer Reportを 参 照 。 ま たDe[1961 b]に お さ め られ た諸 報 告 書 も参 考 の こ と。

27) 17世 紀 半 ば に イ ン ドを 訪 れ た フ ラ ンス人 商 人 の タベ ル ニ エ に よ る と,オ リ ッサ 沿 岸 部 で は銅

貨1枚(paisa)は80貝 貨 に交 換 され て お り[De 1952:8],当 時 の レ ー トは1ル ビ―=2.5カ

バ ノ に 匹 敵 す る。 ま た ハ ミル トンに よ る と,1727年 に は1ル ピー は2,500～3,000貝 貨(1カ バ

ノ15.25ポ ノ～2カ バ ノ5.5ポ ノ)で あ った こと が 報 告 さ れ て お り,ス タ ― リン グ に よ る と,マ

ラ ― 夕 一 時 代 の 為 替 レ ー ト は1ル ピー に 対 して 貝 貨3-4カ バ ノ で あ っ た と い う こ とで あ る

匚Sterling 1904=36;De 1952:8;De 1961 a:XXVI]。1770年 代 の マ ニ ト リ城 塞 の 資 料 に よ る

と,こ こで は1ル ピー に対 して4カ バ ノ の レー トが 記 録 され て い る。

28) 植 民 地 期 オ リ ッサ の 歴 史 に っ い て は,Patra[1971], Mahtab 匚1957], Ray [1959], Pati

 [20o1], Mishra[1979]な どが あ る。

29) 1818年3月6日 の,プ リ ― 王 か ら イ ギ リ ス 政 府 へ の 訴 状 に よ る 。Secretary to the

 Government to Sir G. Martindelle(quoted in S. C De, A Guide to Orissan Records, Vol. IIL

 p.20).ま たEwer Report(para,14-22, pp.7-H), Pattanaik[1979], Mohanty[1982:

 11一12],Mishra[1983コand Das[1992]も 参 照 の こ と 。

3o) パ イ コ の 反 乱 に つ い て は, S. C. De, A Guide to Orissan Records, Vo1. III, Pattanaik[1979],

 Mishra[1983], Mubayi[1999]な ど を 参 照 の こ と 。

31) こ の こ と は, イ ギ リス 人 行 政 官 の報 告 書 な ど か ら も裏 付 け られ る。De [1961 b;1962]や

 Ewer Reportな ど を参 照 の こ と。
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32) ス コ ッ トに よ ると,農 民 た ちは,資 本主 義の浸 透 によ り,飢 饉 や貧 困 か ら彼 らを保護 す る制

度 が 破 壊 さ れ,生 存 が 脅 か され る と抗 議 の 運 動 を起 こす と い う 匚Scott 1976;1985;See also

Thompson 1991]。 っ ま り,「 地 主 や 資 本 家 た ち が 新 しい よ り契 約 的 で 市 場 主 義 的 な権 利 や 義 務

の 概 念 を 押 し付 け よ う とす る と き,貧 しい 農 民 た ち な ど は,伝 統 的 な 権 利 や 慣 習 に 頼 ろ う とす

る 」[Sundar and Jeffery 1999:17]と 主 張 して い る よ うで あ る。 しか し,こ う した立 論 は,伝

統 的制度 と近 代資本主義 を あま りに実 体的 ・対立 的に と らえてい るばか りか,問 題 を農 民 と地主

(資本家)の 関係 に矮小化 している。 実 際の ところ,植 民 地資本主 義 は,農 村 を伝統化 し,そ こ

にお け る支配 ・被支配 関係 を利用 したので ある。 また問題 は,経 済 的関係 に とどま らず,国 家 に

お ける統 治 のあ るべ き姿 とい う政治倫 理 に及んで いた。筆者 が7章 で も論 じる とお り,ポ ス ト植

民 地 イ ン ドの場合,慣 習 的 なパ トロ ン ・クライエ ン ト関係 で あ る 「ジャ ジマー ニー」 関係 に代

わ って,よ り契 約的 で市 場主義的 な交 換を求 めたのは,ス コ ッ トが考 え るよ うに地主 ではな く,

弱者 の クライ エ ン トたちで あ つた。

33)19-2o世 紀 オ リ ッサ にお け る他 の反 乱 につ い て は, Nanda[1997:16―23]やPati[1993]

 を 参 照 の こ と。

34) Rate Report, part 1, para.11.

35) Rate Report, part 1, para.15.

36)Wilson 21 February 1880, para.7, in Selections, vol. III.

37) Forrester Report, para.67.

38) Forrester Report, para.66.

39)Collector(県 長 官)は,県(district)の 地 域 行 政 に っ い て 多 大 な 権 限(行 政 と 司 法 の 長 を 兼

ね る)を もっ 官 僚 で あ った 。District Magistrateと も呼 ば れ た。 Deputy Collector(副 長 官)

は長 官 の 補 佐 役 で あ る 。

40) ライヤ ッ トワー リー制 とは,耕 作者(ラ イヤ ッ ト)を 単位 と して土地所 有権 と納税責任 を定 め

 る制度 の こ と。 これ に対 して,ザ ミー ンダー リー制 は,ザ ミンダール(地 主 ・領 主)に 土地所 有

 権 と納税 責任 を与え る制 度の ことであ る。

41) Rate RepQrt, part 2 para. pp.32―33.

42)Wilkinson Report, para 11, p. 126. Rate Report, part 2, para.61-63, p.51.

43)管 財 人 と し て 保 有 権 を もつ に い た っ た の は,寺 院 や 祠 に お い て 宗 教 的 な 奉 仕 に た ず さ わ っ て い

た祭司 た ちであ った。 その ほ とんどはバ ラモンで あ ったが,シ ヴァ寺院 で宗教 的奉 仕 に従事 する

庭師(Mali)や,在 地 の女神 の祭 司や霊 媒を務 める コン ドや ソオ ロが,管 財人 とな る例 もあった。

44) ソ オ リ ・コ ン ダ ヨ トは,1990年 代 前 半 に お い て す で に 他 の コ ン ダ ヨ ト と通 婚 を す る よ う に

 な っ て い た。 ソ オ リ ・コ ンダ ヨ トは,独 自 の カ ー ス ト集 団 と して の 主 張 を 控 え,む しろ コ ン ダ ヨ

  トと の 同 化 を 進 め て い る。

45)ベ イ リー は,北 イ ン ドの農 村において,支 配 カース トの社会 的権 力 は世 界経済 との関係で過去

 250年 間 再 生 産 され た と主 張 する。彼 に よる と,「権 力 は経 済 を包 摂 しっづ けた」の で あ った

 匚Bayly 1990:139]。 しか し少 な くと もオ リッサにお いて は,支 配 力― ス トとして の コンダヨ トの

 社会 的権力 は常 に抗 争の対象 であ り変 化 して きた。 ベイ リーが い うとお りコ ンダ ヨ トの社会的権

 力 は長期 間続 いて いた ものの,植 民地化初 期にお ける土地私 有化 およ び19世 紀半 ばか らの農業

 の商業 化 の2っ の時 期 に,彼 らの地位 に大 きな変化 があ った こ とに も注意 を して お く必 要が ある。

46)言 う ま で も な くK.マ ル ク スやH.S― メ イ ンやM.ヴ ェ ― バ ー は,こ う した 「伝 統 イ ン ド」 の姿

 を 前 提 と して,自 らの 論 を展 開 した の で あ った 匚小 谷1979;1982]。
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47) イ ギ リスに よる植 民地化 が始 ま った18世 紀半 ば か ら大反乱 までの あ いだ にはイ ン ドの各 地 で

多 くの 反 乱 が あ った が,そ の 性 格 は,旧 支 配 層 の 反 乱,ト ラ イ ブ 民 一 揆,ム ス リム の 反 乱 な ど 多

様 な も の で あ っ た [中 里1998]。 オ リッサ に お け る反 乱 の数 々 にっ い て は,Mishra[1983],

Pati[1993;2001], Nanda[1997]な ど を参 照 の こ と。

48)1858年 に イ ン ド文 官 職(lndian Civil Service, ICS)が 公 式 に 成 立 し,植 民 地 統 治 の 「鋼 の 機

 構 」(steel frame)と な った 。 これ は独 立 後 に イ ン ド行 政 職(Indian Administrative Service,

 IAS)と して 引 き継 が れ る。

49)一 方,近 代 のア ジア間貿易 の成立 について は,伝 統的 な 「ア ジア交易 圏」 の,そ して 「ア ジァ

 間 競争」 の連続 的発展 とい う側面 をよ り重視す るアプ ローチ もあ る [浜下1990;1997;川 勝

 1994;cf.浜 下 ・川勝 編2001]。 なお ア ジァ経済史 の連続 と断絶を め ぐる問題 にっいて は,杉 原

 [1996b]を 参照 の こと。

50) さ らには19世 紀 後半か ら20世 紀前半 にかけての 日本 を含 む ア ジア諸 国の政治 的折衝 の歴 史 に

 っいて も,世 界 シス テム的 な経 済構造 およびイギ リス帝国 の支配構造 と ともに,ア ジア地 域 の相

 対 的な 自立 性 の発展 とそれに伴 う自立 的な アイデ ンテ ィテ ィの文化 的 ・政 治的 な希求 とい うコ ン

 テク ス トの なか で理 解 してい く必要 が あるだろ う。 その なかで 日本 の ア ジァ主義 とそ の他 のア ジ

 ァ諸国 の反 植民地運 動 はさまざ まな矛盾 を はらみなが ら絡 み合 って い くので ある [竹内 1966;

 長 崎1980;平 石1994;中 島2005b;松 浦20o7 b;2007 a;松 本2008]。

5!) なお ギ ャラハ ー とロ ビンソ ンの 自由貿易帝 国主義 論で は,マ ンチ ェス タ―綿工 業に代表 され る

 産業 資本 の世界展開 とそれ に伴 う非 公式帝 国の拡大 が強調 されたが[Gaユlagher and Robinson

 l953],近 年 で は これに対 して,シ ティの金融 ・サー ビス部 門の役割 を重視 す るケイ ンと ホプキ

 ンズ による ジェ ン トル マ ン資本主義 論が有力 にな って いる [Cain and Hopkins 1986,1987,

 1993]。 秋 田茂[2003a]は こう した議論 を前提 とした上 で,19世 紀 中葉 か ら193o年 代 に いた

 る非 公式帝 国 を超 えた グローバルな イギ リスの影響 力を その構造 的 な変容 を含 めて理解 し,イ ギ

 リス本国 の利 害 と世 界各地 の諸地域 の利害 との双方 を視 野 にいれ,さ らに産業 ・金融 両部 門を含

 む経 済構造 と安全保 障体制 との関係 を考察 するために 「帝国的 な搆造 権力」 とい う概念 を提 唱 し

 てい る。 こう した視 点 は,イ ギ リス側 の利害 や権力構造 を十分考 慮 しなが ら,イ ン ドを含 む ア ジ

 ア諸地域 の政 治経済 的な主体性 を視 野 に入 れる枠組 み と して注 目 され る。

52)1871年 の 「犯 罪 的 トライ ブ法 」(The Criminal Tribes Act)に よ る。

53) ユ909年 の イ ン ド統 治 法 に よ る憲 政 改 革 。 これ に よ り,行 政 参 事 会 お よ び 立 法 参 事 会 に イ ン ド

 人 が 多 数 参 加 す る よ うに な っ た。

54) ア ー リヤ ・サ マ ー ジ協 会 は ダ ヤ ー ナ ン ド ・サ ラ ス ワ テ ィ ー に よ っ て1875年 に設 立 さ れ た。

「ヴェーダにかえ れ」 とい うス ローガ ンを掲 げたが,単 な る保 守的 な復古主 義で はな く,力 一ス

ト差 別 ・男女 差別 に反 対 して,伝 統 的 には男性上位 カー ス トにのみ許 されて いた ヴェー ダ学習 を

全 ての人 々に開 こ うと した。 またさ まざ まな社 会事業 も展開 した。 しか し20世 紀 に入 って か ら

は徐 々に コ ミュナルな傾向性 を強めて いった[藤 井2003:第6章 コ。

55) この こと は 公 共 領 域 に お け る宗 教 の 意 義 を考 え る上 で 重 要 で あ る[Casanova 1994]。

56) Rate Report, para.101-110, pp.40―41;Maddox Report, vol.1, p.435;Hota Report.

57) Hota Report, p.102.

58)植 民 地 期 の 寺 院 に っ い て は,Appadurai[1977]やFuller[1983]が 興 味 深 い。

59)植 民 地 期 の 王 権 に っ い て は,Price匚1996]を 参 照 の こ と。

60) た だ し初 期 の 民 族 主 義 的 見 解 に あ つた,高 い地 租 に よ る植 民 地 政 府 の収 奪 が 原 因 と な つ て イ ン
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ド農村 は崩壊 した とい う見方 は否定 されて お り,議 論 の焦 点 は,農 業 の商 業化 が イン ド農村 に与

え た社 会経 済的影響 に移 ってい る。

61) チ ャール ズワース も下層民 のなかか ら小農民 として 自立化 す る傾 向が み られ ることを指摘 して

 いる [Charlesworth 1985:183-184]。 ただ し他方 で負 債 によ って土地 無 し層 に零落 した もの

 もあ つた と もいう。 つ ま り農 業の商 業化 によって,農 業労働 者へ の下 落 とそ こか らの上昇 の両方

 の動 きが あ ったとい うことにな る。 この点 は柳澤 の論点 と重 なる。 ただ しチ ャールズ ワース と柳

 澤 の議 論 は時代区分 の認識が 異な る[柳 澤悠1991:245―247]。 なお チ ャール ズワ―スの議論 に

 っ いて は,今 田[2000]が 詳 細に紹 介 して いる。

62) オ リ ッ サ に お い て,「1897―98年 に は 海 洋 輸 出 は260万 マ ウ ン ド に の ぼ っ た」 と い う

 (Maddox Report, p.129)。 なお1マ ウ ン ドは82.286ポ ン ド,約37.3キ ロ グ ラム で あ る。

63)

64)

65)

66)

Maddox Report I, p,121.

Rate Report, part 2 para.163, p,71.

Rate Report, part 2 para,166, p.72.

中 里 に よ る と,1882年 か ら1945年 の ベ ン ガ ル に お い て, 耕作権の移転は年平均して全面積の

 0.5―LO%に とどま った[Nakazato 1996]。

67) 別 の言 い方 をす る と,農 民 が プ ロ レタ リア化 して労働 が 資本主 義 的生産 関係 に実質 的 に包摂

(real subsumption)さ れ た場 合 と,む しろ負 債 や 借 金 を通 じて 労 働 が 形 式 的 に包 摂(formal

subsumption)さ れ た 場 合 が あ った[Prakash 1992 b:21;Banaji I992]。 両 方 の複 合 に よ って,

農 民 は 資 本 主 義 へ と包 摂 され て い った の で あ る。

68) た だ し水 路 や井 戸 に よ る灌 漑 は,パ ン ジ ャ― ブ,マ ドラ ス,U. P.(United Provinces),シ ン

  ドの4っ の 地 域 に集 中 して い た。[Roy 2006:121]。

69)南 イ ン ド畑作地帯 にっ いて は,柳 澤 とウ ォシュブル クのあいだで見解 が分 かれ る[柳 澤1991:

 4;WashbroQk 1978,1976]。 B.ロ バ 一 トも,同 様 の地域 につ き,小 区画 農地 が増大 す るな かで

 土地所 有 の集 中はむ しろ低下 し,小 農 は経済成長 で利益 を得 た と して,ウ ォ シュブルクを批 判 し

 て い る [Robert 1983]。 これを受 けて ウxシ ュ ブル クは持論 を再検討 し,市 場 経済 の浸透程 度

 を過小 評価 していた可能性 を認め,ま た小区画農地 が増えて耕 作地拡大 が あ つた ことを認 めてい

 る。 しか しこれ は経 済的利益 を もた らさず に農業生 産 と社会 的再 生産 はむ しろ危 機 に陥 っていた

 こ と,ま た 経 済 的 に は 富 農(`magnate')の 役 割 が大 きか っ た こ と を 改 め て主 張 して い る

 [Washbrook 1994]。

7o)Maddox Report, p.136.支 払 い形 態 の 詳 細 が 同 頁 に あ る 。

71)債 務 農 業 労 働 者 に つ い て は,Breman[1974;1993], Prakash[1990 aコ, Fujikura[2004:

 ch.7]な どを参照 のこ と。

72) ただ し労 務人 カース トの所有地 は増 えてお り,こ こに柳澤 のい う下層民 の 自立化 の動 きをみる

 ことが で きるか も しれ ない。

73) マニ は,こ れを植 民地期 における女 性の立場 に即 して論 じてい る。 しか しこの鋭 い指摘 は,女

性 だ けでな く低 カース トや トライ ブをふ くむサバ ル タンー般 に通 ず る。

74)

75)

76)

77)

78)

Wilkinson Report, para.17, p,131.

Taylor Report[1877], para.69-70, pp.176-177,

Taylor Report[1877], para.72, p.177;Taylor Report[1871]、

Taylor Report[1886], part II, para.369, p.132.

こ こ で は 詳 述 で き な い が 「非 工 業 化 」 を め ぐ っ て は 近 年 見 直 し が 進 ん で い る 。 「非 工 業 化 」 は
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イ ン ド農村 を窮 乏化 させ た とは言 えず,イ ン ドの綿布 産業 は新 しい状況 に適 応 して生 き延 びて

い つた らしい [Roy 2006]。

79) Maddox Report, p.136.

80)Wilkinson Report, p,134,

81) Taylor Report[1886], part II, para.369, Append g Form No.7p.144.

82) Taylor Report[1898], part l para.263, p.66.

83)Kingsely Davisの 推 定 だ と1881年 か ら1921年 の イ ン ドの 人 口 成 長 率 は わ ず かO.36%で あ る

匚Visaria and Visaria 1982:table 5.7]。 なお ダ イ ソ ンに よ る と,1890年 か ら1920年 に か けて

は 飢 饉 と疫 病 に よ り死 亡 率 は上 昇 して お り,ヴ ィ ッ サ リア の推 定 よ り も さ らに 人 口 増 加 率 は低

か っ た ら し い[DysOn l989]。 ダイ ソ ンに よ る推 計 を 斎 藤[2002]も 支 持 して い る。

84) 飢 饉 は,食 糧 不 足 に よ って起 こ つ た の で は な く,食 料 分 配 が 適 切 に 行 わ れ なか った こ と に よ る

 こ と は,ア マ ル テ ィア ・セ ンが 明 らか に して い る[Sen 1981;セ ン2000 bコ。 な お,エ ン タ イ ト

 ル メ ン トや ケ イパ ビ リテ ィの概 念 にっ い て はセ ン[1999;2000a;Sen and Sen/995;Sen 1993,

 1999コ,絵 所 ・山 崎[2004]な どを 参 考 の こと。

85) 開 発 と飢 饉 ・疫 病 と の関 連 に つ いて は,斉 藤[2002]も 参 照 の こ と。

86) この 大 飢 饉 は,オ リッ サ で一 般 的 に は 「元 号9」(ノ ・オ ン コ,加a眈a,オ リッ サ沿 岸 部 で

 は プ リ―王 の 元 号 を 用 い た)と 呼 ば れ,現 在 に至 る ま で オ ー ラル ・ヒス トリ― で 語 られ る。

87)例 と して は,オ リヤ 語 振 興 協 会(Utka1a Bh鴿a Uddipani Sabha,1867年5月 設 立,於 力

タ ッ ク),カ タ ッ ク弁 論 ク ラ ブ(Cuttack Debating Ciub,1868年2月 設 立),カ タ ック 協 会

(Cuttack Scoiety,1868年11月 設 立)な どが あ る。 ま た,月 刊 誌 のBodhadayini o磁Z齬 ωa厂a

Sambdida-Bdihile(「 ボ ド ド イニ とバ ラ ソ ー ル の報 道 者 」)が1868年 の2月 に バ ラ ソ ― ル で 創 刊 さ

れ,オ リヤ語 新 聞 のUtkala 1)arPapa(「 オ リ ッサ の 鏡 」)が1873年 に バ ラ ソ ―ル で創 刊 さ れ た。

他 に も多 くの 月 刊 誌 や新 聞 が 発 刊 さ れ た。19世 紀 後 半 の オ リ ッ サ に お け る市 民 団 体 お よ び 印 刷

 物 に つ い て は,杉 本[2007:65-81,103 一 116]が 詳 しい。

88) 植 民 地 期 イ ン ド に お い て 市 民 団 体 な ど が 形 成 し た 「公 共 領 域 」 に っ い て は,Ali[2001コ,

Narega1[2001], Orsini[2002], Isaka[2002]な ど を参 照 の こ と。 イ ン ドに お け るよ り広 義

の 「公 共 」 を め ぐる 問 題 にっ い て は,Freitag [1989;1991;1996], Price[1991コ, Haynes

[1992],Chakrabarty[1994], Kaviraj[1997], Sivaramakrishnan[2000]も 参 照 の こ と。

イ ン ドの 「公 共 圏 」 「公 共 領 域 」 を め ぐる研 究 動 向 に っ い て は,粟 屋[2002]の 適 切 な 研 究 レ

ビ ュ ー が参 考 に な る。

89)「 オ リヤ 語 運 動 」(Ori[」 BhaSa.A ndolana)に つ い て は,杉 本[2006]が 詳 細 に 論 じて い るo

90)ベ ンガ ル地 方 は植 民 地 化 さ れ た 時 期 が 早 く,ま た植 民 地 政 府 の首 都 は カ ル カ ッ タ に お か れ て い

た ことか ら,ベ ンガル人 は英語教 育の機会 に早期か ら恵 まれ,植 民 地政 府 とのっなが りが強 か っ

たQ

91)1877年 に設立 された同名 の団体 が あるが,こ ち らは文芸活動 に特 化 してい た。

92) こ うした ナシ ョナ リス ト的言説 は西洋 の政治理 念 に もとつ いてお り,「派生 的」(derivative)

 な 性 格 を有 して い た とい え よ う 匚Chatterjee 1986]。

93) オ リヤ ・ナ シ ョナ リス トの 行 政 や 教 育 にか か わ る活 動 が,一 般 民 衆 の 興 味 を 集 め る こ と は な

か った。行政 や教育 の問題 は,民 衆 にはあまり関 わ りがなか ったので,初 期の オ リヤ ・ナ シ ョナ

リズ ムは広 が りを持 たなか ったのであ ろう。出版 の影響 は重要で あ った ものの,当 時の識字 率 は

そ れ ほ ど高 くなか った こと か ら,ネ ― シ ョン形 成 の 鍵 の ひ とっ とさ れ る 「出版 資本 主 義 」
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[Anderson l991]が そ の ま ま民 衆 に浸 透 した わ け で は な い 。 フ。リー県 に お け る識 字 率(10歳 以

上)は,1881年 に7.25%,1891年 に6.5%,1901年 に9.22%,1911年 に7.47%,1921年 に

8―33%,1931年 に8.64%で あ っ た 。 そ の う ち 男 性 は,1881年 に13.7%,1891年 に12,7%,1901

年 に17.9%,1911年 に14.3%,1921年 に15.5%,1931年 に16.0%,女 性 は,1881年 に0.8%,

1891年 に0.3%,1901年 にO.5%,1911年 に0.6%,1921年 に1.1%,1931年 に1.2%で あ っ た

(Orissa District Gagetteers, Puri 1977:482-483)。 オ リ ッ サ 沿 岸 部 の カ タ ッ ク 県 と バ ラ ソ ー ル

県 に お い て 識 字 率 は や や 高 め で,他 の 落 王 国 に お い て は か な り低 め で あ った(census of india,

1931,vol. VII Bihar and Orissa, part I Report:224―225)。 た だ し直 接 読 ま な くと も,地 域 社

会 で は新 聞 な どを読 み聞かせ る習慣 があ り,情 報 自体 は民衆 に広 く広が った。(な お これ はイ ン

ドの地域 社会 で,宗 教文 献の読 み聞 かせの習慣が あ った こと と関連 す る。近世 オ リッサで は夕方

に なる と集落 ごとにあ った 「バ ゴボ トの家」で聖典 バ ゴボ ト[バ ガ ヴァ ッタム]が 朗誦 され た。)

後 にオ リヤ ・ナシ ョナ リス トの活動 が宗教 や王権 に関わ ってい った とき,民 衆 は活発 に参 加す る

よ うにな る。

94)近 世 ヨ ー ロ ッパ の 公 共 圏 も当 初 は ブ ル ジ ョワ 的 性 格 が 強 い もの で あ っ た[Habermas 1989;

 Calhoun 1992]。

95) オ リヤ ・ア イ デ ンテ ィ テ ィ の構 築 の歴 史 につ い て は,Mohapatra匚1996コ お よ び 杉 本[2007]

 が 興 味 深 い議 論 を 展 開 して い る。

96)イ ン ドの コ ス モ ロ ジ― に も とつ い た歴 史 観 に よ る と,こ の世 に は4つ の ユ ガ(yuga,時 代)

 が あ る 。 時 が 進 む に つ れ,そ れ ぞ れ の 時代 は よ り短 くな り,宗 教 的,倫 理 的,物 理 的 に よ り堕 落

 して い く。 最 初 の ク リ タ ・ユ ガ(hrta yuga,サ テ ィヤ ・ユ ガsa御 翅gaと も い う)は 完 璧 な 時

代 で172万8千 年 続 い た 。次 の トレ一 タ ・ユ ガ(treta yuga)は129万6千 年,そ の 次 の ドヴ ァー

パ ラ ・ユ ガ(dvaPara yuga)は86万4千 年,そ して 最 後 の カ リ ・ユ ガ(leali yuga,争 い の 時 代)

は紀 元 前3102B. C.頃 に始 ま っ た と さ れ,43万2千 年 つ づ く とさ れ る。 カ リ ・ユ ガ の性 質 にっ

い て は,人 口 に膾 炙 した 聖 典 バ ガ ヴ ァ ッ タ ム(1-16 and X-2,3)に 詳 し く述 べ られ て い る。

97) イ ン ドのナ シ ョナ リズ ムにおける 「顕教」 と 「密教 」 の2つ の側面 につ いて は,長 崎[1994

 b]か ら学 んだ。 なお当然 なが ら,こ こで 「顕 教」 「密教 」 とい う言葉 は比喩 として使 っている

にす ぎな い。 近 代 イ ン ドにお け る政 治 言 説 の 二 分 性 に つ いて の指 摘 は他 に,パ ル タ ・チ ャ タ ジー

[Chatterjee 1993コ の 「ソ トの 領域 」 と 「ウ チ の領 域 」,ヘ イ ンズ[Haynes 1992]の 「ソ トの 政 治 」

と 「ウ チ の政 治 」,フ ライ タ グ[Freitag ig91]の 「政 治 的 言 説 」 と 「文 化 的 言 説 」 な ど が あ る。

98) ベ ンガル のナ ショナ リス ト著述家 と して有名 なチ ャ ッ トパ デ ャイ ・バ ンキ ンチ ャ ン ドラは19

 世紀後 半 に 「ベ ンガル人 には歴史が ない」 と嘆 いた。 そ して 「オ リヤ人 で さえ 自分 の歴史が ある

 のに」 と付 け加え た。 バ ンキ ンチ ャン ドラに とって歴史 とは 「祖 先の栄光 あ る諸行 為」の ことで

 あ り,そ の記 憶や遺 風 はオ リヤ人 にはあ って もベ ンガル人 に はない と,彼 は考 えたの であ った

 [Chatterjee 1993:76]。

99) ベイ リ― は,前 植民地 期のバ トリオテ ィズ ムか らナ シ ョナ リズ ムの発展 につ いて論 ず るな かで,

 オ リッサにつ いて も触 れて い る [Bayly I998:73-4]。 ただ しサバル タ ン民 衆 の多 くは,近 代

 的 ナ シ ョナ リズムの自由や平等 とい った顕教 的理念 を自 らの もの と したので はな く,む しろバ ト

 リオテ ィズ ムにおける宗教 ・カース ト・王権 などの密教 的イ デ ィオ ムに もとつ いて反植 民地運動

 に加 わ ったので あ った。

100) モ ヒ マ ・ ドル モ に っ い て は,Das[1951]も 参 照 の こ と。

101) パ ル タ ・チ ャ タ ジー が 指 摘 す る ご と く,ゲ ル ナ ー や ア ン ダ ー ソ ンの ナ シ ョナ リズ ム論 に は社
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会 学 的 決 定 論 と で もい え る側 面 が あ る [Chatterjee l986:21;cf. Geilner 1983;Anderson

1991コ 。 そ こで は,「 伝 統 社 会 」 か ら 「近 代 ネ ― シ ョ ン」 へ の発 展 進 化 的 な過 程 が 前 提 と さ れ て い

るの で あ る。 ゲ ル ナ ー は,ナ シ ョナ リズ ム を近 代 産 業 社 会 の産 物 と み な す 。 近 代 産 業 社 会 で の 分

業 の ために は高文 化(high culture)の 共有が必要 であ り,そ の ため には国家が集権 的な教 育体

制 を運営 す る しか ない。 規格化 された人間 (modular man)た ちは共通 の リテラ シー文化 に

よ って統合 され,ネ ー シ ョンを形成 す る。同様 にア ンダーソ ンは,ナ シ ョナ リズムの発達 の根 本

に は 「印刷 資本主 義」 があ るとする。出版言語が 「交換 とコ ミュニケ― ションの統合 され た場 」

を形成 す ることに よ って,共 通 の国民意識が醸成 され るとい うのだ。 ゲル ナー とア ンダ― ソ ンの

両 者 はいずれ も,世 界 の様 々 な地域 にお いて,そ れぞ れの政治文 化的パ ラダイムに応 じた多様 な

ナ シ ョナ リズムが形成 され る可能性 を考え に入れて いない といわ ざるをえ ない。

102) ボ ー ス と ジ ャ ラル は,次 の よ う にP.チ ャタ ジ― を 批 判 す る。 「差 異 を 求 め よ う とす る あ ま り

 の 歪 曲 が,た とえ ばパ ル タ ・チ ャ タ ジ ー の よ うな 研 究 に しの び こん で い る。 彼 は,『 私 た ち の』

近 代 と い う特 定 の 流 れ を,近 代 主 義 とナ シ ョナ リ ズ ム に つ い て の社 会 的 歴 史 的 思 考 の 唯 一 の 伝 統

で あ る か の よ うに 特 権 化 して い る」[Bose and Jalal l998:90コ 。

ヱ03) イ ン ドの 民 族 運 動 の歴 史 にっ い て は,た とえ ば,チ ャ ン ドラ [2001],サ ル カ ー ル[1993],

 長 崎[2002]な ど を 参 照 の こ と。 オ リ ッ サ の 民 族 運 動 に つ い て は,Mohanty[1982],

 Mohapatra[1990], Pati[1993],杉 本[2007]な ど を み られ た い 。

104) た と え ば ヘ ニ ン ガ ム は 「エ リー ト ・ナ シ ョナ リス トの蜂 起 」 と 「サ バ ル タ ンの一 揆 」 か ら な

 る 「反 乱 の二 面 性 」 に つ い て論 じて い る[Henningham 1983:164]。 同 様 に ダ ス グ プ タ は 「エ

 リー ト政 治 」 と 「サ バ ル タ ン」 の 「自律 的 な動 員!と の分 離 に つ い て 語 る 匚Dasgupta 1985:

135;c£Pati 1993:250コ.
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要 旨

本 論 は,植 民 地期 イ ン ド ・オ リッサ にお け る地域 社会 の変 容 を描 く。英 国支 配 の もとで,イ ン

ド ・オ リッサの地域社 会 は,二 段階 の大 きな変化 を経験 した。 まず植民地化 直後 の土地 私有制 の

導 入 に よ り,職 分 権体 制 は崩 壊 し,階 層 的土地 所有 を基礎 と して,支 配 力 ― ス トを 中心 とす る

ジャ ジマ ーニー関係(パ トロ ン ・ク ライ エ ン ト関係)が 形成 された。 また植 民地 政府 によ るバ ラ

モ ンの重 用 によ り,■儀礼 的 なカ―ス ト・ヒエ ラル ヒーが強化 され た。 こ う して,バ ラモ ンを頂 点

とす る ヒエ ラル ヒー と支配 カース トの 中心性 を,植 民地 政府 は 「伝統化 」 したので あ つた。 一 方,

存 在の平 等性 に基 づ いた共同態 的協力や,信 愛 に基づ いて 自らの行為 を神 に奉仕 と して捧 げ る と

い った,供 犠 的な社会原 理 は,宗 教儀礼 領域 における理 念 ・実践 として限 定化 され,EI常 的 な社

会 経済 関係か ら切 り離 され た。 植民 地下 の第二 の大 きな変化 は,一 九世 紀後半 にお ける農 業の 商

業 化 の進 展 に ともな う社会変容 であ る。 ここで新興階層 が出現す る一方,旧 支配層 の一部 は没 落

し,ま た貧 民層 の多 くは農業労働者化 して いった。農業 の商業化 とともに,地 域社 会 は英 国を 中

心 とす る帝国 経済 の一 部 に取 り込まれて い った○ しか し同時に,植 民地 的視 点 によ る現地社 会 の

客 体化 と他者化 も進行 し,「 現地 の社会 ・文化」 と 「近代 の国家 ・市 場」 との あいだの価値 的 な

分断状 況が進 行 した。 こう して植 民地主義 とい うくさびによ って価値 的 に二分 された領域 の間 に

は,同 時 に,接 合 と反 発そ して媒 介の試 みとい う複維 な ダイナ ミズムが生 まれ る こととな った。

一 九世紀 後半 か らは民族 運動 が徐 々 に高 ま ってい くが,合 理主義 ・自由主義 を運動 の基盤 とす る

エ リー ト ・ナ シ ョナ リズ ムと,カ ース トや王権 や宗教 に基づ く民衆のバ トリオ テ ィズ ムとは,一

時的 な協 力,矛 盾,対 立,媒 介 の試 み などを含む複雑な関係 を有 して いた。

キ ー ワ ― ド イ ン ド,植 民 地 主 義,カ ー ス ト,土 地 制 度,民 族 運 動

Summary

This article looks at the transformation of local society under colonialism in rural Orissa, 

India. Colonial rule brought about major changes in two stages. Firstly, the introduction 

of private land ownership just after colonization led to the collapse of the system of 

entitlements, and the formation of the dominant caste centered jajmani relationships 

based on unequal land ownership. The caste hierarchy was strengthened as the 

Brahmanical view of society was employed by the government for colonial rule. 

Colonialism thus  `traditionalized' the aspects of hierarchy and dominance in local society. 

On the other hand, the sacrificial ideas of cooperation of ontologically equal parts and 

duty as devotional service to God came to be confined to the religio—ritual sphere and cut 

off from socio—economic relationships. The second major transformation of society came 

with the development of commercialization of agriculture in the mid—nineteenth century. 

A class of new rich emerged, while some of the old dominant classes became 

impoverished and the poorer classes were reduced to the status of agricultural laborers. 

The imperial economy increasingly penetrated into local society, but in the colonial 

framework, 'native society and culture' was clearly distinguished from 'the modern state 

and market'. The two spheres, which were separated under colonialism, developed 

complex and dynamic relationships that involved articulation and confrontation. 

Nationalist movements which began in the late nineteenth century also reflected the 

complexity of the colonial dichotomy. Nationalism of the elite was based on ideals of 

rationalism and liberalism, whereas patriotism of the masses was based on idioms of 

caste, kingship and religion. These two movements held complex relationships with each 

other involving cooperation, contradiction, opposition and attempts towards mediation.
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